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寿ダ四同ｊｌｌｌｉ・１＝１．４こ匯瓦疼掌４こ、Ｓｊ＆４；のおＪｔ・らせ
「 ‘ ａ 翁 か あ の 歓 会 と 人 嫡 嫡 巌 を 考 え る 。 、 （ ｎ ）

今春、第４回ｌヨ本社会臨床学会総会を水戸の地で開きます。今回は、“これからの社会と
人間関係を考える”といった内容を全体テーマにして、これまで社臨がこだわり続けて
きたこと、そしてこれからの社臨が考えていくことを、シンポジウムのなかで取り上げ
る予定です。
今後の検討で、細目の変更が生じる場合がありますので、詳しくは、今後の「社臨ニュー
ス」などで改めてお知らせいたします。にのお知らせの中のテーマは仮題です）
多くの方々との出会いを心から期待しています。ぜひ、ご参加ください。

期日：

場所：

４月２８日（日）ＡＭ１０：３０～２９日（月・休）ＰＭ４：００

茨城大学揃ｉ会館（茨城県水戸市文京２-１ -１）

１日目２８日
淵 皿

発題者石川准（静岡県立大学）
大谷尚子（茨城大学）
林延哉（ふきのとう向生舎）

司会中島浩擲（ＹＭＣＡフリースクール）
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日本社会臨床学会編集委員会

４月２８日（日）２９日（月・休）に第４回総会を茨城大学で開催します。表紙裏にその案内が掲載されて
いますのでご覧下さい。第２回の横浜、第３回の京都に続き、茨城という新たな地でまた多くの方々と出会え

ることを期待しています。ぜひ御参加下さい。

本号は、前回の総会、昨年４月２２日２３日に京都で開催された第３回日本社会臨床学会総会の報告に誌面

の多くをさくことになりました。当日各分科会、全体会の司会をなされた方々によってまとめられた報告です。

それぞれ、総会に参加されなかった方にも論点が明確に伝わる内容になっていると思います。この報告をもと

に、京都で語られた問題がさらに深められ、展開されていくことを願います。また横井清さんには、記念講演

の内容を報告していただきました。当日の講演内容はもちろんのこと、あの語り口が醸し出す独特の雰囲気も

伝わってくるように思います。なお、シンポジウム“「「開かれた病」への模索」を読む”の報告は前号（３巻
２号）に掲載されています。

京都総会の報告に多くの誌面をさいた関係で、・今号掲載の論文は少なくなってしまいました。石川准さんは、

「共生のインターフェイスー電脳福祉論によせてー」で、コンピュータヘの視覚障害者のアクセスという問題

をとりあげ、コンピュータと障害者の問題を論じながら、人と道具の接合のあり方へと論点を深めています。こ

のコンピュータという道具をどう捉えるかというテーマは、電子機器を雑誌、ニュースの編集などに利用して
いる本学会にとってもさけて通れない問題です。そこで、私たちは、第４回総会で「情報機器と人間関係」と

いうシンポジウムを予定し、この問題を議論したいと思っています。なお、石川さんはシンポジストの一人に

なっていただいています。

篠原睦治さんの文章は本来先号の松浦武夫さんの文章の後に掲載されるものでした。しかし、編集、印刷段

階のミスで掲載できなくなってしまいました。篠原さん、松浦さん、そして読者のみなさんにお詫ぴいたしま

す。申し訳ありません。篠原睦治さんは、加筆され、独立した形゛？今号にその文章を掲載しています。３巻１

号の「いま、なぜ、らい予防法を問うのか」、３巻２号の松浦さんの文章「先号の「らい」問題を読んで」と合
わせてお読み下さい。

＜「映画と本」で考える＞では、新垣多恵さんが「ショーシヤンクの空に」という映画について、「カッコー

の巣の上で」と関連させて論じています。また、原田牧男さんは、現在の生徒の“浮遊状態”に焦点を合わせ、

そことの関連で当学会編の「学校カウンセリングと心理テストを問う」を論評します。新原道信さんは、やは

り当学会編の「他者への眼差し「異文化」と「臨床」」について、臨床の専門性の問題、異文化と他の様々な

文化の位相の関係、Ｊｔｌ！域社会形成の問題といったｉｌＱｉ点にし毒毒鵬評しています。佐々木賢さんは、「菜英と荒海」
について、著者である武田秀夫さんとの出会いを思い起こしながら、御白身の教育に対する考えを本の言葉に

重ね合わせていきます。

＜“ここの場所”から＞は３人の方からの文章です。秋本まち子さんＳｊ：練賜・大泉のご自分の家を中心とし

た生活から、高石伸人さんは直方市社会福祉協議会という職場とＴ虫の家」という障害者の地域活動拠点から、

小松光一さんは北海道根釧地域の酪農交流会からのレポートとなっています。

では、ゆっくりお読み下さい。
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日本社会臨床学会第３回総会（１９９５年４月２２～２３日）報告

記 念 講 演 中 世 人 の 心 性 を 考 え る
一生死・恥辱・夢現 -

横井清（桃山学院大学）

一、中世史家の怖れについて

本日は皆様方の学会にお招きをいただきまして、ま
ことにありがとうございます。

ご覧のような題目で話させていただきますが、この

「・・・考える」というところがミソでして、たしかに、考

えはするものの何か明確皿艦首出るのかといいます

と、決してそうはまいりません。せいぜい副題に掲げ
しょうじゆめうつり

ました三つのキィ・ワード、つまり、生死・恥辱・夢現

という点に焦点を合わせながら、ああでもない、こう

でもないと、取りとめもない話をしばらく聞いていた

だく。その結果、講演内容にまとまりがないという点

では、毎年のこの学会での記念講演の中でも特に記念

すべき講演になってしまうのではあるまいか、とま

あ、いささか自負いたしておる次第であります。

さて、私はずっと日本史を専門としてまいりました

が、中でも中世史の部分に足を止めたまま、長居をし

ております。もう少し、前後の時代へ、と視野を広げて

勉強すべきであるとは思いながら、しょせんは中世史

専攻ということで来てしまいました。
ところがこの、専門とか専攻とかいうことでは、

ちょっと申しておきたいことがございます。といいま

すのは、人から「ご専門は？」と訊かれる。「歴史で

す」「どこの？」「日本史です」。この後、だんだん細
かくなります。「ほう、さよですか。その中でも特に」

「はア、中世史ですが…」「おや、まあ、中世史ですか。

その中でも特に…」「まあ、室町・戦国あたりの…」

「なるほど。で、そのあたりの時代のどんな問題を…」

「まあ、民衆史ちゅうとこですかいな」「ほほう、民衆

史ねえ。で、その中でも特に…」「まあ、民衆の物の

考え方ですとか生活ぶりとかですが…」「ふ～む、そ

うですかア。とすると、そのようなことを特にどのあ

たりを中心に？」「だいたいその時代の京都方面でご

２

ざいますがな…」ちゅうふうに、だんだん、だんだん

追い込まれてまいりますと、いかにも狭い狭いところ

にしか、自分の研究のベースちゅうものがないーと
いうことを、イヤというほど思い知らされるわけなん

ですねえ。そういうわけで、中世人（７）心ｌ生を考えると

はいい条、結局は自分の手ｔ貧れた時期の、しかも自分

なりに愛着のある話題におぶさりながら、話を進めさ

せてもらいます。
ここで「愛着がある」といいますのは、言い換えま

すと、「自分がこだわり続けてきている」という意味
でもありますが、そのこだわりについて皆様に聴いて

いただき、そのことによって、特にそのこだわりの現

代的な意味について自分なｉＳ？１こ今後もじっくりと考え

続けて行く、そのための大いなる励ましを得たいと

願っているのです。

ところで、旧蝋、ハ木晃介先生をっうじて講演の依

頼を受けまして以後、年改まってから私たちのまわり
はずいぶんと騒がしくなってまいりました。依頼のあ

りました１昨点と今（１９９５年４月２２日）とでは、雲泥

の差があると申さねばなりません。いちいち具体的に
は申しませんけれども、外界に目を向けますと実に騒

然たるものがありまして、私たちの耳目を捉え、心を

引っ掴ｉｌ：ｊ・事象のーつ一つそのものが、私のように古い

時代の歴史を：・詮索している人間にとりましても、無理
やりにボンドでくっつけたり、ベンチで針金をねじっ

て繋ぎ合わせたりするようにしなくても、微妙に、確

実に、ひたひたと動揺を及ぼしてきている。これは
いったいどういうことかといいますと、例えば本日の

話題のように、遠い中世の時代に生きた人々の心の様

を考えてみるというような時に、どうしても避けて通

れぬいくつものポイントがあって、そのポイントを飛

１：ＪｑＥｉ伝いに歩んで、問題意識として何とか構築してゆ



こうとします時に、どうしてもぶつかってしまわざる

を得ない幾つもの問題が、数百年前のこととしてでは

なく、まさに只今の、現代日本の、一歩この会場を出
妓ば飛び交っているよう；！ｉ：諸現象と結びつきつつ、中

世という古い時代の人間の心のことについて話をさせ

ていただきながらも、そのことについて幾つかのポイ

ントを設定して；ｊ３話するということ、あるいは、その
ことを巡って’文字にしたためて公表してゆくというこ

と、それ自体が、はたして喜ばしい営みであるのか、

また自信をもって成すべき作業であるのかーといっ

たふうになってくると、実は大変むつかしくなって来

るんです。
これは、後の話で「なるほど…」と；」３分かりいただ

けるのではないかと思いますが、私ども中世史家が

得々として、中世の人々の価値観であると垂世界観で

あるとか、あるいはまた、宗教、信仰、呪術など、そ

ういったことも含めつつ、例えば神秘体験、もしくは

それに類するよう；ＣＩ・ｊ陛験が有していた、ある種・７）重大

な重みについて語るとか、また、生きること、死ぬこ

との意味をどのように捉えるのか、生命をどう考える

のか、輪丿回転生ということをどう考えるのか…などと
いったことについて、古ｘ／ヽ時代の人々の心の様に即し

つつ語り、しかも若い世代の人々を中心とした集まり

で伝え歩く、などというようなことが、結果的ｌ；こ現代

の日本、現代の世界の問題にどのようｌ；二・寄与するので

あるか、あるいは、寄与するどころか全く逆の力とし

て働くことになるのか、私にはその点が実に、不安で

ならないのであります。そういう意味において、今、

考古学・古代史、あるいは近世・近代・現代史の日本

史研究者にもまして、日本中世史家の、とりわけ新し
い歴史の断面を次々に切り開いて見せようとしている

中世史研究での動向が注目されましょう。私自身もそ

れに参加したいとは思いつつ、結果的にそこで明らか
にされてゆくものが、現代の我々、将来の人類にとっ

てどういう意味を持つのだろうかと思ってみますなら
ば、あだやおろそかに、軽々な態度では臨み難くなっ

てきているようで怖いのです。

むろん、かといって沈黙するわけにはまいりません

が、中世史家として、自分の発言がどういう意味を

社会臨床雑誌第３巻第３号（‘１９９６．３．）

持ってくるのか、どういう役割を担うことになるの

か、おのれの思いとは逆の働きを示すのではないかと
いう、そういうある種の怖れの念を自分の胸底に置き

ながら作業を続けてゆかないと、どうにも貴任を負い

きれぬことにもなりかねない。たしかに面白い側面、

新しい断面を提示してゆくことは大事だし、求められ

もしましょうが、しかし今の１１寺＝代は、いくつものポイ
ントについて中世史家がそうそう気楽に中世の問題を

語れた時代なのか否か、そのことを目下、はっきりと

自分の悩みとしております。要するに、物を言い難
い、文章をしたため難い、という形での悩みです。゛以

下に、いろいろと中世の話を聴いてはいただきますけ

れども、近時殊に、何も得々としてＩＥｔ古の話をするわ

けにはゆかないようになっている自分が、今ここに、

皆様の前に立っているのだと思うのです。このような

心境は、明らかに、講演依頼をお引き受けして以降、

今年に入ってから急激に明るみに出て来ている諸事

態、それの影響によるものとしか、私には言いようが

ありません。

二、「生死」の問題を巡って

さて、生死の問題ひとつを考えます際にも、生きる

とか、死ぬとかいうのは、どういうことなのか、また

中世の人々が、至極当然のこととして持たされていた

（持っていた）生命観がｘ／ヽったいどのようであったか

を見ておかねばなりません。この点については、もう

私ｌ；ｌｚＳＩ・が何年も前に書いていたことですし、いくつか

の集まりで口にして来ていることですが、例の、赤ち

ゃんが誕生して来る時に伴う胎盤、胞衣を巡る問題

があって、これがなかなか大問題なのです。

その話に移る前に、ここで少しばかり脇道にそれる
・のをお許し下さい。

だいたい中世の人々が生命というもの、生死という

ことについてどのように感じたり、考えたり、教えら

れたりしていたのか…となりますと、仏教史・仏教思

想史の専門家のお仕事に多く頼らざるを得ません。そ

ういう時ｌこ基本となりますのは、いわｉｆ理論的；Ｇ：分析
に耐えるようｊＣｉ：対象についての研究でして、具体的に

は偉いお坊さんたちの書き残した教義・布教に関する

３
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著作・文献の研究なのです。それはそれで中世思想史

の貴重な研究であるに相違ありませんが、しかし、

少々観点をずらしてみてみますと、更にその根本にあ
る基層の部分についてはほとんどといってよいほど説

かれることがないのは、まことに残念です。例えば親

鷲の考え方ひとつ見ても、かれのいう「悪人正機」の

「悪人」ということについての、差別・身分制の視点

からの議論はかまびすしく続けられてきているのです

が、しかし、かれがあのような教えというものを編み

出すに至る、そのための豊かな栄養源となった基盤一
一それは、私なりに言ってしまえば民俗ですとか、習

俗ですとか、習わしですとかいったようなものー-一一

が、延々と積み重ねられ、伝習されてゆくことによっ

てベースができていて、その上に、現代の私たちも理

解することのできるような教義が編み出されていった
のではなかったのでしょうか。もっといいますと、私

たち力呵ム教学・仏教史とか仏教思想史とかで教わって

きているようなことでは全然想像もつかないような
ベースが根本にバーン！とあって、生命観とか、三世

輪廻観とか、六道輪廻とかいいましても、実際にその

教えを受け止め、理解していて、それを自分の生きざ

まの中で生かしてゆこうとしていた大変な数の人々

は、その理解の根本のペースを、従来の習わし（習俗）

の中に置いていることが極めて多かったはずです。し

かし、それが文献には残らなかった。だからといっ

て、そうした未知の基層の部厚さというものを考えに

いれておかないと、とんでもないことになる。だいた

い、体系的な思想だけを主対象にして構成される仏教

研究に対しては疑問を感ぜざるを得ないし、いっその
こと、さしあたりは「中世人の心」というふうな言葉

で、少し観貞ｌを変えたほうが私たちの理解しやすい研

究成果も出て来るのではなかろうかと期待して、かつ

て一文を草したこともありました（注１）。

しかしながら、「心」ということにしますと、やは

り文学研究の方面でのお仕事が積み重ねられてきてい

ます。その中で、容易には突破できない研究成果の一
つとして、唐木順三氏（故人）の「日本人の心の歴史」

（上・下、筑摩書房）が今以て光っています。そこで

は、無常観がどうとか、仏教における無とは何かと

４

か、西行とか定家とかを扱って、桜花の美をめでると
いう心の本質はどういうものか、それと無常観とどう

関係するのか、さらに降って江戸時代、西鶴の考え方
の内に中世から近世への明らかな変貌；カｔｉｌ充み取れない

であろうかとか…、そういった問題が据えられてい

て、歳月を経ましても手にする毎に教えられミ、点は少

なくありません。
でも、不満をいえば、ここでもやはりあれなんです

ねえ、つまり、いわばそれぞれの時代の、明確に書か

れた文献を対象として繋いでゆかれるために、結果的

には山脈の頂点と頂点を繋いでゆくという形で“日本

人の心の歴史”という構想７５１稔っているのです。その

下の方に広がる部分までは、これはむろん文献がない

ので分；１斤対象に据えようたって据えられないんですけ

れども、どういうことを私が言いたいのかー例を挙げ

ますと次のようなことなんです。

史上に名高い歌人西行法師の、これまた名高い一首
に「ねがはくは花のしたにて春死なんそのきさ

らぎの望月の頃」（「山家集」）というのがあります。

中世文学研究の久保田淳氏がつとに指摘されているよ

うに西行の歌には桜花をたたえるものが実に多く、同
時代の歌人の中でもきわだつ傾向だといいます。この

歌は、「桜の花の下で、春たけなわの頃おいに死にた
いと自分は願う。それも釈迦の涅槃に入られた二月十

五日の望月の頃に」という意味に解するのが普通で

す。むろん、和歌の解釈となりますと、文学研究畑で
の作ｌｉｌ、分析、作品鑑賞・批評の作業がその主流をなす

ことは、申すまでもありません。

ところが、観点を変えてこの一首を見ますならば、
いろいろと気がかりな点が浮かびます。たしかに「如

月の望月」という２ｊｌ沢迦の涅槃の日として名高く、西
行がそれを強く意識していたのも無理はありません。

けれども、そうした仏教史的な通念の裏１則には、自然
の順行にもとづく暦の認識というものも連綿として流

れており、それが「望月」という一語を支えていたの

ではないのでしょうか。また、なぜ「桜の花の下で死

にたい」とまでいうのか。この点についても、西行自

身が桜を愛していたからには違いありませんが、その
一方では民俗学で説かれて来ているような、生産生



活、生活感覚との関連性に立つ「サクラ」の：を；味付け

も、合わせ考えておいてよいのではないでしょうか。

例えば、花見の慣行一つをとりましても、それは、農

村社会での豊作・長寿の願望と予祝のための農事的宗

教儀礼がその基礎にあったものと理解されています

し、サクラのサは稲田の神霊を指し、サクラのクラは

神霊の座席を；１味するともいわれてきまして、そうす
ると桜は神の座ということになる。古典芸能の舞台で

は桜の枝を突きつけられて悪役（悪霊）は退散し、昔

話の世界では豊饒のイメージに繋がる木臼力１焼けた後
の灰で、「花咲爺」が枯木に花を咲かせたりするのも、

桜に付与された一種の聖性と無縁であるはずはない。
こんな話は、いかに１、庇理屈じみますが、いたく興味

をひかれるのも事実です。ついでに、望月について説

明するまでもないでしょうが満月のことで、釈迦の死

は二月の十五日だったとされていましたから、双方符

合します。ここまでは、仏教学とか仏教史での通念と

絡んで良く分かります。一方、満月ということに拘泥

してみますと、新月との対応ということもあり、いわ

ゆる陰暦の世界での月の観念の重さ、海潮の干満、女

性の月経などという問題もあります。「望月」の語一一
つが一首の和歌の内に組み込まれる時、その語一つの

内に寵もった（あるいは龍められた）隠れた意味とい

うものが確実に息づいていて、それか詠み手にも聞き

手にも豊かに意識され了解されていた、と見るべきで
はないでしょうか。そんなふうなことを考えています

と、ＩＥＭ哺】歌史・文学史における西行法師以外に、民

俗・習俗などの世界をも背景に負うような、日本史・

日本文化史における西行法師とその和歌作品…という

イメージすらもが浮かんでまいります。まあ、何事も

そういうふうに考えてみることによって、いったいど
のような日本中世文化像が立ち現れてくるのかという

ことが、私自身の課題でもあります。中世日本文学研

究における精密な和歌研密誰民俗学や考古学など他

分野での研究成果と結び合わせられることによって

違った光を発し、それがひいては中世史・文化史の考

え方、歴史像の構成にとっても、とても大切な意義を

担ってゆくのではないか、そう感じているわけです。

文化の裾野、ベースというものへの関心を失いたくな
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いのです。

回り道が少々過ぎましたけれども、本筋へ戻しま

しょう。胎盤＝胞衣を巡る問題です。

およそ生死の問題とか生命観の問題とか！！Ｍｔ観のこ

ととかについては、仏教史・仏教思想史の分野では

随分たくさんの研究がなされてまいりました。しかし

その場合、いくつものキィ・ポイントが残念なことに

ほったらかしになってきていたと思うのです。そのー

例が胎盤＝胞衣のことなんですが、これなどは考古学

者の発４１１１成果とその研究によって何年も前に明らかに

されていながら、考古学界での通念にとどまりがち
で、いわぱ、原始から現代にまで至る間の、一貫した

生命観というものを考えてゆく上では非常に貴重な素

材であるというふうには考えてこなかった。むろん、

中世史家とて同様です。誰もが無駄事などとは考えな

かったでしょうが、胞衣の取り扱いのことを、連続す

る１１１史事象の中に置き直して光を当て直す という

５

点では、いささかならず至らぬ面がありました。

母親の胎内から赤ちゃんが誕生する際に、-ここ
から先がむつかしいのですが、同時に「外へ出て来

る」という言い方でよいのかどうか、例えｌｉ他に「排

泄」などという言い方もあって馴染み易くはあるが、

そんな漢語を安易に適用してしまうことでイメージが

変わる怖れもありうる。どう言うたらいいんでしょう

か、適当な言葉がなかなか見つからない。まあ、ぐる

ぐる廻っていても仕様がないので先に進みますが、母

胎から「外へ出て来る」胎盤という物、とりわけ赤ち

ゃんを胎内で包み込み、羊水によって満たされなが

ら、しかもヘソの緒に繋がる管で母親の与える生命力

を滋養分とともに胎児が受け取り、胎内で成長してき

ている。その過１１１全体が胞衣によって包まれているん

です。そしていざ出産となると、赤ちゃんを育んでい

たさまざまの物一切カにこれを部品などと言います

とまるで機械めきます７５に、必要不可欠であった役
あとぎん

目をすべて終えて、「後産」という形で出てしまう。イ
ヌやネコなどの出産場面を御存じのかたもありましょ

うがその胎盤などはオヤがきれいに「食べてしまう」。
われわれヒトは、いったいどうするかというと、これ

をまた「捨てる」といいますと問題があるのですが、
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今は仕方ありませんので、あえて「捨てる」と申して

おきましょう。汚物として捨てているわけです。

この胎盤を昔の人はどのように取り扱っていたので

しょうか。先の考古学者の間では、木下忠氏の研究

（注２）によって、かねてより注目されていました。つ
まｔＪ遺跡から発

めて埋めたと推察される甕があるというわけです。そ

れを原始社会での話であって、後々の時代にまで影響

はあるまいなどと考えるのは全く早計でして、実は、
ごく新しい時期に至るまで、ヒトは同様の鄭重な取り

扱いを以て胞衣を遇してきていたのです。そのこと
は、ときおり新聞でも報道されることがありまして、

古い民家の増改築の際に、土間の土中から幾つものホ
ウラクのような土器が発掘されたりしますが、これ

が、元をただせば胞衣壷に類する物だというのです。

ちなみに「日本産育資料集成」（注３）という書物が
ございますが、その中に、北ｌ；ｌ東北諸県から南は鹿児

島県に至るまで、胞衣の始末にかかわる民俗事例カ冽

挙されていて、土間でもあれば、裏山のしかるべき場

所・地点の土中でもある。野外での場合は、地方に
よっては野犬などの害を予防して深く掘るのがよいと

されるとか、いや、あまり深い穴にすると載せ土の圧

力で胞衣の力が衰弱して生児の成育に重大な支障が生

ずるぞと憂慮されたりもします。いずれにせよ、こう

した胞衣の鄭重な始末の仕方の背後には、胞衣という

モノに強い「゛呪力」一一こうとしか言いようはありま

せんがー一一を認め続けてきた歴史があります。

この長い歴史に一大転換点が訪れましたのは、大

阪・京都方面では明治十年代の終りあたりから二十年

代にかけて、また全国的には三十年代から四十年代の

初頭くらいにかけまして、日本近代における衛生丿思想
の普及、というよりはむしろ衛生政策の強制というべ

きでしょうが、それがはっきりと打ち出された段階で

した。つまり、死者の骸の埋葬はどうすべきかとか、

墓地の一隅に胞衣埋葬専用のコーナーとし’！：｀設営され

てきていた胞衣墓なども不衛生ゆえ以後はいっさい焼

却すべし、とか、いろいろと小むつかしい規定を設け
て発令しております。（具体的な内容は、前述した木

下氏の著書に付載）そしてこの辺りから、欧米風の近

６

代的、合理主義的な衛生観念の流布の中で、胞衣は単

なる「汚物」に転落させられてしまい、今日に至った

のです。日本の近代化と胞衣とのかかわりーつを見ま

しても、まことに輿味深い問題が潜んでおりますが、

それはさておき、中世史の研究に限りますと、考古学

者木下氏の初のご発
がこの胞衣の問題に注目し始めますまでには、十数

年、二十年近くもの歳月が経過してしまっていたわけ

でございます。そしてさらに、中世史・ｚ）分野で、この

胞衣のことが、一般的に中世人の心性（メンタリ

ティ）を考えてゆく上で、価値観を考えてゆく上で、

あるｊ腫重要な決め手の一つであると明確に認識される

までに、また十数年もかかるというテンポでございま

した。

ところが、それで事が終るかというとそうではな

く、先程も申したように、日本の近代化と「Ｔ死者」「生

命」の見方・取り扱い方の変遷との関係で、きわめて

現代的な課題をわれわれに突きつけております。

長い歴史の中で人々になれ親しまれてきた死者の弔
い方、墓地の営み方の中に、両墓制というのがありま

す。弔う場所がニ手に分かれまして、一つは死者の骸
さんまいち

を土葬に付した場所で、これはふつう三昧地と呼んで

きています。もう一か所は、菩提寺に近接します墓地

で、ここはふつう参り墓（詣り墓）といいまして御盆

とか死者の命日などにお参りする家々歴代の墓の林立

する所です。この、土葬なんて申しますと、この時代

に何を今更と、いぶかしく思われましょうが、それは

ちょっと認識が甘いのです。一例を挙げますと、１９

８１Ｓ年段階に私が福井県、若狭地方の中心である小浜

市の市域での現状として教わりましたところでも、ま
だ８０％以上が土葬です、ということだった。公式の

数字です。むろん法律では火葬が定められ、自治体と
してもそれｉ？奨励してきているが、「死体を火葬に付

す、灰にしてしまうと、もう（タマシイが）戻れない」
と固く信じて疑わない高齢者も多く、家族に遺言なさ

る場合も多くて、それを強制的にどうこうするわけに

はとうていゆかない、とのことでした。もっとも、こ

の数年の間にも世代交代は進んでおりましょうから、

土葬の比率は下がっていると推察されますけれども、



こんにちもなお、日本全国あっちでもこっちでも、死

者たちが霊枢車で火葬場へと運ばれて、そして煙に

なっている、などと思いこむと大変な錯誤でありまし

て、注視すべき現実は、別（ｚ）次元に展開し続けている

のです。

余談ですが、およそこうした話は、近・現代史専攻

の史家と雑談している時、しばしばズレを生じさせま

す。例えば旧来の村落共同体なんていう代物はとっく
に消滅しているという。いや、そうじゃないのではな
いか。第一、身内の者の実家のある○県Ｓ市・ｚ）ｊ墜村部

においては選挙ともなるとそれはそれは大変な状況で

あって、そんなものは無くなってしまった…なんてい

えるのは、私ら都市生活者の生活感覚でしかない。

胞衣の始末に戻りますが、ほとんどの場合出産が産

科のある病院で行われるようになっていて、赤ちゃん

が誕生致しますとみんなの耳目はミドリゴに注がれ、

胞衣のことなどどなたも関心を寄せられない。母親

も、やがて月日や担当医師名の記入されたラベルを付

した小さな桐箱に入ったヘソの緒だけを受け取って退

院する。胞衣などはー切、病院が責任をもって処理の

ルートに載せる。

ところが、近年、自宅出産、夫も妻の出産に立ち会

うという考え方の若い世代の人々により、胞衣を洗浄

して夫婦で食し合うことも、稀には行われるように

なっています。そのことを気色悪いというふうに受け

取ってそれで終るか、それとも別の角度から、何の偏

見も排して、それを見直してみようとするのか、態度
は大きく分かれましょう。そして今、こうして、胞衣

に対する態度にも大きい分かれがあるんだなあ…など

ということを考えている私たちは、おのずと、掌の指

の間から洩らして落してしまってきている大事な問

題、その一つをヒトとして、じっと見つめているとい
えましょう。これまでは、そのようなことには目もく

れなかったのですから。

生命の誕生の場面から転じて、死の場面に移ります

と、昔の人々は死後の世界の実在を信じていたようで

す。この世での人生、せいぜ五、六十年を過ごした後、

あの世へと旅立つ、移ってゆく、転生・再生してゆく
のである…と考える。それが、私にはとうていできな
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い。前世があったといわれても、後生があるぞと説か

れても、信じようがない。かといって、そのようなこ

とを本気で信じている人を笑えない。要するに、双方

の間で揺れている。だから、いわゆる臨死体験である

とか、神穏体験であるとかに関する書物も、多少の薄

で５ｉ｛、味悪さ、うさん臭さも感じながら、けっこう興味を
もって読んでしまうし、前世の１１１１憶者についての書物

も読む。どうやら自分なりに何かを求めたり探ったり

しているわけで、そのこともまた、私の内面では、中

世人（ｚ；・心性の探究に密；接に関連しているといえるよう

なのです。皆さんは、そのようなことについて、いき

なり人から尋ねられたら、いったいどのようにお答え

になるでしょうか。私（ｚ；・場合、全く以て宗教的信仰心

もなく、かと申して、いわゆ；Ξ、科学的歴史学の立場に

立ちつくしてきたかというと、そんな足場など無くし

てしまって動揺しきり、足もとはガタガタだというの

：カ１本音のところで、それが今この時代の私自身なんで

す。

旱ｘ／ヽ話が、当節、大変騒がれている教団関係者の談

話をテレビで聴いていましても、一方でいらいらし、

立腹もしながらですが、時に、ふと、「丸きりわから

ぬでもないなあ」という気分に浸される瞬間もあるで

はありませんか。例えば、こ（ｚ）現代という時代と人間

との関係の捉え方であるとか、何故この現代という時

代の社会から逃げ出したいと思うのかとか、また、死

というものをどのように考えるのかとか、そういう色

んな事になってきますと何ということはありません、

ポイント、ポイント、それだけをずうっと独立したも

のとして拾って繋いで来れば、私自身がこの二十年、

三十年の間に、漠然とながら、ある種不可解なる不安

感とともに抱いてきている問題点と、どこかで、ピ
チッ、ピチッと先の尖った音立ててスパークするじや

ないですか。だから信ずるとか、正しいと思うとかい

う所へはとてものことゆかないのですが、彼らが申し

立てていることの端々、そのポイント、ポイントとい

うものは、実は中世史家が私も含めて、やれ、これは
こうなんだ、皿性の強いものとして認識されていた

んだ、死後の世界についてはこういうふうに考えてい

たんであって、こりゃあ現代人のわれわれカ咋っかり

７
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忘れてしまっている価値がここにもあるんであるなど

と言っていることと、ドォーッとぱかりに軋み音を立

てながら、重層的に繋がっているＩＭＳ分が、僕は確実に

あると思いますねえ。だから、僕は怖いんです。怖い

と言うのは、僕だって迂閑なことを書いたりしてきた

けれども、何か大きな目で見れば、現代のあのような

問題（オウム真理教の問題）について、中世史家であ
る１１１分が全く無責任で済ませるのかどうかと人から指

摘されたら、「やっぱり、いらんことを言うたり書い
たりしてきたのと違うでしょうか」とか、「本当に確

実なことのみを、責任を以て言い続けて来たでしょう

か、また、言おうとしているでしょうか」という話に

なりますと、なにかしら不安に閉ざされる。

あの世があると信ずれぱのことですが、中世の人々

は、しばしば、よりよい世の中を求めて、この世から

離脱しようと考えた…ということは言えそうでありま

す。でも実際問題として、どれくらいの人がそのよう

に図ったかは、知る術とてない。だいたい、わざわざ

離脱を図らずとも、あいつぐ天災・飢饉・戦乱等々で、

よく言われるように中世という時代、人々は常に死と

背中合わせで、かろうじて生きていたわけです。村落

共同体でみんなが助け合って生きていたと言いまして

も、早１、ヽ話が、一日、一晩の内に大洪水で村ごと流さ

れて無くなってしまうというようなことも、しょっ

ちゅうというと大げさでしょうがしばしばあった話で

す。楠木正成という武将、庶民にはとっても温かな人

だったということですが、戦乱の中で１１１１と術戦略上必要

となれば、たしか宇治川の方へ進出した際、そのあた

りの村一つ焼き払ってしまっている。建造物を残すと

敵軍（ｚ）拠点になりますから、全部焼き払って見通しを
よくする。そ（ｚ）後焼け出された人に対して飯米の一つ

も配ったかというと、そんな記録は何にもない。
一瞬が生死を分けたということでは、このたびの震

災の被災地の方々の体験には胸衝かれるものが多々あ

ります。一方、薬品名だけを耳目にしただけでもソッ
とする毒ガス事件があります。中世は死と背中合わせ

の時代であったなどと言ってみましても、実に、この

時代においても私たちは死と背中合わせの時代を生き

ているのかとさえ感ぜられて、何も遠い時代のことで

８

はなく、わが身にも迫りうることとして、怖れを覚え

させられるのです。

三、「恥辱」の観念、「夢現」ということについて

お聴きになったことがあろうかと思いますが、中世

にはフダラク渡りといって、水底にある観音のお浄土

であるフダラク山へと生きながら赴く僧俗が、断続的

ではあれ、後を絶ちませんでした。あつらえた屋形船

に乗り込み、食料や灯明油を積み込んで、外から釘付

けにしてもらって出られぬようにし、船出して行った

僧４呂の話も伝わっています。旧世紀の後半、ＩＥＩ；２１こ布教
のためにヨーロッパからやって来ていたイエズス会宣

教師たちの中にはこのフダラク渡りの場面に遭遇し、

たくさんの人に見送られて、嬉々として「自殺」行に

旅立つ人々の姿に仰天し、その驚きをつぶさｌこ記録し
て本部に伝えていました。

あの世へと行かずとも、「この世」を離脱するとい

う考え方は、幅広く存在していました。それが、

「遁世」、つまり、この俗世を逃れるということです。
この話になりますと、鎌倉時代の初頭、源頼朝が富士

山麓で催した有名な巻狩の際に遁世した武士の話カ欄

こえています。名を下河辺六ｊ！闘ｉ秀といい、頼朝の直

１９１で｀狙った大鹿を射損じてしまい、同輩の武士が替

わってそれを射とめた時、その狩場にて直ちに轡を

切って発心入道し、いずこへともなく姿を消して行き

ました。そしてその四十年後に、熊野の那智浦から釘

付けの屋形船に乗り込んでフダラク渡りを遂げたので

した。

彼が狩場で轡を切ったといいますのは、頭髪を頭頂
で束ねている部分の紐を切ったということです。これ

を切りますと頭髪が乱髪の状態になり、通常ならざる

状態、不名誉な状態になりまして、世捨て人の象徴に

なります。入道する人は、その後で、しかるべき僧

を頼って剃髪してもらうというわけです。
この馨をあらわにする、人目に曝すということは、

およそ轡を結う身分・地位の人々にとりましては、大

変な恥でありました。それで、その１１１Ｓ分が隠れている
ように各種の烏帽子が用いられた、何故そうまでして

隠したのかとなりますと、これは簡単ではないようで



すが、やはり考えられることの一つは、髪の毛という

ものについて人々が格別の観念を以て重要視していた
こと垂挙げられるでしょう。髪には不思議な力、１児性

が宿るとされて、しばしばこれを洗うことすら避けら

れたといいます。そのカカｉ殺がれる、薄まるというわ

けでしょうか。いわゆる「形見」としての遺髪という

観念、認識のことも、重みをもって連想されるでしょ

う。しかし、頭髪にのみとどまる問題なのかどうかと

なりますと、陰毛についてもやはり同様のことがある
ようで、要するに人間ぴ）体毛というものについて、今

の私どもがあずかり知らぬような深い所で、格別の認

識があったらしいのです。

そのようなことも含めてあれこれ考えますと、そう

すべしとされた身分立場の人は当然のこととして烏帽
子をかぶる、その目的は何かというと轡の部分を人目

に曝さないということだ、人目にあらわになるとどう

なるのかといえば、これを恥辱と見る。この日本人の

恥の意識の問題になると、社会学とか社会心理学とか
の領域でいろいろと研究がなされているとは思います

し、かつて読みました作田啓一氏の「恥の文化再考」

（筑摩書房）という論集の印象は今も鮮やかなのです
が、それら以外に、特に歴史学、中世史の分野でこの

恥辱の問題が正面から問われるなどという、そういう

試みはございませんでしたし、今日もありません。た

だ、これは私が門外漢でもありますので軽々しく持ち

上げますのは却って失敬かと思いますが、仏教丿思想史

ですぐれた研究を出してこられた池見澄隆氏が最近

「慟愧」の問題を論じだしていられるのが、今後とも

注目されます。私の場合は、恥とか恥辱という語表現

にもこだわりながら、氏のお考えに学んでまいりた
い。つまり、日本中世の諸階層の人々は、一体何を恥

としたか、これの実・１列検証ということです。ただ、多

くＳ；１：仏教説話の類を７資料として行かねばなりませんの
で、しょせんは仏教イデオロギーをベースに置いて表

現されている恥辱感ということにならざるを得ないの
はもどかしいのですが、これは日本歴史学の新しい課

題として、試みてみるに値すると思っております。

さて、いただいた時間も残る所わずかとなりまし

た。もともと、人前で話すことは苦手なほうでして、
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同じことを繰り返してしまったり、無用の言辞を弄し
て時間を費やしてしまったり、一番大事に思っていた

はずの事がらを話し忘れたりいたします。最後に持っ

てきましたこの、もうーつの間延ａは「夢現」という、

私たちにも馴染みぶかい言葉で表現される事がらなの
ですが、実は、近年考え始めたばかりの問題で、十分

な成果：が挙げられるまでには、前途程遠しという感じ
です。それで本日は、ごく簡単に、ふだん考えてきて

いることを申し述べるにとどめたいと思います。

ここで、「夢現」という語にこだわらずに単に「夢」

にのみ絞らせてもらいますカｔ、この方面での名著の一
つに、神話・古典学者の西郷信綱氏の「古代人の夢」

（平凡社）がありまして、そこで説かれている要点を
一つ挙げますと古代人は見た夢を固く信じた、という

ことになります。実例は枚挙にいとまありません。

これに対して、もし「中世人の夢」という主題を立

て得ると致しますならば、そこでの要点はどのように

なりましょうか。これは意外とむづかしく、中世人に

あっては夢見た夢を信じた人もいたし同時に一笑に付

した人もいた、というふうにならざるを得ないようで

す。もっとも、一口に中世といいましても長い時代で

すので一概には申せませんが、かりに、長い中世を、
南北朝時代を挟んで前後の時代に分けて、人々と夢

見・夢判じなどとの関係を歴史的に考察しようといた

しましても、容易ではありません。といいますのは、

文学研究、思想研究では成果が挙げられてきていて

も、歴史学では、ごく限られた方々による手堅い作業

が試みられているほかは、まだ「夢」研究は進んでい

ないのです。その原因としましては、やはり、私ども

日本歴史研究者の間では、「夢」などという他愛もな
い問題は真正面から取り組むには値しないのではない

かという感じ方があるのでしょう。これなども、先に

聞いていただいた、あの胞衣を重視しようとする考え

方、それを、かつての中世の社会の人々の価値観や世

界観・生命観などを考えて行く上での、大切な一つの
キィとして１没定してまいりましょうという考え方も、

それから、人々カｔｆ可を夢見たか、その夢に対して人々
はどう対応しようとしていたのか、具体的にどう行動

として表していたのかというようなことを重視してい

９
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きませんかという考え方も、いずれも、戦後五十年の

日本の、いわゆ・Ξ、科学的歴！ｉ紅学一一それをあえてここ

で史的唯物論などという言い方で括りは致しません

が、科学的な方法で歴史を見ることを前提に置いてき

た日本歴史学界では、これはもう問題にもならなかっ

たし、歯牙にも掛けられはしなかったのです。それを

もう一度引き出していきたいと考えています。

でもこれもまた、たいそうむつかしい話でありまし

て、第一、私たち自身、自分が夢見た「夢」について、

本音のところどう感じ取ってきているのかということ
について、自己の実体験として、きちっと整理してみ

る慣わしが身についていません。夢なんてまことに他

愛もないものであって、一日もたたないうちに忘れて

しまう。そして、「夢」と’いう語じたいが、単なる比

喩的表現の世界にのみ生き易く、例えば、「少年は夢

を持たねばならない」というふうな、将来への希望・

期待・顧望といったレベルで捉えられるのです。しか
しながら、中世なら中世の人々の生き方、死に方、生

命観、それから日常の明け暮れにいろいろとぶつかっ
ていた問題について、人々カ刻可を夢見ていたか、ま

た、その夢にいかばかりおののいたか、その夢にいか

ぽかり励まされたかー一一。今の私たちは、一つのすば

らしい夢を見ることによって、したたかに希望を胸に

することもあるでしょう。でも、そのすばらしい夢が
みずからを励ましてくれているんだと悟っても、その

夢そのものに特別な力、いわぱ夢の力とでもいうべき

力を認めているわけではございません。古代・中世の

人々は、夢に独自な力を認めていた。その背後には、

神がいたり仏がいたり、はたまた、さまざまな悪霊や

鬼や麹１１１鬼鵠ｌｉなどの存

が、明け方、まどろんでいるうちにふと見た夢が、吉

夢であるのか、それとも逆に凶夢・悪夢であるのかに

よって、その人の一日の生活における深層心理は大き

く左右されていたのではなかろうかと、私は想像しま

す。そ・ｚ：）体験が、その日一日のみにとどまらず、二日、
三日、四日と繋がったり、あるいは日常の２１１１；実社会に

おいてｌ；１分がとるべき行動について、その行動をあえ

てとるべきか、それとも逆に差し控えるべきかとい

う、重大な分岐点：での判断にも、深く影響したように

１０

思われます。夢見というものをあまりばかにしない

で、古記録・古文書・説話文学等々の中に告げられる

話題に素直に向き合いたいのです。

まあ、取りとめもないことではありますが、こんな
ことをあれこれと考えてまいりますと、中世社会にお

ける歴史的な変革であるとか、あるいは、日常の生産

活動面での新工夫であるとか、反省であるとか、更に
はまた、もっと「心」の問題に引き寄せていうならぱ

ある特定の人に対する愛、もしくは憎悪の問題である
とかいった事柄までも含めて、当時の人々が夢という

ものをどのようなものとして考えていたか…などとい

うのは、しょせん掴み切れる話ではないとしまして
も、そのようなことでも「歴史学」の問題、宿題とし

て、軽視せずに大事につき合って行こうとする柔らか
；Ｑ：姿勢が、これからの「歴史学」をしなやかで強い学

問へと育て上げて行くのではないでしょうか。そし
て、「心理学」を基礎としながら人間の心と時代の本

質とに取り組もうとなさる方々とも、意味深い対話の

きっかけ力畦まれるのではあるまいかと、そのように

私には思えるのです。

本日このような機会を与えていただきましたことに

対して重ねて御礼を申しますとともに、皆様方がさま

ざまな危険に満ちたこの時代、この社会にあって、カ

ウンセリングのお仕事も含めていっそうご活躍下さい

ますことをお願い申し上げまして、私のつたない話を

閉じさせていただきます。ご清聴、ありがとうござい

ました。

注１「中世人の心」（小著「的と胞衣」所収、乎凡社、
１９８８年）。

注２木下忠著『埋甕一一古代の出産習俗』（雄山閣、

１９８１年）。

注３恩賜財団母子愛育会編、第一法規出版、１９７５

年。

〈付記〉当日話した内容をもととして、言い足りな
い所を加筆したり、冗長、不要の部分を整理したり致

しました。ご了承下さい。（横井）
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第３回日本社会臨床学会総会（花園大学）の第１分

科会「＜同和＞教育の社会臨床像」を組織し司会して

の印象を簡単に報告する。

私がこのよう叱ζで９・科会を企画したのは、学会誌『社

会臨床雑誌』第１巻第１号（１９９３年４月）に「社

会臨床学からみた部落解放理論」を執筆したことと関
連している。この拙文において私は、社会臨床学のイ

メージを部落解放運動の１皿的総括をつうじて私なり

に同定することをもめざしたつもりであったが、結果

からみれぱ、やはり失敗作だったという反省があり、

その後私は同誌に同種の論文を執筆することもなく、
また、見たところ、私の議論に積極的な反応があった

わけでもなく、なにか不完全燃焼の煮え切らぬ思いが

蓄積していたところ、たまたま学会総会の実行委員長

を引き受けることになり、いわばその延長において分

科会設定の特権ないし義務が発生したために、私とし

てはどうしても議論の蒸し返しをしてみたかったし、

また、できることならば私の問題意識や関心角度と大

きくは乖離矛盾していない（と思われる）人々の意見

を聞いてみたいと考えたのであった。この分科会企画

の成否については後に詳述するが、まず最初に結論的

な感想のみを記すとすれば、今回もやはり「なかば成

功、なかぱ失敗」というところであったであろうか。
ともあれ、社臨においてこのようなテーマ・ｚ：〉分科会

を１没定したのは初めてであり、社臨イメージの豊穣化

にそれなりの貢献をはたしたことは事実だと思う。し

かし、現実には、学会成員の参加は、その量において

も質においても決定的に問題含みであり、参加者数と

その発言数は大部分、自由参加のビジターに負ってい
た。もちろん、このことは学会成員の問題であるとい

ハ木晃介（花園大学）

うよりは、部落問題や部落解放運動それ自体の停滞注
に起因しているというべきであろうが、私としては、

だからこそ学会成員の積極参加とその新鮮な発想や発

言を期待していたのであり、その点では少々残念な思
いを積み残してしまった。

ところで、この：分科会の多を莫ａ者は柴谷篤弘さん（前

京都精華大学・生物学）、山 ’゙ｌｇ’恒男さん（茨４１１ど大学・教

育心理学）、藤田敬一さん（岐阜大学・教育学）およ
び灘本昌久さん（京都産業大学・日本近代史）の４人

であった。いずれも部落問題について常に刺激的な発

言を続けてこられＺＩ：論客ばかりである。この４人の方

に発題をお願いしたのは私自身だが、今になって人選

を考えてみると、まことにもって一長一短であったと

言わざるをえない。つまり、収拾不能の喧嘩的争論状

態になって司会者・私が立・ＩＥ、往生してしまうというよ

うな局面にならなかった点では助かったが、４人（あ
るいは私を含めた５人）がそれぞれおおむね問題意識

を共通にしていたものだから、議論の煮詰め方がやや

甘くなってしまったきらいがある点でマイナスだった

のではないかというわけである。

私は討議１こ先立って、こうした分科会を設定するこ

とになった経緯と目論見についてごく簡単に次のよう

に提起した。

いわゆる「同和」教育はおよそ３０年ほどの歴史を

もつが、この間の変貌を端的に一般化すれば、「今日

も机にあの子カぢヽない」という状況から「今日も机に

あの子が１、ヽる（なぜだ？）」というー言に集約できる

だろう。いうなれば、「同和」教育の歴史は部落解放

運動の歴史の忠実な追随者であった。この点を別の言

葉で丿役化するならば同和対策審議会答申（１９６５

年、以下、同対審）路線の具現化を教育闘争も突っ

走ってきたわけであり、そこには要するに低位性補償

１１

日本社会臨床学会第３回総会（１９９５年４月２２～２３日）報告

分 科 会 Ｉ ＜ 同 和 ＞ 教 育 の 社 会 臨 床 像

（１）分科会設定の「１１１題意識
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による１１１差是ｉＥ路線カ噴徹していたのであった。その

結果、低位性が一定袖償され、格差がかなり是正され

た現状況の問題点が問われることになってきたのであ

る。被差別部落の子どもたちは７０年代を通じ-Ｃ公教

育への全面参入をはたしてきたのだが、しかし彼らが

義務教育修了資格刳既得した時点で、その資格は良好

な屈用機会獲得の資格としての意味を喪失しており、

すでにして世の中はあげて高学歴社会を形成し果てて
いたのである。そこから運動は「せめて高校、できれ

ば大学」という新たな獲得目標を設定したのだが、そ
こでの学力観が切実に問われることはあまりなかった

のではないだろうか。

アメリカにおける補償教育（部落解放教育において
は促進指導と呼ばれることが多かった）は、低学力を

マジョリティ文化からの欠損としてとらえ、だからこ

そ欠損の埋め合わせ（格差是正）を獲得目標として設

定したのだが、しかし、そうした意味での補償＝格差
是正とは、結局のところ、マジョリティ文化への同調

【場合によってはｊｌｌ鴎】同調）を意味するものでしかな
かったのである。同調をめざした支配的な公教育シス

テムとは、まさにアンドレ・ゴルツが喝破したように

「“既存の差別に文化的な基礎を付与するもの」でしか
ないにもかかわらず。

繰り返しになるが、「同和」教育の思想的な系譜は

まさに部落解放運動のそれに重なるといってよい。い
わば「同対審路線」であって、それは戦後部落解放運

動の１路線の総体を具現するものであったということも

できる。同対審答申の骨子は次のような文言に見てと

ることができるだろう。いわく、「同和地区住民に就

職と教育の機会均等を補償し、同和地区に滞留する停

滞的過剰人口を近代的な主要産業の生産過程に導入す
ることにより、生活の安定と地位の向上をはかること

が問題解決の中心課題」であるー。この問題ＩＳＩ心は

７０年代をつうじて、あるいは遅くとも８０年代前半

までにほぽ達成されたということができるであろう。

教育の側面においてはすでに見たように、教育の機会

均等は一定保障されたのみならず、被差別部落総体の

高学歴化も徐々に進んでいったとみてよい。

しかし、そうした保障の獲得によって生じた事態
一 一 一 一 一 一

は、いってみれば被差別部落民の近代的市民としての
一般化であり、またそのことによる被差別者としての

反射的な自我形成の困難性という問題であり、それは

今日ふたたび明白になりつつある被差別者における

「身元隠ｔ．戦術」の普遍化の過程でもあった。それは、
いうまでもなく水平社宣１１１路線にみられ；６被差別丿的自

我への拘泥と「誇り戦術」への違反のプロセスでも

あったにちカｔｘ、ゝない。水平社創立宣言における「吾々

がエタであることを誇りうる時がきたのだ」等々の言

説はいうなれば異質性の強調をともなう開き直り戦術

であり、この路線は、被差別部落民の近代的市民とし

ての一般的解消を拒否して少数者として自立するとい

う方向性を内包するものでもあったのである。

最近の被差別部落の青年層に見られる意識傾向は

「卑下も誇示もしないで、しかも部落民であることを

隠さない」という点に特徴があるように思われる。一

方、部ｉ客外の青年層は①「気にしない、相手の出身を

知っても関係はなにも変わらない」という発想法が多

数派を占め、一部②「羨ましい、多数者にはできない

経験ができるから」という発想カ功Ｕわる。部ｉｌ：ｉｌｒ年層
は「卑下も誇示もしない、身元も隠さない」と言いつ

つ、しかし、私自身が実施した意識調査によっても明

らかなように、そのアイデンティティ（部落民意識）
は非常に浮遊しているといわざるをえない。このこと

は、高学歴・安定就労の獲得層における高い部落脱出

率にも見てとれるだろう。

こうした一般的な動向を下敷きにして、教育に再度

注目してみると、いくつかの問題点がみえてくる。た

とえば部落出身者に対しては、「部落民意識」をもっ

て差別に負けず差別と闘いうる主体を形成するための

教育という側面と、格差を是正して一般社会ｌこ紛れ込

む形で参入するための教育という側面の矛盾関係が表

面化してくるであろう。他方、部落外に対しては、相

変わらずの規１１１１注入型の三タＥｔ義教育（タテマエ・タ
テジワ・タニンゴト）の横行という問題：力１指摘される

であろう。

以上のような問題関心から、討議されるべきは次の

ような論点となるだろうと私は予測した。

まず第一は、いわゆる「同和」教育の目的構造とは
一 一 一 一
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何であるのかという問題である。繰り返しになるが、

部落出身者に対しては、一般的近代的市民への解消を

称揚するのか、それとも少数者としての自立を？・称揚す

るのか、という立問が是非とも必-になるだろう。ま

た、部落外に対しては規範注入の既成路線の踏襲でこ

とたれりとするのか、それともそれを超える何かの達

成をはかるのかが再度深刻に問われる必要があるだろ

う。つまり、総じて教育の目的が「適応か、変革か」、

そのいずれを目指すのかという問題である。

第二は、一般的な学校の現状をみることなしに「同

和」教育のみについて語りうるか否か、という問題で

ある。差別是認型教育と反差別教育を同居させる二枚

舌教育をなおも続けるのかどうか、である。

第三は、もっとも原則的な問題、すなわち「誰が、

何から」解放されるべきなのかの確認作業が改めて必
要ではないか。

第四は、差別を人間関係の本質的な局面として捉え
返す時期にきているのではないか、という問題であ

る。

（２）無知と差別は無関係、では教育は？

以上のように私は私の問題関心４ｒ・提起し、そこから

分科会の討議を始めた。なにし・芒。ｉを食をはさんで延々

五時間にわたる議論だったから、ここでそれを詳細に

再現することはできない。ここでは、私の問題関心を

刺激した議論の一部だけを紹介するにとどめたい。

すでに述べたように、同対審答申では、部落問題解

決の展望を「停滞的過剰人口」の解消に求め、そのた
めに教育と就職の機会均等の保障に行政の力点をおく
べきことを主張していた。この同対審路線をＣ１１ぼ忠実

にあゆんできたといってよい部落解放ｉ！ｌ！動は、教育の

側面においてそのことを「部落解放は教育に始まり、

教育に終わる」といいならわし、同和教育に結集する

教職員もほぼ全面的にこの路線を支持してきたといっ

てよい。

藤田敬一さんは「部落解放は教育に始まり教育に終
わる」というスローガンに学校教育・社会教育がどの

ように応えてきたかと問題をたて、そうし犬こ教育機会
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がおおむ；ね①偏見は無知にもとづく②誤った知識と正

しい知識を弁別することーといった１諸点に集中して

きたのではないかと問題点：を整理した。偏見や差別意

識が「無知」に基づくものであるとするならば、その

無知を「有知」に変えればよく、また「正しい知識」
なるものをマニュアル化して教育過程に組み入れれば

よいということになる。このプラグマティックな「善

意」が、教育現場をまことに味気ないものにしてし

まったのではないか、というわけである。

教゛ＩＳｒ現場で言われている「正しい知識」とは、すで

に周知のように、たとえば①近世政治起源説、②悲惨

貧困史観、③道徳的規範注入一一といった１路線として
一般化されてきたものである。こうした教科書的な

「正しい知識」なるものが、少なくとも学問のレベル

においてはほとんとｒｌｌｉ産していることはいうまでもな
いが、問題は単にそうした学問的破産という局面だけ

にあるのではなく、教育空間がもつべき豊かな想像力
や新たな方法論の開発を阻害してきたのではあるまい

か。このように「正しい知識」自体カｔ破産している中
で、たとえｌｆ学校教育や社会教育のステージでは「君

は部落民と昶ｉ婚できるか？」といった設問が行われ、

そのことによって部落問題を自分の問題にすることが

できるというよう；な発想があるが、藤田さんはそれを

「幻想だ」と断言し、むしろそのように作られた緊張

のもとで進められる同和教育とは何であるのかの総点

検こそが必要ではないか、と述べた。

実際、部落問題にかかわる「正しい知識」などは今
のところ何もないのである。早１／唱！ｉが我々は過不足な

く「部落民」なる概念を定義することもできないのが

現状なのではないか。あえていえば、人々によって

「部落民」と呼ばれる人が部落民なのであり、あるい

は人々によって部落差別を受ける人が部落民なのだと
いうように、その概念自体が社会的な定義過程の産物

だと考える以外に考えようがないというのが現状なの

である。あるいは、かつて偏見・差萎箆識は差別的実

態の反映であるというマルクス主義の原理論が自明視

されてきたが、しかし、「同和」対策事業等によって

実態（差別を生み出す物質的土台）が消滅しても差別

意識（部落に対するマイナス・イメージ）そのものに
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はさしたる変化もないといった事実が一方には存在す

る。まずは、我々は「正しい知識」を現時ｌ点において

持ち合わせていないとい・う事実を認めるところから再

出発をはかる以外にないのではないかとの藤田さんの

強ｌｉＳＩＩ点は十分にｌｌｔ味しなければならない課題であるだ
ろう。

ｇｌａ谷篤弘さんも、部落問題に関して「正しい知識」

がありうるという従来の共ｉ腿ｌ解カｔ破産していること

を指摘したうえで、さらに差別と無知とは相対的に無

関係であると指摘した。たとえば、ＨＩＶについて、

医者はＨＩＶの何であるかを熟知しながら、しかし差

別するという現実、あるいはハンセン病（ライ）につ
いても医者はやはり熟知しているにもかかわらず、積

極的消極的に差別システムに加担しているといった現

実は、明白に差別と無知との無関係性を証明している
というわけである。柴谷さんの１１９１点は「まず差別があ

るのであって、無知であるかどうかは無関係である」

というところに集約された。そして「日常生活世界に

おける知識は差別からの解放にはつながらない」とも

強調していた。

（３）本質的な枠組みとしての差別

そうして柴谷さんは「自己のアイデンティティのた

めに行うのが差別である」という竹田青嗣さんの論点

をとりあげ、「差別は人間にとって本質的な存在であ

る」と最近の私などの想念に重なる論点を強く提出し

たのだった。差別は人間の日常的なアイデンティティ

管理の一側面である、という私や柴谷さんの１１１１点に灘

本昌久さんも「差別は人間にとって永遠の課題であ

る」という多ｌ言によって同意していた。また、先の論

点についても「無知や誤った知識の是正という啓蒙主

義を放棄しよう」とも呼びかけていた。
この点については、分科会後の全体会の討論におい

て篠原睦治さん（和光大学）からも言及があったよう

に、まことに重要なところだと言わざるをえない。人

間は自己の自我管理のために差別という枠組みを選ぴ
とるというところを本質的にもっており、まさに自我

存在こそが問舅１１理解のポイントなのであり、してみれ

１４

ば自我（管理）の問題ｌ生の切開こそが再度行われる必

要がある。こ・ｚ）点においてこそ、心理学畑のＪ戈員力侈
い社会臨床学会において、差別問題を軸にしながら、

私のような社会学畑の人間も発言することができると
いうものであり、いささか手前ミソ的ではあるが、今

後の社臨のひとつの重要なテーマを見いだすことがで

きたのではないかと考えている。

それはともかく、実際、我々はこれまでの人権教育

舞台において、「差別をなくす」ことを最終獲得目標
として設定してきたのだ力孔ｉ現実には差別のなくなっ

た未来の状態を展望することに力をそそぎ、「いま・

ここ」の我々・７）現実を見つめることにいささか手を抜

いてきた感がしないでもない。マルクスが『哲学の貧

困』において「我々にとって共産主義とは、招来せら

れるべき状態でもなければ、現実が指向すべき理想で
もない。我々にとって、それは、現状４ｒＪ発絶しようと

する運動である」と指摘したところに、我々もまた立

ち返る必要があるだろう。解放は「状態」ではなく

「過程」そのものの中にあるのだという相互確認もこ

の際丿絶対に必要であるだろう。換言すれば、差別をな

くすことを夢見るのではなく、もしかすれｌ；£差別はな

くならないかもしれないけれども、しかし現にそれが

ある以上、それと真っ正面から取り組んでいくという

方向性をこそ展望すべきなのではないだろうか。
ここのあたりの識論は本来もう少し突き詰めて丁寧

に煮詰める必ヽ要があったが、すでに述べたように、論

者間の問題意識がかなり接近していたために、いわぱ

ア・ブリオリともいうべき共通性が前面に出てしま
い、やや細かさに欠けた恨みがあるどｉ司会者・私は反

省している。実際、分科会後の全体会の討論におい
て、大阪の解放教育の実践に大いに刺激を受けて自ら
び；・実践を深めているという兵庫県のｉｌＳｌｉ校教師から（従

来の同和教ＩＳｒ実１１敲）全面批判にちかい分科会討論の内

容’ｅ総括されたのでは、我々の立つ瀬がない」との悲

鳴にちかい批判意見がでていたことも事実であったこ
とは報告しておかねばなるまい。また、この点につい

ては第一：分科会への感想文を寄せて下さった岸衛さん

（反差別国際連帯解放研究所滋賀事務局長・滋賀県立

膳所高校）からも指摘があった。



いずれにしても、差別と無知・有知とが相対的に無

関係であり、差別は人間存在あるいは人間の関係世界
にとって本質的かつ永遠の課題的枠組みであるとい

う、このｌｌ脚畿は重要であると考える。したがって、繰

り返しになるが、「差別をなくす」というスローガン

が道徳的要請としては意味をもつとしても、現実には

自己のアイデンティティ管理の方法として人は差別の

枠組みに・依拠するのである以上、規範的に差別を禁止
して稲曇味はないのであり、むしろ我々としては我々

にとって本質的な１３ミＩ係；棒組みとしてできあがっている

差別なるものと真摯に真っ正面から対峙しつづけ、か

なわぬまでもそれと闘いつづける以外にないのであ

る。

山一ｌｉ‘恒男さんは自らの大学での教育実践の内容を紹

介した。学生たちは「差別していないが差別意識はあ
る」といったり、「差別意識はないけれども現実には

差別しているかもしれない」などという、社会学者
Ｒ．Ｋ．マートンの理念型のような意見をレポートに

書くのだという事例をだし、結局、学生たちは差別問

題に出会っていず、差別問題に対する自らのポジショ
ンもないと感じているようだと述べた。茨城の地に

あっては差別問題をめぐる利害対立集団が制度的に生
み出されず、差別する側と差別される側との対応関係

も成立していないという。やはり制度化された「同

和」教ｓｌＳｒ世界で空洞化された言説がとぴかうばかりで

あり、では、そのような「同和」教育の否定的止揚の

あとに一般的な人権教育がくるということでいいのか
どうかー、山下さんの問題Ｅｌｉｌ起はまことにそれ自体

でまた重要であった。

実際、山下さんの学内での経験は決し’！：’特殊茨城的
状況を示すものではなく、かなり普遍的であるように

思われる。例えば、学内の職員研修の講師をするにし

ても、同和教育のカリキュラムを担当するにしても、

学内の意識はいってみれぱ「山下、お前が。・ｔ・れ、お前

なら問題を起こしそうにないから」といったところに

集約されるのだという。改めて「Ｊａ：ぜやるのか」と問

うても「国民的課題だから」という返答以外には返っ
てくるものがない。「国民」が「国家」とニアリ

（ｎｅａｒｌｙ、ほとんど一哺ｉ集者注）イコールであるような

この国の状況の中で、「国民」概念で括られてしまう

ことに大いにひっかかってしまう山下さんの感覚は、

たぶん、分科会会場にいた「同和」教育関係者全体の

共通感覚だったのではあるまいか。

また、「同和」教育が破産しているから、一般的な

人権教育に置き換えようとする時には、しばしｌ到可も

しないことが含意されているという問題もあるにはあ

る。かつて『部』抜き「差」抜きの「同和」教育と批

判されたような問題は確かにあるのだが、しかしだか

らといって、「部」入り「差」入りの同和教育であっ
たとしても現状のようなものであるならば実は何程の

こともないのである。要するに、単に「同和」教育が

破産しているので人権教育を、という問題の立て方だ

けではダメなのだ。

柴谷さんは「人権」というものを再度捉えかえすべ

きだとの観点から、人権をｒｉｇｈｔｔｏｂｅｄｉ町ｅｒｅｎｔとして

定位しようと提案した。つまり、異なってあることの
権利を「人権」と呼ぼうというわけである。それは、
いってみれば（ｌｕｔｙｔｏｌ）ｅｓａｍｅ（同じであることの義

務）の反対概念でもある。すべての解放運動はやはり

社会を変える運動なのであって、この社会を変革する

行為をｄｕｔｙｔｏｂｅｓａｎｌｅ（すなわち「同和」）といった

概念でとらえているようではどうしようもない、とい

う発想である。柴谷さんは例によって、「ともかくも

＜同和＞とい・；５概念それ自体を廃棄しよう」と熱烈に

呼びかけていた。

問匙！弐の批判的総括についてはかなりのところまで

議論できたと思われるが、それでは今後どうすれぱよ
いのか、とい゛う点については、予想どおりはかぱかし

い展望を共有できるところまでには到らなかった。要

するに、何もかもが現時点においては明確ではないの
だが、しかし、少なくとも、公然と「同和」教育の問

匙ｒｔｌ：や、そのような「同和」教育の現状をもたらして

きた部落解放遜！動につい蛙惣差別部落の内外から大き

な声をあげて相互に討論できる時代状況になってきた
こと自体、それなりに意味のあることであったという

ことはできるであろう。藤田さんも言及されたよう

に、かっては差別問題を１嗅論する時、①１１１Ｓ落外の人間

に部落差別の痛みは分からない、⑧部落民にとって不
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利益な問題はいっさい差別であるー-といった具合に

言及者の資格１こ基準がまず前提的に問題にされたため
に、言及者はしばしば「ふるえ、ひるみ、だまった」

（藤田さん）。いまでは、こうした歪んだ関・ｔ！１１、性はかな

り改善され、部落問題の理解と解決にとって有利な条

件になってきつつあるといえるだろう。柴谷さんはさ

らに一歩突っ込んで、「部落解放運動それ自体をも理

論的検討の俎上にのせるべき時」と発言していた。
こうした議論の展開を踏まえて、藤田さんは、部落

内部落外の両側からの人間関係の関係モードの組み替

えを提案した。このような発想は藤田さんの問題作

「＜同和はこわい＞考」以来のものだが、今回の提起
は私１こ新鮮なものを感じさせた。たとえば社会啓発に

したところで、従来、その成否は内容ではなくその動

員数によって測定されることが多かった。つまり、目
的に照らしていえぱまったく無意味ｊｌｉ：ａｉＦ価軸が君臨し

ていたことになる。藤田さんは「そのような大きな網

をうっ発想ではなく、部落の内外をとわず、それぞれ

（ｚ）ｌ呪縛から解放されたい個人と個人の出会いの場を作

るというところから出発しなおすことによって、何か

新しい関係の構図が見えてくるはず」と表現した。こ

の１１會点は私のそれと共通しており、分科会後・７）全体会

でもまとめの言葉として引用したものであった。

（４）おわりに

これまでの部落解放教育運動と、それにかかわる理

論的な営為がはたして「解放」という冠詞をつけうる

程度に時代の支配的な価値観・文化に対抗的な批判主

体を形成するにあずかって力を発揮してきたかどう
か、むしろ、支配的４１：ィｉｌ耐直観・文化への袖完的な役割

を果たしてきたのではないかー、この分科会では本

質的にはそこに焦点をしぼりこんだつもりだった。
しかし、我々カｔｌ、４ある地平は、すでにあったもの

が今はなく、これからあるものも今まだない、そのよ

うな地平である。スタティックな解放モデルなど存在

するわけもなく、我々の一人ひとりが今生きてある地

平を各自の方法論にしたがって切り開いていく以外に

道はないのである。ここでどうしても原点的に重視し
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たいと思うのは、やはり、あの水平社宣言の言説であ

ろう。

水平社宣言には「吾々がエタであることを誇りうる

時がきたのだ」との叫びが含まれていた、というよ

り、その叫びがあの宣言の本質であった。その場合の

誇り（ｚ）根拠とは何であったのだろうか。それを同じ宣

言の次のような文言に見てとることができるだろう。

すなわち、「吾々がこの血を享けて人間が神に変わろ

うとする１寺代にあうたのだ」-。人間が神になりか
われるわけもない自明性を；逆転したこの自己同定の意

味をこそ我々はあらためて考察すべきだろう。神は福

音（良い報せ）を伝えｌｊ存：在であり、部落民衆もまた

福音（つまり、人間は哀れむべき存在ではなく尊敬す
べき存在だということの確認）を伝える主体なのだ。

そこに解放の主体としての栄光性が担保されていると
いう次第である。この宜言文にはＢｌａｃｋｉｂｅ２ｌｕｔｉｆｕｌ．

や、Ｇａｙｉｓｔｈｅｗａｙ．にも似た自ｉｉ！ｊｌｉ‘定のｌｔ！ヨ１念がきまれ

ている。それは言ってみれば「開き直り」の心的位相

であり、そのような位相において自らの自我管理を果

たそうとした初期水平社の人々の思想的な視座にこ

そ、我々カｔｌ、４学ぶべき問題意識が照らしだされてい

るのではあるまいか。もちろん、こうした文化的な視

点を現在の時点にあっても無限定に適用できるわけで
はない。実際、当の被差別部落の人々自身のアイデン

ティティそれ自体が大いに揺れ動いている現実もあ

る。しかし、それにもかかわらず、あらためて「解放」

とは何をｊま味するのかを考える時、同化（同和）か自

立か、適応か変革か、の二者択一の局面に立たざるを

えないのではないだろうか。

我々は、藤田さんカｔ指摘されたように、人と人との

新しい出会いの場の創出という地平から出直す必要が

あるだろう。現在の学校「同和」教育、社会「同和」

教育における制度的セッティングではなく、絶えず自

由を求める自由な人々の集まりの場としての教育空間

を構想する必要がある。そこでは一切の権威・権力関

係を媒介させない人間関係が切り結ばれ、他者を手段

にも目的にもしない真に人間的なかかわりが可能であ

るような関係論が機能している、そんな場でなければ

ならない。もちろん、これは現時１点においては文字ど



おりの画餅でしかないのだが、その画餅をほんの少々

でも物質化していこうとする熱意にあふれた実践カ嘔

開される時、そび）実践の過程において「解放」の何で

あるかが参加者一人ひとりに多少とも実感されるに違
いない。すでに私自身、不十分ながら、大学の人権教

育において、さらにはいくつかの社会「同和」教育場

面において、そのような実践を手さぐりしながら開始

している。こうしたｇ略践は、おそらく各地で孤立的に

進められているはずであり、私としては今後、社臨の

場などにおいて、そのような意昧での経験交流を深め
ていきたいと念願している。

今回の分科会はその最初の第一歩であったとして位
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置づけたいし、そのような位置づけのもとにおいては
ー定の成功をかちとれたように思う。しかし、分

で行われたような議論は、まことにマイナーな議論で

あって、なお多くの人々の理解を獲得してはいない。

我々はそれを事実として認めつつも、多数派の人々自

身が自らの教１９゛１兆践に満足していない事実を突き出し

ながら、議論の場を広め深めていきたいと念願してい
る。社１会ＩＳｉｉ床学会においても差別問題部会のようなも

の・ｌｉ？・常設して、このような議論の場を日常的に準備し

てもらえるならば、私はまことに幸いなことだと考え

ている。
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日本社会臨床学会第３回総会（１９９５年４月２２～２３日）報告

分科会ｎ学校の現在-「障害児」問題と「不登校児」問題のはざまからー

浜田寿美男（花園大学）

１。はじめに

１８

学校をめぐる子どもたちの状況に焦点を合わせ、素

朴に「いま子どもたちにとって＜学校＞とは何である
のか」を問おうとして企画したのがこの分科会であ

る。最初から創咳したものではなかったが、結果的に

は第２回総会の企画（第１分科会）を引き継ぐものと

なった。
いま子どもたちにとって＜学校＞は、選ぶことので

きない一種の宿命として存在する。しかし、それでい

てそこは子どもたちが自分たちの思いをかける生活の

場所にはなりえていない。学校はいま、そういう非常
に矛盾した奇妙な状態に陥っている。大半の子どもた

ちは、その矛盾をどうにかやりすごしてはいる。しか

し、それをやりすごすことができない子どもたちもま

た確実にいる。いま不登校の小中学生や中途退学の高

校生が膨大な数に及んでいることもけっして理由のな
いことではない。しかし一方で、その奇妙な矛盾状態

にあミ、学校にあえて生活の場を求めざるをえない「障

害児」たちもいる。何しろ学校こそはほとんどの子ど

もたちが集まる場所なのである。そこに生活の場を求

めるのでなければ他の一体どこにそれを求められると
いうのだろうか。

今日学校をめぐって深刻に問われている問題につい

ては、そうそう容易に答えを求められるものではな
い。とりあえずは現状び）認識を深めるところからしか

何事もはじまらない。司会者としても、まずは様々の
ｆｌ！ｓ４交現場からの現状報告と分析を率直に聞き取りたい

という思いで、本分科会に臨んだ。

２。「司蔓ｌ是起

（１）宮崎隆太郎さん

宮崎さんは、ながく枚方市（大阪）の小学校で言葉
心ｚ）教室を通して数多くの「障害」児と関わってこられ

たい学：校批判、教師批判がかまぴすしい中で、それで

もこの学校の中でやらないで何ができるのかと、宮崎

さんは強く主張される。

宮崎さんの主張された点は二つある。一つは「障害

児」たちの日常をどう考えていくのかという点であ

る。「障害児」については、とにかく学校に行って、勉

強はともかくとしてもそこで仲間関係がうまくできさ

えすればと考えがちな点がある。しかし、そこにはと

かくごまかしがつきまとう。

たとえば集団登校などで一般には高学年になれば誰

でもが班長や副班長になるのに、「障害」を持ってい

る子の場合、暗黙裏にそこからはずされたりする。ほ

とんどパタン化した役割なのだから、できないはずは

ないし、たとえ十分にできないことがあっても、それ

を周囲が支えさえすればよいはずである。しかも本人
はそういうところで結構やりたがっている。にもかか

わらず、周囲はそっとはずして、やむをえないような

顔をする。

それに仲間関係が大事だと言いつつ、学校ではやは

り勉強の１１１Ｓ分が重視されているという現実から妙に目
をつむっているところがありはしないか。学校の時間

の多くが授業に当てられている現実があるとすれば、

そこでこそ「障害児」としっかりつきあっていくこと

を真剣に考えていくべきではないのか。それはもちろ

ん、彼らの能力部分に着目して発達のための学習・訓

練に励めという意味ではない。同じ授業の場をともに

するための工夫をこそ考えてしかるべきだということ
である。

宮崎さんの二つ目の提言は、弱さを認めあう関係を



どう作るかという点であった。「障害児」にかぎらず

子どもたちの｛固性は多様で、なかには非常に感受陛の

強く、状況に折り合うことがひどく苦手な子もいる。

そうした弱さを教師や仲間がどう認め合うかが問題で

ある。普通学級が、ｌ苦しくて言葉・７）教室に来ていたあ
る子どもは、言葉ぴ）教室かＩＥ、普通学級に移るさい、宿

題はいや、補習もいや、ｊｌき食は食べない、プールも入
らない、しんどいときはいつでも休むという５つの条

件を出した。他の子どもたちからする、１＝Ｊ勝手な条件に

見えるが、君たちだって中学校に行ってしんどくなっ
たら自分なりの条件を出していけばいいのだからと話

して納得してもらったという。誰にも、人にはなかな

かわかってもらえない弱さがある。その弱さを教師も

子どもも互いに認め合うところから、ともに学ぶとい

うことが現実化していくのではないか。

（２）谷奥克己さん

谷奥さんは東大阪市の教育研究所で２０数年間にわ
たって教育相談の仕事をされてきた。かっては「障害

児」の相談が多かったが、その後療育センターや家庭

児童相談室のシステム整備にともなって、現在では

「障害児」の相談はほとんどなくなり、８割がたが不登

校の相談になっているという。

大阪では２０年ほどまえに「障害児」の保育所入所

運動がさかんに行われ、保育所入所がかなりの程度す

すんできたし、それに連動して就学時検診による「障

害児」選別を排してきた。しかしなお重度の子どもた
ちは保育所・普通学校から排除されている現実は残さ

れている。そればかりか以前に比べて後退してきてい

る側面もある。かつてはダプルカウントと言って、養

護学級と普通学級の両方に籍をおくことで実質的に普

通学級に全時間いることが保証されていたのだが、こ
のシステムが９年前の小学；咬１年生から廃止されてい

き、現在では小・中あわせて完全になくなってしまっ

た。そこで養護学、１１１在籍の「障害児」たちは、そこに

在籍している以上せめて１時間でも養ｌｌ曼ｆ学級に行って
ほしいとの強力な指導が入るようになり、普ｉｉ！１学級１

本で通すことのできる人が少なくなっている。その傾

向は教科担任制の中学校でますます強い。
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「障害児」の統合教育を人権教育の大事な柱とする

スローガンは立てても、現実に学校システムが変わら

ないままでは、ただ「障害児」を普ｉ垂学校という器に

入れているだけだと言わざるをえない。実際、中学校

３年生の出口の部分では、結局「障害児」たちだけが

集まる作業所にしか進路が開かれていない。またその
ことｌ；こ学校の教師の多くは問題意識を感じていない。

不登校の問題にしても同じことが言える。学校は一

方で解放教育や人権教育をうたいながら、他方では制

服を強要し校則で子どもたちを縛っている。一人一人

の違いを認めるとのスローガンを立てながら、それを
；４に気でやろうとい・う気持ちが見えない。そんななかで

子どもたちの感性が潰されているのではないか。

どのようなお題目を立てても、現実に「障害児」生

徒を切り捨て、不登校生徒をただ「適応」させようと

するだけの学校では何にもならない。「普通」学級と
いう空間は一体何のためにあるのかを、あらためて考

え直すときが来ているのではないかというのが、谷奥

さんの主張であった。

（３）山田潤さん

大阪の今宮工業高校定時制で教師をやりながら、

「’学校に行かない子と親の会」を組織されてきた山田

さんは、特に不登校に焦点を合わせて話された。

「不登校は誰にでも起こりうる」ということがよく

言われるようになり、文部省でさえこれを公言するよ

うになっているが、山田さんはこれを文字どおりに受
け取ってほしいと言われる。というのも、感受吐の豊

かな子どもが不登校になりやすいとか、あるいは勉強

についていけない子どもや弱くていじめられがちな子

どもが不登校になりやすいとか、そういった言い方が
いまだによくされるからである。実際には、そんな個

人的；Ｃｉ：、特性の問題ではなく、ほんとうに誰でもがなり

うる。たとえば教室でひどいいじめがあって、自分が
いじめられているからではなく、むしろそれを止めら

れない自分に我ｔ曼できない、そんＺζ教室の空気に耐え

られないということで学校に行かなくなる子特立い

る。
；；１で登校は誰にでも起こりうると声高に言われるよう
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になったが、実際のところはやはり学校へは行くべき

だとの意識が、人々のあいだに強固にある。だからこ

そ不登校を出さないための対策や手立てがいろいろ提

唱されたりする。大阪では行政が「不登校ゼロ」運動

を展開しようとしているが、そのことによって子供も

親も追い詰められ、孤立させられる現状がある。「学

校に行かない子と親の会（大阪）」ではこれまで行政

に積極的にものを言ってこなかった。むしろ学校にも

行政にも「ほっといてほしい」というのが本音である。
世間でいろいろ学校批判があるが、その背後には

「’学校は本来こうあらねばならない」という論がある。

そしてこの「あるべき論」のうしろには「学校は本来

よい場所だ」との前提がある。しかしもはや「国民皆

学」の学校教育時代は終わったのではないか。といっ

て、もちろんいま学校に行けている子どもたちを批判

するつもりはない。誰にでもあてはめる「あるべき

論」はなく、一人一人の生きていり１１象にしっかり目

をすえて、学校を相対化することこそが大事ではない

か。いま親たちは「よりよい学校」という発想を捨て

て、学校とは別のところでの生きる場づくりをはじめ

ようとしている。

（４）岡村達雄さん

関西大学で教育学の研究をされている岡村さんから
は、これまでの３人のお話を集約したかたちでの発題

がなされた。

かつて「障害児」たちは普通学校から排除されてき

たが、１９７０年代から学校での共生・共育を求める

運動がおこり、その後今日にいたるまで国際障害者年

や子どもの権利条約批准のｉｌ動など１ニ連動しつつ、一

定σ）成果をおさめてきた。それは言わば「学校への自

由」と名づけてよい。そこでイメージされていた学校

はーつの「共生の空間」であった。そして現にそうし

式こ学校のイメージにこだわったかたちで、宮崎さんた

ちを始め、多くの方々の実践があったわけだし、また
いろいろな人たちがその違いを抱えながら共に生きて

いくという社会意識が広まってきたことも間違いな

い。しかしこの「共生の空間」としての学校を求める

運動がはじまった頃には十分に意識されていなかった

２０

が、１９８０年以降、学校の息苦しさから逃れようと

する子どもたちが大量に出てくるなかで、「強制の空

間」としての学校のイメージが強く出てくることに

なった。そこでは学校に必ずしも行かなくともよいと
いう、言わば「学校からの自由」が求められ、やがて

はそれが一つの社会意識として認められるようにも

なってきた。それは価値多様化のなかでの学校神話の

崩壊でもある。
ａｌ！：校への自由、学校からの自由というこの見かけ上

まったく相対立する考え方のせめぎあいのなかに、学

校の現在が象徴されていると言える。そこで問題にな

るのは、やはＩＳ｝学校とは何なのか、学校は；なぜ存在す

るのかということである。もちろん山田さんも言うよ
。；うｌこ学校に見切りをつけるという立場もあるが、そう

し’（’学校を批判、否定しても、なま３学：校カ喀続し、大

半の子どもたちがそこに通い、そこで私たちが彼らと

関わり続けていくという現実にかわりはない。世代か
ら世代へと文化を伝えていくシステムとして、学校と
いうものはあった。ただ、これまでは生きた文化が学

校という画̶的なフィルターを通してパターン化され

てきたのが現実であった。とすれば、別のかたちの文

化継承をイメージするあらたな想像力が求められてい

るのではないか。

京都ではいま君力戦１１ｙｉｌａ勁ｆ高裁で大詰めを迎えてい

るが、日の丸・君が代の強制が、実は人々を服従させ

る手立てとして機能している。ダグラス・スミスさん

の話によれば、日本人はとかく思想と行動を区別しが

ちで、頭でおかしいと分かっていても行動に移さない
ことカ侈いというが、その通りである。日の丸・君が

代の強制問題で個々の教師・生徒はおかしいと思って
いても、集団の全

表向きは反発しないでおく。そのことで、結果的にこ

れカ明艮従の手立てとして生きてしまう。いじめ問題で

も同様に、それを目の当たりにしておかしいと思い、

イヤだと思っても、傍観して、行動に出ない。こうし
たところをふまえながら、問題のありかをもっと明ら

かにすることが必要ではないか。
ことは日本の文化、日本人の心性にもおよぷ問題

で、容易ではないが、ゆっくり詰めて考えていく以外



になさそうである。

３。討論

「学校への自由」と「゛学校からの自由」、また「共生

の空間」としての学校と「強制の空間」としての学校

という対比が、岡村さんから出されて、まさに学校と

は何かこそが問われなけれぱならないという問題提起

がなされたのだが、これは私たち本分科会企画者の企

画意図でもあった。しかし、それはもちろんリジッド

な二者択一の問題ではない。

発題ではどちらかというと、学校を相対化し、学校

に見切りをつけることに力点を置かれていた山田さん

も、現に定時制高校で教師を続けているとおり、学校

を全面否定しようなどと思っているわけではない。山

田さんは、「学校にくらい行ったれよ」というある学

生の言葉に、一種の共感を覚えるという。つまり学校

なんてのはそれくらいのものなのだから、自分のリズ
ムやペースを崩さない範囲で利用すればよい。そのと

き宮崎さんの報告された生徒のように、自分の側から

学校に条件を付けれ１か／ゝい。ただし、もちろん自分の

リズムやペースを崩してまでがんばるようなところで

はないというのである。

従来から学校を論じるとき、国家とか社会構造と
いった大状況からこれを見ていくということが一般的

だったが、実際にはそうした論じ方からは抜け落ちて

しまうことがあまりに多い。たとえば偏差値教育にし

ても親も教師もこれをいろいろ批判してきたが、実の

ところ文１１１Ｓ省がこれを本気で廃止しようとしたときあ

わてたのは当の親であり、教師であった。偏差値を出

したとして、その偏差値の低い学校を選ぶ自由も当然

ながらあるのに、結局、子どもも親も、そして教師も

できるかぎり偏差値の高い学校を選ぼうとする。そう

した人々の心性のあり方こそが問題なのだと、山田さ

んは主張される。子どもが不登校になっていったん落

ち込んでも、世の中からはみ出したことに開き直って

みれば、結構それはそれで明るくやっていけることに

気づくもの。教師の側でも、そうした開き直りの上に

立てば、いまの学校のなかでもやれることはずいぶん
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とあるものだ、と同じく山田さんは言われる。

宮崎さんも、教師カｌｘ・４の学校でやれることがいろ
いろあることは認めているが、山田さんのように学校

に距離をおいた見方はできないと言う。それは／ｊヽ学校

に勤める自分と、高校に勤める山田さんとの違いかも

しれないが、小学校の不登校児のばあい多くは学校を

見限ることが難しく、学ｔｌ：に行けないことへの負い目
を引きずっている。そういう子どもたちに対して「学

校がすべてではないよ」などという言い方はできるも
のではない。宮崎さん自身は、そんななかでやはりい

まのこ（ｚ）学校にこだわり、教師自身が自分たちの日常

の営みを捉え直し、自前で子どもたちとの関わりを考

えていくよう仕掛けていくことが必要ではないかと言

う。たとえば教師たちはしきりと子どもたちにむけて

「がんばれ」から「負けるな」といった励まし方をし
てしまう。それによってしんどい思いを強いられる子

どもたち力ｔｔ／ｂっｌれ４４にもかかわらず、である。そ

うした見直し、関わりの捉え直しを、まず・ぺｊヽ学校から
はじめ、それをさらに中学校へ押し上げていくという

こともできるのではないか、とも言う。学校へのこだ

わり方には違いはあるが、大状況を論じるよりむしろ

身近な小状況にしっかり付き合うことの必要を主張し

た点で、山田さんも宮崎さんも同じである。

ただ「障害児」たちが公教育からしめ出されている

という現実に対して、不登校を軸にした議論がどう絡

んでくるかは、もうひとつはっきりしない。実際のと

ころ、「障害児」にとっては学校以外にオルタナティ

ブがないと谷奥さんは言う。そもそも国、行政は「障

害児」を公教育のなかに組み入れる１ｇヽ要性をまったく

感じていない。だからこそ枠外に特殊教育学校を設置

し、そこに「障害児」たちを囲い込もうとしてきた。

そんななかで公の、そして他のすべての子どもたちの

生きている場に「障害児」を引き戻そうということ

を、私たちはやってきたのである。他にオルタナティ

ブのない「障害児」にとっては、１莽校は見限ったりや

り過ごしたりする場ではないのである。と言っても、
「障害児」が普通学級に入ることでぞ；！収が変わる、と
いうほど簡単なものではないことは、すでにこれまで

の十数年で実証ずみである。そうした信仰にすがるこ

２１
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とはもはやできない。現実に小・中の９年を普通学

校、普通学級ですごしたものの、それでどうだったの

だと言われて、これと答えられる事例はけっして多く

ない。この点は統合教育の立場に立つ人間として率直

に認め、真剣に考えねばならないところではなかろう

か。

４。事後の感想

岡村さんから提示された＜学校への自由、、ｓ学校か

らの自由＞という対比図式を枕にして、発題者それぞ

れの意見、主張を聞き、またフロアからの感想や質問

を聞きながら、司会者である私自身、どうにも整理し

きれない苛立ちを禁じえなかった。しかしそれは発題

者および参加者自身の不明のせいというより、むしろ
このいまぴ）学校状況そのものの錯綜、混迷の現れと見

たほうがよさそうである。ただ、そこから確実に見え

てくることもある。

不登校は文字通り誰にも起こりうる。そんな状況の
なかであえて学校にこだわることはない。そうして学

校を見限る子どもがいてもよいし、適当にやり過ごす

子どもがいてもよい。大事なことは、そうした子ども

たちび）現象にしっかり付き合うことだろう。大状況か

らの分析やただのスローガンにすがっても仕方がない

ことである。それは何ｉｌ、学校に通う子どもたちに限っ

たことではない。ｆｌ；！収や会社に勤める私たち自身カ哨

のためにそうしているのかを見失ってしまってしまう

ことがあるし、ときにそこから抜けたいと思うことも

ある。無反省に（あるいは強迫的に）はまりこんでき

たこの世の中からフッと抜けることで（たとえ思考の

２２

世界においてであれ）、案外に世の中が開けて見える
こともある。学校からの自由である不登校には、時代

の転機の兆しがあると言ってよいのかもしれない。

「障害」もまた、不登校とは少し違った意味で世の

中のあり方を照らし出す。いまの「普通」学校に「障

害児」を入れるだけで弓！校が変わるなどということ

を、私自身、最初から信じはしなかったけれども、疑

われることのなかった学校観１こ波紋を起こす一石には

なる、いやなってほしいとは思ってきた。その思いは
いまもかわりはしない。しかし、現実（乙）学校の厳しさ

に対面して、あらためてその現実（ア：）分析の必要を感じ

ている。保育所・幼稚園→・ぺｊヽヽ学校→中学校→高校とい

う順で、「障害児」の統合・共生がどんどん難しくな
り、矛盾が噴出する。学校への自由と言いながら、実

のところそこに言う学校の内実は「～への自由」に値

するものだと、はたして言えるかどうか。と言って、

そこで「～への自由」に値する「あるべき学校」を論
じても空しい。ただ、「障害児」を含む一人ひとりの

子どもたちと教師たちとが出会う個々の場に、既製の

学校観を突き抜ける何かを求めることができはしない

か。もちろん教師：、５１既存の個体能力発達の観念に囚ら

えられているかぎりは、「障害児」を教育・訓練の対

象としか見られないであろう。しかし逆に、この「障

害」に照らし返したとき、そこ１；こ学校の場の何たるか

が見える。また私たちの生きているこの世の中が見え

るということは、やはりあるのではなかろうか。

今回、こ・フ：）タミ？ヽ 科会を企画し、その混迷にあらためて

付き合うことで、私は問題・７）在処をいま少し掘り下げ

てみたい気持ちになっている。
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第；３分科会の当初の企画を司会の私はつぎのように

呼びかけていた。９０年代に入って障害者も要介護の

高齢者もさまざまな社会的サービスを利用して在宅生

活を営む原則がうたわれ、地；１１１と；福祉サービスを充実さ
せる政策が政府でも市町村でも強調されだした。しか

１．。ｌａ欲は８０年代以上により多りｌ！設され、なお、新

しい施設を求める声は多く、施設は地域福祉の時代で

も重要；Ｃ：役割を果たすこと力嘲待されている。施設の

人材や設備を轟社会での自立支援のサービス提供に

回せばいいという意見はほとんど表面化していない。

行政によって措置された施設内で生活しなくてはな
らない障害者の実態は改善されただろうか。個室化も

部屋の面積の拡大もわずかに進んだし、食事時間もふ
つうの生活リズムに近くなり、バイキングや選択でき

るメニューなども取り入れられてきた。しかし、障害

者からの意見や希望はぜいたくだと切り捨てられ、施

設内でのプライバシーの侵害。・ｔ＝・職員による人権無視の

対応も続いている。管理された生活から自前で選択し

て決定して営む生活への転換が行われたとはいえな
い。病院１こ長期に入院を強制されて、より多くの面で

生活といえないほどの拘束や管理をされている障害者

もまだ多くいる。

他方で、在宅生活をしている障害者は自分の気持ち

や希望をもって新しい生き方にチャレンジでき、自分
の力量。・や個性を発揮できているだろうか。自前の暮ら

しを送っているだろうか。

現在の福祉がもってい、Ξ、実態を施設と地域の両方の

関係で明らかにしていきたいという問題意識であっ
た。在宅生活をしている障害者、障害者施設職員、在

宅支援サービス職員、障害者の思いに直面している

大谷強（川崎医療福祉大学）

ジャーナリストなどに話の糸口をつくってもらって、

多様な角度から現状を見ていきたいと思っていた。

２。阪神・淡路大震災に遭遇して思い返す

しかし、１月１７日に発生した阪神・淡路大震災に

よって、分科会の運営を大きくかえようと思った。参

加者の多くが関西の；地域で生活しているとともに、さ

まざまな形で震災にあった障害者などと深いかかわり

をもっており、震災での切実な出来事を無視して一般

論を語ることは無理だと判断したためである。障害者

や高齢者についていえば、地震が起きたあとの対応

で、これまでの行政は「’：ｌｔｋ；喩生活の！１視」を唱えてき

ていたが、それは掛け声だけであった。障害者や高齢

者のｊｔｈ域で・７：〉安全な生活を保障しているはずの土台は

お寒いばかりであって、むしろ災害をきっかけに施設

に入所させる方向しか考えられていなかったことが

はっきりしたのではないか。
こうした間いかけに対して、障害児の早期発見・施

設での訓練について「大津方式」で有名な滋賀県の大

津市で障害を持ちつつ、施設に入らず：ｉｔ１１；喊生活をして
いる門脇謙治さんは、施設に入所させられるのを拒否

して、地域で働いて生活をつくることを続けてきた。

今回の震災以後、阪神地区でつながりがあった障害者
の作業所に、障害者自身も焚き出しな、！ご’救援活動をし

てきたと語る。また地元、滋賀県でもこのほど「福祉

のまちづくり条例」が施行されたし、従来から滋賀県

は「昏

きた。しかし、いざそんなに遠くないｊｔｌ１域で災害が起

きても、行政は救援もろくろくできなかった。自分た

ちの地域で災害が発生したら、どうなのか、このこと

をこれから自分たちも突いていきたいと、話した。

２３

日：；ｔ；；社会臨床学会第３回総会（習皿年４月２２～２３日）報告

分 科 会 Ⅲ 福 祉 の 現 在 一 地 域 と 施 設 の は ざ ま か ら ー

１。当初の意図
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また、震災があった今こそ、障害者が施設からでて

地域で暮らしていることを外に話していこうと語り

合っている。障害者は最低のことでいいのだという社

会の固定観念を打ち破っ・て：｀本物の生活を作っていくこ

とで応えたい、と今後の方向を示した。

施設数員の加藤光二さんは、災害時に、スペースの

ある施設に地域の人が避難場所としても来なかった実

態から話しはじめた。それくらい、地域から離れてし

まっているのが施設である。地域福祉というスローガ
ンだけでは地域から認められていない関係は変わって

いない。

地域から見えない施設のなかで入所者への人権侵害

が行われてきた。入所者への暴言や管理が続けられて

きている。それがおかしいと声をあげた職員に解雇や

配置転換の処分などが理事会から乱発されている。施

設のなかで使われるノーマライゼーションも言葉の上

だけで、根底としては変わっていない。

地域の福祉サービスを担っている松浦武男さんは、

地震のあと、昨年建設されたばかりの立派な建物の養

ｌｌ曼・蓼校に支援に入った。避難所で障害者の介護をする

仕事であったが、実際には避難所には障害者はほとん
どいなかった。緊急時だから施設に入所させられる障

１１Ｆ者が多く見られた。緊急時では仕方ないとしても、

住宅の修理や在宅で暮らしていける条件をどうするの

かといった疑問には答えが返ってこないまま、施設へ

の入所だけが進められた。しかも、避難所では個々の
ニーズに応じた対応はできず、避難所にいる全員に一

律、画一の支援しか実施されなくて、障：１１１者が避難所
に入りにくいシステムになっていた。難病の人も薬を

取りに行きにくい実態があった。しかし、地震のとき
にこうした困難な実態が明るみにでたが、この状態が

落ちつくにしたがって問題っ６１沈殿していくのではない

か。日常そのものが危機的状況にあることが、今回出

ただけである。

施設の状況は２０年前から変わっていない。むしろ

障害者の親が施設を求める声はむしろ強くなってい

る。最近ではヘルパー派遣も施設に委託される場合が

増えているが、施設職員の意識のまま地域にでている

のであり、施設が地域に開放されるのではなくて、地

２４

域が施設に取り込まれている。そこではサービスの内

容は問われないで、利用者にたいする暴言なども地域

に広がっていく恐れがある。今後、施設が地域福祉の

さまざまなサービスを全部実施して地域を管理してし

まう。やはり施設は廃止すべきであるという理念を降

ろしてはいけないと語った。

河野秀忠さんは、分５ｆｌト会が同じ意見の人ばかりを集

めており、反対の人の意見が聞けない、これでは論議

は深まらないと前置きして語り始めた。障害者の候補

者の選挙運動をしたときに経験したエピソードを紹介
した。街頭宣伝車が止まる場所を作る手伝いをしてく

れた障害者の親である市民が、いつもは肩身の狭い思
いをしてきているが、選挙のときくらい声を出してほ

しいと支援してくれた。地域というけれど、地域は施

設よりも良い状態になっているとはいえない。むし
ろ、地域は施設にはない、生活に直接に結びついてい

る差別があることに気がついた。

地震のときは、自分もほとんどの障害者も、とにか

く怖かったという実感がもっとも大きかった。避難所

は狭いので、赤ちゃんカ雅くとお母さんはその□にふ

たをして、校庭に出なくてはならなかったという切な

い話が多くあった。しかし、それ以上に多動性の知的

障害者は避難所ではうるさいと言われて、その場所に

居られない。施設に緊急に送られたり、親戚のもとに

身を寄せなくてはならなくなっている。つまり、震災
は地域を壊してしまっている。

施設の差別は「給料を貰っている差別」であり、「無

給の差別」である地域の差別とはちがう。施設の差別

はシステムとして自動的に動くのであり、これと闘う

にはかなりのエネルギーが£委である。地域の差別は

運動によって変えようと思えば変えていける。「地域

を問う」といったとき「われわれが地域でなにができ

るのか」と自分を問うことであると言い切る。

３。施設の改革がなぜ進まないか

被災した神戸の養護学校の教員は教え子の安否確認

がなかなかできなくて困ったことを発言した。河野さ

んからは、地域の障害者のネットワークで情報を集め



て安否の確認をしていっ；亡こ１５１験が話された。また、今

回の災害で一つ、確認できたことは障害者だからと
いって救済を放置された例はなかった。障害のあるな

しに関係なく、だれでも救い出されたことに救いを見
いだしていると発言があった。

施設の職員からの質問は、施設をなくしたあとはど

うしたらいいのか質問がでた。これにたいして松浦さ

んは、このような枠組みで議論していても、ｊＥ！；体的に見

えてこないと応えた。職員数は施設のほうが圧倒的に

多いように見えるが、施設でも夜鋤は５０人定員で職

員は２、３人であり、入所者全員がすべて’介護を必要

としているわけではない。相当数（ｙ）入所者は自分でで

きる条件をもっている。そうした人たちは住居が保障
され、昼間の介護がある程度ととのっていれば、地域

に出ていけるはずである。施設から出ていきたいとい

う個々人になにが必要なのかと具体的にやっていけば

相当数の人が出られるようになっていくと思うと発言
があった。

河野さんからも「親が死んだあとにどうするのか」

と聞かれても、「それは知らない」としか答えようが

ない。障害者が自分の生活をしようとすれば施設が

じゃまになるというだけであって、施設をｊ１９１体するこ

とを目的にしているのでもないし、施設の受け皿を作

るために運動をやっているわけではない。そのなかか

ら施設がもっている矛盾が明らかになるが、それは障

害者が作ったものではない。親が施設のシステムを

作ったのであり、今、親自身がどういう生活を作って
いくのかを自分で論畿することではないか。

川崎市で療育の仕事をしている人は、施設；６ｔ２１ｔｋ域に

開かれていて職員が閉鎖的でなくて人権も認める仕事
をすれば、施設でもいいではないかと言い続けてきた

と意見を述べた。施奪彗べて悪いのではなく、いい

施設があってもいい、と。しかし、それにたいして、

枚方市の住民からやはり施設は施設であって、どのよ

うにいい施
囲で選べるにすぎず、魅力的ではないと反論がされ

た。

門脇さんからも、障害者自身から夢のようないい施

設を作ってくれと言った覚えはない。養護学校に働い
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ている職員でも、自分の職場を無くせとは言わない。

なくせと言っているのは障害者であって、自分たちと
つき合いのある養護学校の教員でも、そう言うと嫌な

顔をされる。

加藤さんも、たしかに１回、施設のシステムができ

るとそのように動いてしまうことは事実である、しか

し、施設職員としてどう動いていいのか分からないの

が現状であると発言があった。

また別の施設職員からは、障害者も地域に出られた

ら１、ヽいと思うが、やはり受け皿がないことが気にかか

る。施貧５と職員としてー生懸命にやっている自分もいる

し、職員として徐々にしか変わっていけない。だか

ら、基盤を固めて少しずつやっていくことが大切では

ないかと語られた。

しかし、河野さんから、改革を試みた職員が結局は

施設を辞めて、外からしか、かかわれなくなっている

歴史があることの指摘があった。それを考えると、同

じ施設にいるのなら職員には給料が支払われている

が、障害者にも同じ給料を支払ってほしい。それが成

り立たないのであれば、それは債ｔ全者職員が障害者を

管理している構造であることを示していると思うと発

言があった。

障１！Ｆ者がｘ／ゝなければ施設職員は成り立たない。それ

にもかかわらず、職員は障害者のためにしてやってい

る、職員が１、ゝなければ障害者は生活できないという感

覚があるという障害者からの発言もあった。

施設の職員からは、親７５１施設を作ったと言いたいけ

れど、親に面と向かってそうは言えない悩みが語られ

た。

精神病院で働き始めた人は、職員が懲者の弱点を知

ることができて、それをうまく使うことによって仕事

をしているように見える関係がある。やはり施設は職

員のために出来ているのであって、やさしいアブロー
チであったとしても、この関係は変わらないと思うと

の声もあった。

広島の社会福祉の仕事をしている人からは、すべて

の生活を施設でしなくてはいけない人はあまりいない

のではないか。食事の部分だけとか、その人にとって

顎謔噛部分だけを施設で対応す；ｔ’ｌ．ぱいいとは考えられ

２５
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ないかとの質問もあった。

４。：地域福祉でどれだけ人間関係が広がるか

東京の研究者からは、地域でどういう展望をつくっ
ていくのか。グループホームや作業所も障害者には特

別なケアカ噫ヽ要だという見えざる施設を引きずってい

るのではないか。特別な関係に閉じこもってしまう、

特別な人扱いをしてしまう危険性が出された。

作業所職員からは、障害児の親が限定された職員と

のつき合いしかさせない限界がある。もっと人間のつ

き合いを広げたらいいのに、との意見もあった。

地域福祉の動きのなかで高齢者の介護にかかわっ

て、地域の情報システム；、５１！整備されてきており、個々

人の情報が早期発見の管理システムに組み込まれてい

る危険ミ性が広がっている。施設と同じように、供給側

の都合で作られてきているのではないか。それに反発

して公的制度は使いにくいという利用者の意識に乗っ

て、行政はむしろシルバーサービスやボランティアに

頼ろうとしているのではないかとの分析もあった。

はたして公的な制度で障害者；６１ｊｔ１１域で生きていく支

援ができるのか。いまの公的介護保障でヘルパーの感

覚が現状のままであれば、かえって障害者の暮らしは

窮屈になるのではないか。介護は障害者当事者の指示
にしたがう仕事であって、その当事者・吐がなｘ、ヽ公的制

度のシステムには問題があるのではないかとの障害者
の意見もあった。

それに対しては、もっと多くの選択肢とサービス量

のなかで本人が選べるようになり、介護する人ももっ

と社会的ξｋｌｒｌｌ価をえるような人カ侈く存在すれば、解

決できるはずである。貧しい選択肢のなかで、それ以

外に方法がないと固定した狭い範囲のなかでやり繰り

しようとするから、出口が見えないのだという反論も

あった。

５。福祉自体が問いなおされる時に

以上、おおざっぱに、しかも恣意的１Ｊ二分科会の議論

を紹介してきた。以下は司会をした私の意見である。

２６

今回の分科会では、施設か地域かと福祉の範囲で対
比するところに前半の力点が集まった。しかし、そこ

でｉ攻策論はなじまないことがわかった。個々の障害者

やその人たちの思いや夢にかかわった住民が、自分た

ちはなにを求めているのか、そのためにはなにが出来

るのか、どこで生きていき、なにを変えようとしてい

るのか。それぞれ自分が自分に問いかける。自分でや

れることを進めていく。その積み上げの結果として、

ｉｌＳｃ策が変わることもあろう。ただ、議論は施設の解体

か施設職員によるよりよい施設への改良かといったか

なり前からの堂々めぐりに終わりそうであった。それ

だけに、そうした｜談論の枠組みを打ち破る意味で、障

害者白身が施設を望んで作らせたのではないという発

言は、十分に噛みしめてみる価値があると思った。

政府・７：〉政策も施設を建設して入所させる福祉から地

域での福祉システムに重点がうつりだしている。障害

者にとっては地域で生活していくためには、与えられ

た枠のなかで、７）福祉サービスでは十分ではない。利用

者が自分で選んで自由に思うように行動することを本

当に望んでいるのであれば、支援のための選モ１尺肢は多

種多様に用意されてい；！、必要がある。とくに障害者は

それぞれの状態力ち埓いろと違っている。それぞれの

人の身体・ｚ）状態や生活の内容に合うよう１こ微調整をお
こなうためにも、できるかぎり応用が効く幅広く柔軟

なサービスが重要であるとともに、より多彩なきめ細

かいメニューが提供されることが大切である。障害が

個性といえるためにも、個性を発揮できるように支援

活動も個性的・個別的な要素を多く含むだろう。この

判断１ま実際に障害を持っていない人だけでは分からな
い。障害をもっている人たちが現実に利用を試みてみ

て、具合がいいか使いにくいか、はっきりする。

とともに、どのように良いメニューがあっても、

サービスの提供される絶ｊｌｌｔ量が少なくては、いつでも

思いついたときに利用できない。より張り合いのある

生活をおくろうという希望や期待感から、サービスの

活用を思いついたとしても、その時に提供されなくて

は、効果も薄い。順番を待たなくてはならないのであ

れば、その間に、そうした期待感は薄れてしまうこと

もありうる。せっかくのサービスを準俯したのに利用



率が低いという声を行政やその他の施設の職員から聞

くことがあるが、思い立ったときにすぐに、利用でき

ない制約条件があるために、利用を控えてしまう場合

も多くある。

利用者が選択して決めること；６１基本であると宣言さ

れても、少ないサービス量のままでは、選ぶ余地がな

いのと同じである。そのなかから選ぱなくてはならな

いとすれば、それは事実上、一つの方向に押し込めら

れることである。計画づくりで数値目標を立てること

の意義は、提供される量の制限によって自分の選択を

変えなくてはならない社会から、１１１分が決めた行動が
できる社会にしていくことでもある。

今の社会のなかで行動するうえでは、障害者は現在

の社会に馴染んでいる人以上により多彩でより多くの

サービス量を必要とする。「健常者にもそういった

サービスはしていないのに」とか「健常者でも順番を

待っているのだから」とかいった言い訳は、現在の社

会で障害者がなぜ「障害」をもっているかを認識して
いない。今の社会の作られ方自体カｔ健常者を前提にし

ているのである。障害者計画の策定に障害者が参画す

ること心ｙ：〉意義は、具体的なサービスの選択肢と量、そ

れに質について自分たちの意見を主張することを通し

て、行動の制約を生み出す構造をその社会がもってい

ることが明らかになることにある。

福祉施設の問題僧Ｅが明らかにされたとと４、に、地域

福祉というがそれもじつは、職員の価イｔｌｉ観や仕事の質

において、施設の労働と同じ問題をもっていることも

指摘された。あえて専門家といわなくても有給の職員

が業務とし・（ｒ実施しているから、当事者の希望や急思

に沿わないようなサーピスになっているのではないか

との意見もあった。施設や病院が：ｌｔ１１域福祉の機能を付

加されたり、あたらしい分野として積極的に乗り出し
ている例も増えている。地域に施設の関係を広げただ

けではないかとの危機感も語られた。ここでは、福祉

という概念自体フう呼でに現実の障害者や高齢者の生活

支援にそぐわなくなっていることが明確になってきて
いると思う。新しい関係を示す用語が求められる。

しかし、それはともかくとして障・１１ｆ者が安定して地

域社会で暮らしていくためには、個人が超人的に努力
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しなくてはいけないような社会はおかしい。その意味

では障害者を含む市民のだれもが、自分の求めている

支援のサービスをいつでも十分に活用できるように、

システムの確立；が必要になる。しかい、システムは障

害者やその他の市民の行動を縛りつける危険性もあ
る。その危険陛をより強く感じるか、むしろ、現在に

おいてはシステム化のほうに意義を見いだすかで能

の：；１：Ｊ点は異なる。それを解決するには、とりあえず障

害者白身がシステムつくりに携わることであろう。

そのことは、障害者のための対策にすぎなかったこ

れまでの福；ｌｌＥ政策を、障害者も含む市民のまちづくり

に変えていくことであろう。ｉ攻策の企画から決定、実

施までの過程に参画する運動であろう。政策策定に参
画するうえでは、基本原理や理念についてｉ攻府や自治

体と抽象的に言葉のうえでは一致しているように見え
ても、そこに横たわっている奥深い溝や闇を明るみに

引き出すことが重要である。阪；１１１１１！赳酪大震災で明らか

になったように、健常者の非日常は障害者にとっての

日常であった。また、政策に盛り込む具体的なサービ
ス。’ｔ＝・事業については一致していて、後はたんに量や質

の違いをめぐる議論のように見えても、その背後に潜

んでいる価値観の相違があり、それを誰にとっても明

確になるように整理する運動過程でもある。障害者を

排除してきた現代社会の生き方や人と人の関係を律す
る価値観にたいして、障１１Ｆ者が身をもって訴えてきた

生き方や人と人のつながりの価値観をぶつけることで

あろう。対抗的参加である。そうしたぶつかり合いが
ーつの計画や政策のなかにどのように盛り込まれる

か、それはそのときどきの力関係や市民意識などの環

境による。

しかし、ある時期にー挙に障害者の価値観にもとづ
（Ｃ政策のすべてが実現しなくても、とりあえずはこれ

までの健常者を中心にして障害者を排除してきた社会

のあり方や生き方にたいして、別の生き方や考え方、

暮らしかたがあることを示すことに意義がある。現在

の社会に安住している住民や法制度を揺り動かして、
っぎの段階への動きが始まる。その揺れのなかから、

わずかずつではあっても障害者にとって譲れないサー

ビスや社会の仕組みが実現できる。それをきっかけに

２７
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して、つぎの段階にまで揺れや裂け目を広げていく。

障害者の価値観に共鳴したり、ともに生きていく楽し

さを実感する住民が育っていく。その人たちの支持を

背景にしながら、より大きな、より幅の広い生活の有

り様を実現していく。こうした段階的；ａ：ｉ攻策の提案や

企画、具体化、点検・再ｊｌＦ価などカ凋りの住民や行政

２８

を変えていく。

徹底的に個々人の思いにこだわることも重要である
が、こうした「福祉」の枠をこえたところで、社会の

あり方をどう構想するかとｘ、ヽう次元で議論をする時に

来ているのではないか。



社会臨床雑誌第３巻第３号（１９９６．３．）

日本社会臨床学会第３回総会（１９９５年４月２２～２３日）報告

分 科 会 Ⅳ 事 例 の 報 道 ・ 発 表 ・ 研 究 を 考 え る

第４分科会では約２０人が集い、小沢牧子、青木純
一、野本三吉、浅野健一の４人の報告を受けて話し

合った。小沢は「臨床的研究の角度から」と題して。

日本臨床心理学会（以下、日臨心）以来の経

し、現状の問題池；を指摘、青木は「事例研究という物

語」と題し、養護学校における事例研究の実態とその

背景を語り、野本は「共に状況を切り開くための方法

論としての事例研究」と題して、小学校教師と児童相

談所時代の体験をもとに、問題解決の方法論を提示。

「人権と報道・連絡会」の世話人である浅野は新聞記

者としの体験をふまえマスコミ報道における人権と匿

名の関係を論じた。以下はその要約である。

Ｉ。小沢報告

このテーマは日臨心時代から、ほぼ１０年に渡って

とりくまれ、社会臨床学会にひき継がれた。今回の小

沢の発題は、その足跡をふり返りながら、「事例研究」

の問題性を示すことを主眼としている。

「事例研究」への全面的な問いを総会テーマとして

日臨心の総会が持たれたのは１９８４年のことであっ
た。その基調提起は次のようである。「私達は、テス

トする、治療をする、など、“する～される”関係の

差別性、関係固定性に気づき、これをこわじ共に生

きる”関係を創り出そうとした。人と人との一回性の

出会いをそのままに大切にしながらその関係を点検し
ようとするときに、新たに“事１列研究”の問題につき

あたる。差別的“事例研究”の轍を踏まず、新たな関

係を引き受けていくための視点と課題を示したい…」
この主旨のもとに次の２つのシンポジウムと３つの

分孚１-会がもたれた。

①裁判事例の中の［少年］たちー｜みどりちゃん殺

人事件」から考える。-一一ここでは犯人とされた「有

佐々木賢（日本心理センター）

罪のＡ少年像」が警察や学校や裁判所等によって作り
上げられるー方で、これに対置する「無罪の像」を主

張する人ぴとの、Ａ少年を支援する闘いを軸とした報

告がなされた。ここで報告者たちは、Ａ少年の冤罪を

晴らそうとするとりくみを、強制され余儀なくされた

「事例研究」でもあると名づけている。

⑧事例・業績を問う一東山論文「盗作」問題を巡っ
て。一臨床心理学という専門分野の中心に「事例研

究」という方法が位置しているがゆえに、専門家は業

績づくりのために「される側」を事例化、論文化する
こ、ヒに熱心ヽである。この構図の中で、東１．１」紘久助教授

による、自分の“弟子”の事例研ジｔ盗作事件が起き、

裁判となった。量産される「事例研究」と臨床心理学

会における「業績」の関係が、裁判原告の報告を中心

として討論された。

③親・本人にとって、事例研究会・ケース会議とは

何か。-ここでは、臨床現場で日常おこなわれてい

るこの種の会議に、不思議にも本人や家族が登場しな
いおかしさについて論じあわれた。仕事を進める側の

論理の先行、本人側への了解なしの：ｌｉ料発表、会議が

選別と管理の役割しか果たさなくなっていくことの問

題性などが取り上げられた。

④人間を描くことーこどもたちの「いじめ」をめ

ぐって。一横浜市でおきた［浮浪者］連銃殺ｔ替事件
を取材した報告を中心に、「取材すること～出会うこ

、ヒ」「研究すること～つき合うこと」といった矛盾・緊

張が論じあわれた。これは「事例の報道」の問題と重

なるテーマである。

⑤「疾病」観を超える実践をもとめて一日本ｊ【１ヽ理臨

床学会の事例研究を批判しつつ。一一「される側」に

病名等のラベルを貼ることと、その人を事例化するこ

とは深いかかわりがある。ラベル貼りの行為によっ
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て、刻印を押す側は、一方的な納得をし、押される側

を「病人＝修理されるべきモノ」の位置に押しこめ

る。このような形で事例研究を成立させている「疾

病」観をどうのりこえていくかが語りあわれた。
この第２０回総会以降、「事例研究」にかかわるいく

つかの論文が書かれ、総会でのｊ５モ）呼Ｆ会もひき続き持た

れたが、次第に学会の中で「よい事例研究を」という

考え方と、「事例研究そのものを問題視する」という

立場の対立がはっきりしてきた。その対立は後者の立

場にあった私たちが、臨床心理士の国家資格問題を契

機として社会臨床学会を作ったことと、；眼底につなが

りを持っている。

１９９２年に社会廊ｉ床学会が発足したが、その第２回

総会に、私達は事例研究批判のテーマを持続し、「事

例にすること・されること」という分科会を持った。

そこでは歯科衛生士の徳見康子さんが、職務からくる

頚肩腕障害で横浜市総合リハピリテーションセンター
に入所し、そこでさまざまな「評価・判定」を一方的

にされ、「事例」化されて「専門家」による虚像が作

られ、きめつけられていくことへの怒りを語った。徳

見さんはリハビリ中に負った障害について、リハビリ
センターに対しての責任追求裁判を起こし、闘ってい

る最中である。

「事例研究」についての批判的とりくみを重ねてき
て、明らかにされた諸問題は、以下のようなものであ

る。①当事者本人の不在。専門家本位。③「解釈・判

定」等の一：方性。③守秘義務という名のもとの密室

性、情報（カルテ等）の非公開。にれは「する側」を

護る装置である）。④「資格・専門性」をｊｔＳｉ１障するため
の業績づくりとしての事參ｌ研究。⑤対象者の弱者陛、

非対等・陛１こ立脚していること。⑥記録・資料の無断公

開。
このようにとらえてきてなお、私たちにとって「語

り、語られる関係」は、どのような形で成立するの

か？という問題は残りっづけている。それはさまざま

な仕事の場における人と人の出会いとかかわりの中

に、緊張的に存在しているテーマである。

ＩＩ。青木報告
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事例研究とは辞書に「対象のもっている問題を解決

する方法」と書いてある。しかし対象のもっている問
題ではなく、教師のもっている問題を、事例研究とい

う方法を使って解決することにほかならないと私は思

う。そこで養護学校での事例研究を１）形式、２）背景、

３）物語の三つの部分に分けて報告したい。

１）形式。これにはカルテ式とドキュメント式の二
つがある。カルテ式とは、「成育歴」「障害名」「諸テ

スト」「事態把握」「指導目標」「指導経過」といった

要素や項目に分けて報告されるものを指す。「事態把

握」といっても、さらに細かく「食事」「排泄」「着脱」

等々と項目力泣てられる。だが、食事といってもニコ
ニコしながらなのか、むっつりしながら食べているの

かの状態はわからないし、またどのように細かく分析

しても、子どもの全体像は浮かび上がってこない。

そこでドキュメント式が登場する。対象となる子ど

もについて、日常生活の流れにそって、人間関係など

をｌ＝ｔ＝１心に、これまた細かく叙述するのである。たとえ

ば、「Ｏ君は給食の野菜が大好きで、「いただきます」

をすると野菜から食べ始めます。逆にイモ類はあまり

好きではないようで、なかなか手をつけようとはしま

せん」といったように。これはカルテ式より温かみが

あり、全体像が浮かび上がってくる。

だが、カルテ式にせよドキュメント式にせよ共通点

がある。それは子どもを「知る」ための方法であると
・、ヽう点だ。なぜ知りたいのか。それは「教えたい」か

らであり、こちらの用意したカリキュラムにそって、

対象を導くために「知る」必要があるのだ。さらに個

人４ｒ対象にして結果４？評価しようとするために、最後

は個ｌ；こ収束してしまう。

２）背景。上記のような教師の態度が生まれる背景

には、「障害は病いである」という認識が横たわって

いる。したがって「治してやる」といＪ５姿勢になり、

共に生きるという観点は全く出てこない。また、「専

門職」としての意識が「研究の正当性」を強調し、決

してこれを疑おうとはしない。戦後教育の理念は「子

どもの発達を図り、人格をっくる」ということにあ

り、この「善のイデア」が障害児教育にも貫徹されて
いるわけだ。



障害児教育の流れとしては、最初に「社会適応主

義」があり、次に「発達保障」１諭ガ続き、最近では「個

別教育計画」が出されている。これらに共通するのは

視線のマニュアル化である。「共ｉＪｌｉ理解」と称して「目

的→方法→指導一一・評価」を統一する。この「共通理解」

の幻想と、子ども；を対象化する教゛ｌｓｉ’心性をこそ、今問
い直さなければならない。

３）物語。事例研究に働くニつの力があると思う。そ

れは一般化（普遍化・制度化と呼んでもよい）の力と、
エロス化の力である。一般化とは、事例にされる側の

問題が事例にする側の一般的問題に転化するメカニズ
ムである。エロス化とは、濃密な関係を保つなかで理

性・や客観、役望ＲＩ意識を越えた感情の結び付きを産み出

すことを指す。教師はこのエロス性のために、往々に
して、対象化する罪が免ぜられたかのように錯覚す

る。

「対象とする子どもの問題を解決する」という建前
のもとに、教師のマニュアル化した視線から、学校的

課鴉感価値。・ｔ＝・技術を、事例にされる側の子どもに投影

する。しかしそこには、事例にする側とされる側、つ

まり教師と子どもとの不可避的なエロス性；６ｔ：介ヽ在して

おり、そのエロスによって、教師はその子どもの生活

世界、！こは無関係に、課題・・やイｉｌｌｊ値や技術、あるいは実際

の指導とその結果まで想定し犬二事例研究という物語が

予定調和的に作りあげられることになる。

Ⅲ。野本報告

野本は四年半の小学校教１１１１ｊ時代と十年間の児童相談

所時代の経歴をもつ。教師になりたての頃、仕事のな

かで「これでいいのか」という不安があり、先輩教師

に質問すると、「もっと、ピシッとやれ」などといわ

れ、どうにも納得カへゝかなかった。そこで「新米教師

の会」というサークルを作り一緒に考えた。また「ド

キュメンタリー教育」とい・；う実践記録を印刷し報告し

あった。その営みの中で、みんなが同じ悩みを抱えて
いることを知りホッとしたり、難しい問題でも悩みを

表現することでｊｌｌｌ決策がでてくることを学んだ。

教室では一日の記録を「学級通信」に書き、子ども

に読んでもらっていたが、やがて子ども自身が書いて
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いくスタイル垂定着していった。書くことで子どもが

よくみえてきたし、自分の一人よがりな点もみえ、自

己確認にもなっていた。学級通信は、クラスの出来ご
とをみんなに投げかけ、共に考え、解決するための場

になっていた。「実践記録」や「学級通信」は、自分

と教師仲間や子どもとの関係を深める意味があり、

やってよかったと今でも思っている。

教１１１１１１昨代は自分で発案し、自分の責任で仕事ができ

たが、児相ｉｌ争代はそうはいかなかった。ここでの仕事

は子どもの処遇を決定することにある。相談活動は意

図的で目的をもったものになっている。事例研究会は

管警皿しきり、発表者の選定から提出事例の選定ま

でする。つまり、若い未熟な人を研修させる場であっ

た。助言者は児相の所長や課長や大学の先生がなって
いた。「診断会議」では、どのように診断して処遇方

針を出していくかを検討し、「措置会議」は、処遇方

針を決定し、措置の内容を決めるものであった。

事例研究の目的は、１１ＳＭを提要に「一人ひとりの来談

者を大切にするため」とか、「社会的責任や、情報を

共有するため」とか、「豊かな相談所をつくるため」な

どとよさそうなことが書かれている。だが、そこでの

基本的な欠点は、当事者本人が出席しておらず、家族

も参加していない点にある。スタンダードが決まって
いて、所の方針や方向性があり、結論が予め見えてい

て、専門家だけで決めるという不自然さがあった。

野本は来訪者と一緒に解決する方法を探るために、

「エゴマップ」と「ＫＪ法」を試みた。前者は、来訪

者の今ある人間関係を図にし、どの人がどの状況で大

切であるかを明らかにしていく作業である。後者は、

困っていること、考えていること、感じていることを

出し、自分を振り返り、その経験を整理し、問題を分

析していく作業である。
このような経験をふまえ、事例研究が専門家だけの

専売特許であった点を強く反省し、問題解決の方法と

して、これまでの事例を共に検討し、参考にすること
で生かせないものかと思う。具体的；な課題を、さまざ

まな力、さまざまな社会的資源を活用しつつ、一歩一

歩解決していく共同作業として積み重ねていく必要は

ないか。これまでの生活史、成育史として、専門家に
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よって一方的１こ記録され、判断材料にされてきたもの

を、本人自身が、相談者と一緒に、または援助をうけ

ながら振り返りつつ、今後の方向をみつけだしていく

可能・１生を探ってみたい。

Ⅳ。浅野報告

マスコミ報道の被害が続出している。例えば、三億

円事件の被疑者として、毎日新聞にスクープされた草

野さんは２６年たった今でも警察と１１１：１者が自分を追っ
ていると考え苦しんでいる。本多勝一の書いた「子ど

もたちの復讐」では、子どもの遺書を公開して欲しく

ないという母親のプライバシー保護の要求を巡って対

立があった。だが、異議を申し立てられた時、既に警

察から入手した遺書が活字に組まれていたという。ま

た水戸の体罰事件では、体罰をしたとされる小学校教

師の名前を新聞やパンフに書くかどうかで対立があっ

た。大学教員がおこなった事例研究（学校の屋上から

の転落事故）で、プライバシーをめぐって保護者と対

立したこともあった。

最近では松本サリン事件で、「毒ガス男」などと書
かれ、住所や職業も明らかにされた河５１ｊ嗅行さんカり

る。当時「ガスが発生したのは会社員宅敷地内の池」

と報道されたが、実際には廓よ敷地の外にあり、現地

に行けばすぐに分かる事実さえも確かめないで、予断

をもって報道した。長ＩＩｌｆ県警では「被疑者不詳の殺人

容疑」といういい加減な令状で家宅捜査したが、マス
コミには、この令状や捜査を批判す毒曼点は全くな

かった。

航空１幾事故などの犠牲者の名前も、原則として遺族

の了解なしに出すべきではない。ＮＨＫでは犠牲者名

簿をとうとうと読み上げる無神経さである。日本のマ
スコミにはこのような無責任な報道をする体質があ

る。

匿名報道がなぜ必委なのか。実名主義は本人と家族

のプライバシーを侵害し、社会復帰を妨害するから

だ。名前を伏せても、近所の人に、すぐにその人と分

かるような書き方は匿名報道ではない。多くの事件記

事の場合、匿名であっても人々の知る権利は損なわれ
ない。被疑者や被告人や囚人の名前を知ることが、一
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般市民にとって重要である特別の場合を除いて、匿名

を原則にすべきだ。また、匿名の原則が守られている

と、庶民は安心して情報を提供できるので、より多く

のデータが伝わってくる。だから、スウェーデンでは

権力に近い者ほど顕名報道１．。、権力から遠い無名の人
は匿名で報道されている。沓かれる側の犯罪関係者個

人の実名よりも、犯罪が起きる社会的要因を重視し、

書く側の責任や客ＩＳＩ報道の原則を貫こうとしているか

らだ。

客観報道の原則を徹底させ、責任制度を確立するに
は、ニュースソースを明示し、事実と伝聞の区別を明

確にし、直接話法の引用を正確にし、書いた記者の責

任を明らかにするために署名記事にするべきだ。欧米

のみならず、フィリピンなどでも署名記事の方が多い

が、日本では書かれる側は顕名で、記者の方は匿名と
いうのが当たり前になっている。事件報道では、強制

捜査の捜査官や逮捕状を発付した判事、起訴した検察

官等の公人を顕名にして、さらにどのような方法で

（会見・声明・ファックス・手紙）その悄報；ａｔ提供さ

れたかを明示することが大切だ。明示しない場合、そ

の理由を書くべきである。

日本では、刑事事件では被疑者が逮捕されたら実名

報道をするが、これはおかしい。逮捕は警察の疑いで

あり、起訴は検察の主張に過ぎない。実名主義は無罪

推定の法理に反している。マスコミは権力の不正を監

視し、市民の人権を擁護する立場にあるのに、この理

念を無視している。警察のりーク情報を鵜のみにし、

１１１力側の発表をそのまま記事にし、しかも、被疑者を

犯人扱いｔ．糾弾までする。客観報道の原則が地に落ち

ていることは、オウム報道をみれば分かる。オウムに
ついて唯一の客観報道をしたのは英字新聞であったと

いう、きわめて情けない状態である。

日本にも、書いたことによって起きる事態に責任を

もつ、プレス・オンブズマンを中心としたメディア責

任（責任は、ｌｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙの訳）制度力叱ヽ 要である。ス
ウェーデンにあるオンブズマン制度は、強者と弱者、

権力側と庶民、体制側と個人の中立の第三者的立場に

あるのではない。オンブズマンは徹底して弱者の立場

にたち、弱者を擁護し、弱者を代弁するためにあるの



だ。ただし、こうした制度は法律によって規定するの

ではなく、表現の自由への権力の介入を防ぐために

も、市民レペルでの社会的コントロールシステムとし

て作りあげていかねばならない。

討論

作本：作梁所で働いている、よく養護学校から資料

を求められるが、こちらから出した報告がどのように

使われているのか。

青木：使われていないだろう。教師が安心するため
だけに、記録や資料がある。

小沢：何かあった時のためにとっておこうとする気

持ちカ１学校管理者にある。

青木：事例研究Ｊや記録や資料は、にれだけ子どもの
ことを知っている」という、教師のアリバイ作りのよ

うな役割もある。逆に、親御さんが「どれだけやって
いるか」と教師に要求してくることもある。

大平：浅野さんに。顕名にするか匿名にするかの基

準が、権力の有無にあるというが、権力性の基ｉＳＩ！は何

か。

浅野：三つのベクトルの相関で考える。①誰が、と
いうこと。上からＡ＝天皇・裁判官・知事など高い地

位の人、Ｂ＝スポーツやテレピなどの有名人、Ｃ＝普
通の庶民。ＡとＢとＣは入れ代わることもある。②権

力性。その犯罪；６１権力を使っているかどうか。例えば

「俺の言うことに従えばポストを保証する」といった

犯罪の場合は権力を使っている。③１１１ｘ；１実牲。逮捕され
ているか、判決が出ているか。これは犯行が本当に行

われたかどうかということ。天皇の命令で人民を狩り

だしアジアの民衆３百万人を殺したらしい、という場

合、権力者の名を勇気をもって書くべきだが、子ども
の入学金が払えず、郵便局に強盗に入り５万円掴んで

逃げたという犯罪の場合、これは匿名でいい。後者の

場合、日本の庶民の貧困の問題であるだけで、読者が

犯人の名前を知る必要性がない。弁護士が金を受け

取っていながら何もしなかったとか、脱税した医師と

かは公表すべきだ。

日本の場合これが逆で、権力者が匿名にされ、庶民

の名が晒されている。顕名・匿名の差は当局が決める
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のでなく、自分たちで決めるべきだ。オウムの場合、

機動隊の後ろからマスコミは石を投げている。それは

卑怯だ。上にいけＳれべほどプライバシーの範囲は狭

まるシステムが必-だ。アメリカの大統領の執務室は

全部録音されている。イギリス警察の取り調べ室も録

音されている。そういうことを権力に課している。日

本では、権力が密室化している。これは逆転すべき。

徳見：１１１１年初めて、される側からの発題があったが、

４ヽ年はどうなっているのか。また今後どういう形でこ

の問題が語られていくのか心配だ。

専門家の権：；ＩＪ性はどのようにしても拭いさることは
できないが、ｊｉ；１：低限、次のことはすべきであろう。①

なぜ、情報を取ったかを明確にすること、⑧取った情

報は本人に返す、③不叱價な情報は取らない。この３

点だ。

浅野さんの「権力に近いものほど名前をだすべき」

の意見に共感する。私がリハビリ裁判でやってきたこ

とと一致する。リハビリを受けながらあまりにも情報

を取られ過ぎ、あと指紋さえ取られれば、警察の事情

聴取と同じだと告発し、その経験を昨聯報告した。さ

れる側ｌｊ：告発したくとも、跳ね返りや弾圧が咋くて出

来ないでいる。私も職場を誠になっている。最低、こ

の学会でやっていかねぱならないことは、される側の

思いを汲み上げることだ。される側が「ああ、こうい

う告発の仕方もあるんだ」と気付くような作業を続け
ていきたいご今ヽ年はこれがなくて残念だ。

成瀬：医療・報道・教育等の場で、事例という言葉

を契機に、人と人との関係に切りこんでいく、そうい

う姿勢はなるほどと納得がいく。ところで、野本さん
は事例を共有化しようと主張する。例えば、教育の分

野で「法則化運動」があり、これはマニュアル化して
みんなが事例を共有化しようとする試みである。この

運動のいきつく先は｜‾孤独の点数化」であり、休み時

間に二人でいるのはイａｆ点、一人だと何点といったよう

に、結局、個に還元してしまう危ｌ！灸性がある。こうい

うマニュアル化の方向をどう超えていくのか。

野本：この学会は社会臨床学会だが、個としての自

分から出発せざるをえない。実際に出会っている関係
の中でしか間題がでてこない。僕の場合、出会いの関
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係をどう自分の中で内面化し思想化するかが問題。同
・じような課題を抱えた人がいて、共通の条件や場では

にれでいける」という場合もある。ただ、条件を無

視して一挙にマニュアル化はできないだろう。マニュ

アル化の危ｉ！灸性は常にあるとしても、それは次の点で

阻止しうると考える。つまり、される側自身の判断、

子どもの判断、どのようにこの関係を見ているかを受
け止めること、こういう作業をすることだと思う。権

力とは関係を固定化することだと思う。固定化させな
い、立場を入れ換えることができれｌ乱ゝい、ヒ思ってい

る。

小沢：事例研究とは、元々「問題のある人を対象化

する」という意味だ。そういう意味での事例研究を無

くしていこうというのが、私の立場で、野本さんの
は、自分も事例であると、事例の概念を広げていこう

とする立場だと思う。私は広げるのは危険だと思って

いる。「天皇も一人の人間だ」とさりげなくいっちゃ

う、教師や医師など権力をもっている立場はそれほど

簡単にされる側に転化できない。困っている人同士が

話をする場合は、事例研究ということばを使わなくて
も１／Ｍ／％

簸：事例研究に批判を向けながら、心配なのは、そ

れを乗り越える方法までいかないことだ。野本さんの

場合は、事例を問題にするとき、自分にも向けなが

ら、全体にも向けている、その違いが大きいのではな
いか。個の尊厳の問題と、同時に全体社会・Ｓ？・点検する

視点がないといけない。野本さんは児相を事例研究す

るといったが、僕の場合も短大にいるので短大の自己

点検をする、これは文部省からいわれた点検ではな

く、権力構造をどう崩すかという視点が大切だ。

オウムの場合、あれだけ別件逮捕されながら、誰も

それを指摘しない。これだと戦前と同じではないか。

そのへんを切り口として持つ£-がある。個が大事に

されていないのは社会が貧しいからだ。学問が未熟な
のだ。そこに向けた事例研究であれば、小沢さんの指

摘する側面は克服できるのではないか。

小沢：事例ということばを無くす戦略がありうる。

ある児相で「ケース」がきたといっていたのを、「お

客さん」といい変えた。それで感覚も関係が変わって
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いったという。それから、個の客体化をやめよう、そ

れで関係を創造しようというのが、私の提言だ。「よ

りよい事例研究」によって事態が解決に向かうとは思

えない。

真田：最近のアメリカの文献を読んでいると、事例
に対するアブローチが変わってきている。例えば「セ

ンターヘの不満を長々と話した」という、外の枠から

の説明のような仕方はだめであり、カウンセリングと
いうのは二人で向かいあい、その人自身フ５揃得のいく

ような過去・現在・未来を統合したストーリーを作り

上げる共同作業なのだ、というようになってきてい

る。だからＴＡＴやロールシャッハのようにで外から

決めつけるやり方は止めようではないかというのだ。
これは野本さんのいうのと近いのではないか。社会学

ではこうした方法が出ているのに心理学ではまだだめ

だ。

浅野：私は１９８４年から４年間、インドネシアの特

派員をしていた。オーストラリアやアメリカの文化人

ｊ：ｌｌ？ＩＭｒは１０年間スラムに住みつき、現地の人と共同作

業をしながら論文を書いている。だが、日本の研究者
は夏休みだけ住んで、にんな面白いことがある」と

ｘ／ヽう論文を書いていて、現地の人から文化帝国主義だ

と批判されている。最近ではそれを自己批判す；Ξ）学者

も日本に出始めたが…。

野本：社会臨床という学問は、自分白身を問い直す
ことに意義があると思う。「問題がある人の相談にの

る」という前提は問題がある。僕のｊ易合は、共に状況

を切り開いていく仲間として見る。児相をどう切り開

くか。相談に来たひとも自分を切り開く。そういう関

係の創造だろうと思う。オンプズ７ン制度を作ると
か、ソーシャルワーカー協会の倫理綱領をつくると

か、もっと相談を受ける側の人から発言を入れながら

作るべきだと思う。

富田：いままで聞いていると、事例研究というのは、

する側のされる側との関係の修復でしかないし、する
側・７）論理を普遍化するためにあるような気カ呼る。主

と客との関係力唆わること力叱ヽ要だ。ボランティアの

場では主客がひっくり返ることがままありうる。だか

ら、徳見さんのいうように、される側の論理や言葉の



風化とか、立場の転換がどうしても必要になるのでは

ないか。

簸：青木さんのいった、一般化とエロス化の関係だ
が、強い感情を伴っ翻蓼轟化というのがあるのだろう

か。それがないまま現在があるのではないか。ス

ウェーデンの方法の中に何を学ぶか、そこまでいくの

にどういうものを蓄積していかねぱならないかを、わ

れわれは問題にしたい。それを求めるために事例を積

み重ねていかねばならない。

浅野：あなたの発言は断定的だ。「オウム報道の姿勢

を誰も問題にしていない」というが、私は問題にして

きたし、ジャパンタイムズも取り上げていた。また、

「スウェーデンの例」についてもポンと出したのでは

なく、私は１９８３年以降の論文で紹介してきた。そう
いういい方をすること自体、日本の社会の有り方カ咽

題だ。

スウェーデンでは「フォーリナー」ということぱを

廃して「ニューカマー」と表現するようにしている。

小沢さんのいう、ことぱを変えることで内実を変える
ことがありうる。外国の例をだしただけで、ｊ！ｌｌｌ決する

わけではないが、；；りｌｉなのは、あるべき姿を描きなが

ら同時に足下の色々な問題を自分の立場で、例えば記

者は署名記事を書くとか、学者は盗作をしないとか、

そういう細かなことを大切にしながらやっていくべき

だ。スウェーデンでは青写真をもとに、現実の地域や

現実の職場で一つ一つあまり無理しないでやってき

て、その集積が今の制度を作っている。

だから、徳見さんのような、される側の人がここに

少ないのは問題だ。

岸川：作業所で８年。自分の立場で知りえたことで、

他の人が知らないことがあり、それを語る時のうしろ
めたさがある。ただ、自分がどう係わったらいいかと

思う時、他人からのアドバイスが欲しい、その時、事

例研究を求めてしまう。対等な関係とは何か。

徳見：利用者と指導員の間で、対等な関係はありえ

ない。私１１１身が自分の人生を賭けて闘い続ける、また

別に、野本さんが児相の中で闘い続ける、その両者の

共闘関係の中で初めて対等になったと思う。作業所と
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利用者という関係は、やれぱやるほど、される側がき
つくなり、触れて欲しくない面が出てくるから、対等

な関係はでてこない。

野本：個と個の関係７５１基本だが、その個がそれぞれ

関係の中で作られている。一人の人間はそのフィール
ドを背負った人間としてあるので、関係そのものを含

めて切り込みあうのだと思う。だから、その時同じよ

うな状況を背負うことになる。

小沢：それは事例という呑気な話ではなくなり、闘

うという形でしかありえない。私は徳見さんに「先

生」と呼ぱれた。それは私ヽがー-緒に闘っていなかった

からだ。される側は何をして欲しいのか。きっと、何

もして欲しくないのだ。ところが、する側はお金も

らっているから、何かしなければならないという強迫

観念をもっているし、知りたい欲求をもっていて、そ

れがアカデミックな装いを持つと事例研究になってし

まう。される側は、叱-な時にこっちを向いてもらえ

ｌれゝ いのだ。

野本：次の課題は、自分自身が係わっているそれぞ
れの体験を報告しあうとか、あくまで具体的な出来事

をとおして、体験を共有する中で討論できるといい。

浅野：１９７２年に共同通信に入り、３年ｌ：１に小野さん

というで冤；罪者を「殺人者」と書いてしまう。その後獄

中で会い、記事にし、その記事が改ざんされる。そし

て書けない立場に放逐され、闘ってきた。その闘いの

中で小野さんに許してもらう。裁判闘争を支援し、
’９１年に小野さんは無罪判決が確定した。だが小野さ

んを犯人に仕立て上げた河内孝記者は毎日新聞の外眼

部長になり、当時警視庁一課担当だった記者は社会部

長になっている。こうしたマスコミの体質を日本マス
コミ学会も問題にしていない。１９６０年代の「何のた

めに学問するか」という問いと、その社会運動の流れ

がこの学会にあると、心強く思った。

青木：私は教え・教えられる関係の外し方をずっと

考えてきた。一つは、「管理から自由カ吐まれる」と
いうブラックボックスについて、もう一つは、「どう

したら、人に影響を与えないでおれるか」というこ

と。今後ともこのテーマを考えていきたい。
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日本社会臨床学会第３回総会（１９９５年４月２２～２３日）報告

全体会：分科会報告を受けて一今後の社会臨床学会の課題を考えるー

報告：ハ木晃介（分科会｜）
浜田寿美男（分科会ＩＩ）
大谷強（分科会｜｜｜）
佐々木賢（分科会ＩＶ）

司会：山下恒男（社会臨床学会運営委員）

従軍慰安婦問題についてのアピール

司会：これから締めくくりの全体会を開きます。最

初に、分科会の報告を聴く前に、朴麻衣さんの方か

ら、元従軍慰安婦にたいする民間募金にｊ叉対する署名

運動についてのアビールを頂きたいと思います。既に

皆さん署名されている方がいると思いますが、改めて

趣旨を説明して頂きます。

朴：私は横浜市の地域作業所の職員をしています。

去年の５月に韓国の方から元従軍慰安婦の被害者の人

達が１５名ほど来日致しまして、国家補償、個人袖償

をせよということで政府の方に交渉に来た折に、一緒

に１１日間を同行しました。従ｌｌｌ慰安婦の問題は、４年

前に当事者の方が、５０年前に自分達が日本軍に拉致
監禁されて、強姦の暴行を受けたということを初めて

告白し始めましてから、マスコミにも皆さんの耳にも
入るようになって来ました。従軍慰安婦の７０、８０の

年老いたおばあさん達は、この事実をまず日本の皆さ
んに認めてもらい、国家がこれを責任を持って一人一

人に国家禰償をして欲しいという要求をこの４年間

ずっとしてきました。今年は戦後５０年で、政府は８

月から従軍慰安婦問題等小委員会というものを設置し
て、従軍慰安婦に見舞金を渡すことで、全ての侵略戦

争の歴史を不問にしようとしています。この見舞金と
いうのは、国家補償という形で出すのではなくて、民

間から募金を集めると４月８日に正式に発表していま

す。日本赤十字社、全国社会福祉協議会という二つの

大き；な組織を使い、地域に募金運動キャンペーンを展

開しようという情報が入ってきています。このキャン
ペーンが始まりますと、いまでは被害者対国家という

構図で見られているものが、私達の身の周りで百円、
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二百円の募金運動が始まり、それが被害者ヘーつの善

意として見舞金として渡されていく。募金をすること

で日本人としての責任とか戦争責任というものは全く

不問にされたままに、被害者への手切れ金といった形
になっていくのではないかということで、非常に腹立

たしく思っています。社臨にお集りの関係で、福祉の

現場の方も多いと思います。この募金運動；６ｔ福祉の文

脈で展開されるということを私はとても危機感を感じ

ております。署名を機会に考えて頂ければと思ってお

ります。

司会：今のような趣旨ですので、よろしくご協力く
ださい。それでは、それぞれの分科会で主にどういう

ことが話し合われたのか、報告を受けたいと思いま

す。

「同和」教育の社会臨床像（分科会Ｉ報告）

ハ木：同和教育なるものが制度化されて、３０年間も

しくはそれ以上になるのですが、誰もが等しく感じ

とっているようにズタズタに破産してきている。その

総括がやはり求められているのではないか、こういっ

た点では全体の認識は一致していたように思われま

す。しかしあくまでも；ＩＱｉ点は多岐にわたっており、そ
のごく一部についてのみご報告致します。そこで話さ

れたことは、従来のいわゆる同和教育、そこでの啓蒙

主義教育、路線といったものの破綻という問題です。

これも、もうずっと言われ続けていることですが、や

はりそれをもうー度きちっと捕え返していこうという

ことでした。具体的には、被差別部落の近世起源説、

それから歴史観としては悲・際貧困史観、それから方法

の問題としての道徳的な規範の注入、というこのあり



；１５１１が科学的でかつ正しい知識として従来おおむね共通

に：理解されてきたのだけれども、その共通理解そのも

のが全部まとめて１１１１１綻してきているのではないか、と

語り合われました。この分科会の発題者の人選は私の

独断で、気に入った人を呼んだということがあり、割
と仲良く終わったという、しかし運動主流の人たちが

聞いた亡浦１対殴ってくるだろうという、そういう奇妙

なことになりましたので、うまく行きはしたけれど、

それ自体がひょっとすると、失敗だったのかもしれな
いな、と思います。話を戻しますと、差別意識という

ものは人々が無知であるかどうかということとは、相

対的に無関係だ、むしろ関係がないととらえるべきで

はないか。
つまり、差別は無知かあるいは有知かということに

よるというよりも、人間の存在というものにとって差

別が本質的な関係的崔枠組みであり、その点で差別を
なくすという目的は道徳的な要請としては成立した

り、あるいは意味を持ったりしても、むしろ我々とし
ては差別をなくすというのではなく、差別と向きあう

というか、あるいは差別が人間にとって本質的なもの

であるならばそれをきちっと見届けて、そして差別と

闘うというか、そういったことを目標としたいという

わけです。柴谷さんが言われましたけれど、自分の自

我を守るために差別するという側面が非常にあるわけ
だし、そういう意味でも差別は人間にとって本質的な

のだ、ということをまず認めようよということです。

従来の同和教育カ孔破綻、破産しているからと言っ

て、ならば一般的、抽象的な人権教育にスライドさせ

てそこに解消していくということがいいのか。しばし

ば同和教育を止めにして一般的な人権教育にしましょ

うよという時には、何もするな、そっとしておけとい

う本音が見え隠れする場合もあるのではないか、とい

う指摘も当然ございました。しかしこれも柴谷さんの

話を引用しますが、人権というのはＬＩＦＥＴＯＢＥ
ＤＩＦＦＥＲＥＮＴ、つまり人ごとに異なりがあって、その

異なってありうる権利、それは逆を言えばＤＵＴＹＴＯ

ＢＥＳＡＭＥ、同じであるべき義務であって、これまで言
い習わしてきた同和教育の同和というのはいったいど

ちらの局面を意味しているかというと、明らかに
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ＤＵＴＹＴＯＢＥＳＡＭＥの方、同じであるべきだという

義務の方です。これではもうお話にならないというこ
とを含めて、今からでも同和という概念を止めにしよ

う、ということも提案されていました。では、結局の

所どうするのかということですが、少なくともそうい

う問題を多く含んでいる同和教育を生み出しかつ導い
てきた部落解放運動というものを運動を進めてきた側

と我々相対的に外側にいたものとが真摯に向き合いな

がら議論できる雰囲気にはなってきたということで

す。そうい引寺代になってきたのではないか。この分

科会では学校教育と社会教育とごちゃごちゃになって

話しまして、しかし最後の方で藤田さんの方からとて

も大事な問題が出された。つまり例えば社会教育の場

合ですと、何人動員したかによって集会が成功したか

どうかが決定するといった作風７５１運動の中にも行政の

中にも成立しているが、そういう大きな網をかけて

も、網が大きいだけにどれだけでも逃げ出せるという

か、落ちこぼれる部分がでてくるわけです。そういう

ことではなくて、一人一人の人間が、縛り付けられて

いるであろ・う呪縛からの解放をかけて、一人一人の関

係性かＩＥ、全体につながっていくというか、そういった
いわぱ出会いの場を作るという所から再出発すべきで

はなかろうかということを言っていただきました。

学校の現←「障害児」問題と「不登校」問題のは

ざまから（分科会ＩＩ報告）

浜田：学校の現在というテーマを設定しました。中

でも不登校の問題をどう考えるのかということがあ

り、かつては病気であるというキヤンペーンがはられ
たりしたことがある。それに対する反論という形で、

誰もカ坏登校状態になりうるのだということがかなり

言われてきて、学校以外のもう一つの場に対して一定

程度の肯定的；！ｋ認識が一般化するようになってきてい

る。ところが片方で、それよりももう少し以前障害を

持っている子供達を普蜃学校へという運動は学校に

子供たちの生きる場をということでやってきたと。表

向きこれは相反するというのか、この辺のところをど

う理解したらいいのだろうかという、素朴な発想から

始まりまして、学校の現在をめぐってこの２つをどう
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からめあわせようかといった形で私自身考えてきまし

た。１９７０年代障害を持った子供たちのいわゆる学習

権という形で言われてきたこと、つまｔ）学校教育を受

ける権利を保証していくべきではないか。こういう運

動力ｌｘ／巧んな形で出されました。その時１９７９年の片

方で養１１１１学校という形で（ｚ）学校教育の保証の仕方は選

別につながる。人と人が共に生きるという場ｉｒ学校の

中に保証していくという形で大きく考え方カ扮かれた

時代があったけれども、我々は共に生きる場としての

学校というイメージで、障害を持っている-ＥＦ・供がクラ
スに入ることで学校という教育空間が変わってくるの

ではないかという期待を持っていたということがあっ

たと思います。その中で共生、共に生きるということ

が一つのスローガンとして大きく前面にでてきた。と
ころ；６ｔ今度は不登校の子供達がその頃からどんどん増

え始める状況になって、学校カ呼供達に教育を施すと
いう名目で、ある種の管理空間になって、その中で息

苦しい思いをしている子供達がそこの場を自分達の生

きる場としては選べないという状況。そこから逃れて
いく、行けな・、ヽ状態が出てくる。そういう中で、学校

から逃れてもうーつの場で生きていいじゃないかとフ

リースクールの運動があちこちで芽生えるようになっ

てきていた。不登校がーつの選択枝として位置付けら

れるようになってきたと思う。ですから学校の中で共

に生きるという発想と、そこから逃れてもいいのでは

ないかという発想とが１０年程の間を置いて登場して

きたのだろうということは、皆さん一つの了解として

確認されたのではないか。たフ’ご学校という所がいろん

な子供達をその姿のままに受け止めるだけの生きる場

として成立していれば、統合の問題とそれから不登校

の問題と・・ヽう反対のベクトルでもってぶつかるという
ことはなかっただろう。ところが残念ながら障害を

持った子供達が入ることで学校も変わるのではないか

ということは、少なくとも現実に照らして見る限り幻

想でしかなかったということが今や明らかだろうと思
います。その証拠にいわゆる統合保育という形で保育

の現場に障害を持ってい；る子供達、今でも重い子供達

は入れていないというのが一般的だろうと思います

が、それでも周りの子供達からもあるいは保母さん、
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先生方からも受け入れられ、以前に比べますと小学校

に入るのは比較的楽になってきた。ところが入っては

みたものの、高学年になり中学校段階になると多くの

子供達が学校という所に居場所を持てなくなるし、他

の子供達は障害を持っている子供達に目をやるだけの

ゆとりも失ってくるという現実があるわけです。

学校全体を制度的に改革するという形の考え方では

もうあかんのちゃうかというのが大勢を占めたわけで

すが、かと言ってこういった方向でやったらいいとい

うのカ呪えているわけではない。現実的にじゃあ何が
できるのかということなのですが、一つは学校という

場所にあくまでこだわるということはあっていいだろ

うと僕は思います。例えば障害を持っている子供達が
・ｌｉ！収という所にこだわる。共生という中・て？ヽ子供達は授

業の場ではなくても、少なくとも仲間関係を作る中で

将来地域の中で生きやすくなるのだといったことカ嗜

われてきましたけれども、現実にはやはり・：ｐ学校をで

た後で行き場がない。作業所であったり、養ｌｌ甕学校で

あったりという場所を選ばざるを得ない。そうします
と、仲間関係をという形の関わり、考え方ではどうも

っ１４ｒ・ｌｒが悪いわけで、宮ｉｌｌｉ；１輦太郎さんが主張されている
ことですけれども授業外の仲間関係に期待するという

ことじゃなくて、授業の中身そのものの中で彼らが自

分達の力を発揮するというか。それは子供を一歩でも

半歩でも前に進めようという強迫的な発達観ではなく
て、文字通ｉ）子供が自分の目の前にいて一緒にやって

いるという、現実の中でやれることを考えていくとい

うことが必要だろうと。もう一つはやり過ごす子供が
いてもいいと。学校ってどうってことないと。これは

山田潤さんも言われていることですが、不登校で行か

ない子供達はそれはそれでいいｌ．。、学校という制度が

現にあって９９％に近い子供達カ葺ｉっている現実の中

で、やり過ごしてもいいと、学校ぐらい行ったれやと

いう感じの思い方というのもあってもいいだろう。も

う一つは、もうしんどくなってどうしてもやだという
ときには辞めて別の所に行く。あるいは、例文。ば宿題

は出さないで欲しい、とか、あるいはｉ堅刻もべつに認

めて欲しいとか、欠席は好きなときにいいとかいう条

件を出して、その上で行ってあげるわという感じのこ



ともあっていいだろうと思います。正しい・１｝！咬論、理

想的な学校論ではなくて、個々現場で個々の教師がで

きることをやっぱりやっていく以外になかろうと。

最後に、今まで例えば発達心理学というのｌ；ｉ学校の

中で子供達がどういう思いで何をやってきているのか

という部分に目を向けようとは少なくともしてこな

かったように思います。社会臨床という形で学会が発

足して以来、社会臨床という言葉のイメージ、現場
の、生きてる場の中のー人-人の子供の思いを我々が

ど・モｉ記述していったらいいのかと。ど・う理解するかで

もいいのですが、そういう作業をしてこなかったと。

極端に言いますと発達心；！１１学者というのは、向こうか

らこちらに出かけてくるのを待ち受けていて、来たと
ころで、自分達の間尺にあった形で相手を切り取ると

いう作業しかしてこなかった。向こうに出かけるとい

うのか、問題・ア）現場に立ちあうという作業をしてこな

かった。生きる現場の中での子供を理解するという作

業を専門家は、いかがわしさは承知の上でそういう作

業を私は私・７）現場の中でやっていかなけれｌれヽけない
のではないかなと思います。

福祉の現在→一地域と施設のはざまから（分科会｜｜｜報

告）

大谷：発題者がお互いに顔見知りということで、話

も率直に言うと１０数年前に出たような話がまだ、い

まだに言わなけれ物心いのかなという様な感じで

ありました。午前中は施設内における差別の問題など
が、とくに施設職員側からも出されました。それに対

して、会場の方ですばらしい施設というか、生活の質
が良くなっていけばそんなに施設は悪くないのではな

いかというような意見；６１幾つか出ました。あるいは養

護学校Ｊｔ＝・施設を無くしてもその後の受け皿をどうする

のかという議論が出て、それを巡ってかなり白熱した

議論になりました。障害者白身の方から言えば、自分

達カｔ施設を作ってくれと言った覚えは無いと。親達が
一生懸命施設作れと言って要望書を出して作ったじゃ

ないか。そのつけが施設職員の方にまわされているの

だということで、良ｘ／ヽ施設を作っていこうといったと

ころで、いわば罵倒したり暴力的に障害者の声を抑え
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つけるのに対して優しいアプローチをするだけであっ

て、それは所詮施設という枠内でのことではなかった

か、いうような議論がされてきまして、そうした親の

声で作られた施設もまた施設職員の内部告発型の運動

もこれまで既に現実に璧にぶつかって、そうした人達

は辞めざるえなくなっているということがある。そこ

らでぷつかっていてもどうしようもないのではないか

な、いうことのように受け止めました。それから施

設の受け皿というような議論があるのですけど、受け
皿を作るために地域福祉をやっているわけではなく

て、施設に行かなくてもいい：ｌｔｌｌ域社会自身をどう作っ

ていくのかということだ。受け皿論で発想する限りは

正しいものは出てこないじゃないかと。もっと言えば

地域で障害者自身カｔ自分達の地域社会を作っていく、

生活をしていく、その生活のいろんなあり方を求めて
いくときに、逆に施設が邪魔になるという意見もあり

ました。別に施設を解体しようということを求めて運

動している訳ではなくて、ｊｔｋ域で生活しようと思う障

害者にとって施設が邪魔になっているだけだ、邪魔を

しないでくれ、ということだろうと思います。健常者

が中心になっている施設職員と、施設内に入所させら

れている障害者とが対等な関係、同じ人間ということ

にはなっていない現実がある。

午後は、地域での生活を支えるシステムあるいは地

域社会のあり方とは一体どうなのか、ということが問

題になりました。地：１３ｊｌ；福祉と言われてきながらも、大

規模旛没は減ってないし、入所している人の数もぜん

ぜん減っていないという現実が一つあります。それか

ら地域で仕事をする福祉職員自身が施設内と同じ様な

関丿係性を持って利用者に対峙している。結局お世話し

てやってる、介護してやってる、誰のおかげで生きて
いられるのかとい・う絶対的な関係はある意味で変わっ

ていない。更に施設や病院がグループホームだとかい

ろんなサービスを提供することによって、逆に地域を

取り込むというような面もみられるのではないか、と
いうようなこと力ｔ議論のテーマになりました。そうい

う中で、いわば今のそうｘ／ヽうｌｉｌ祉や医療などの行政が

提供するサービス、制度、自分達が選ぶサービスとい

うようなものとの関係とか、あるいは制度化を求めて
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いくということと自分達カｔ・ｆ乍りだしていく取り組みと

いうようなことの関係はどうなのかの所でお互いにせ

こいところでせめぎあっているに過ぎないじゃない

か、という話だと思います。地域社会における在宅福

祉と言いながらほとんどそういう社会的サービスが無
い状況でもやっぱり差別がある。それはある意味で地

域の住民という無給の職員による差別だ。ただ無給の

職員による差別の方がある意味で変わる可１１ｔｌ性がある

のではないか、というような発言も出ましてかなり議

論になりました。それから阪；１申大震災と地域で生活し
ている障害者との関係辺ＩＪＩこ鸚頷鯵席今までｊｔｋ域社

会で平常時であっても非常に綱渡り的に自分達の力で

ネットワークを作ってきた障害者というのは、震災後
もかなりしっかりと新しいネットワークを作ってい

く。そういうネットワークを作れなかった障害者や施

設内障’ｌ！Ｆ者が逆に非常に厳しい状況に置かれた。それ

から今まで在宅生活をしていた障害者や高ｌｌ冷者もこれ

をきっかけにまた病院や施設１こ収容されてしまうとい

う、しかし施設に入らされた障害者や高齢者は早く出
たい、ところが出る場所が無い。そういうことで言え

ば、阪神大震災というのはこれかなｌ也域をどう作って

いくかという時に、非常に大きな試金石になる。です

から戦後の５０年を同じ道で復興したのでは全くしょ

うもない。戦後社会がまさにこういう危ない社会とい

うか障害者やｉｌｌｉ齢者が安心できない社会を作ってきた
という反省だろうと思います。そういう意味でこれか

らの新しい地域社会をどう私達自身が作っていくの

か、障害者自身が持っている夢や希望をどうかなえて
いくのか、そのためのいわば関わり方なり、地域作り

というものが改めて課題になるのではないかなと思い

ます。私としては、障害概念の逆転といいますか、障

害を持っているからこそすばらしいのだ、当たり前

じゃないかというような、それを寧ろブラス概念に転

換できるような地域社会という所までいければ良かっ
たと思っています。先程の地域で自立した障害者ほど

非常にしぶとく元気に地域社会作りを震災後始めてい
る。施設に収容されていた障害者や今まで自立という

ことを考えたことのない健常者ほどおろおろして、茫

然自失状態になって、逆にどうしようもない。そのよ
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うなあたりで、マイナスイメージで固定化されてきた

障害概念をどうｉｌ！ｌ転させるのか。出来ない人じゃなく

て、寧ろもっと別な出来方をする人というところで、
いう話がでてくるかなと思ったのですが、これは今後

の課題ではないかなと思います。

事例の報道・発表・研究を考える（分科会ＩＶ報告）

佐々木：この分科会は前年度も同じようなテーマで

やってきましたし、臨床心理学会の時からの問題でも

あった、ということを小沢さんが初めに説明されまし

た。例えば裁判事例の中の少年達というのがあった。

それをジャーナリズムとか報道する側の人達、あるい
はそれを扱っている検察あるいは裁判の過程とかいう

ようなことを、告発してきた過程というものがあった

ようなのですが、もう２０年以上の経過を経てきてそ

れにしてはと小沢さんがおっしゃるのですけれども、

問題はそれほど進展していないと言いながら６項目に

渡って事例研究の問題点というものを挙げられまし

た。例えば当事者抜きであるということ、あるいは事

例の解釈というのが一方的であること、というような
ことが挙げられております。最後に小沢さんは結論と

して事例研究という言葉も事例研究も葬り去りたいい

うようなことをおっしゃいました。

次の青木さんは、養Ｓ１１１学校の先生ですが、実は養護

学校の中では非常に事例研究だらけなのだそうです。

青木さんは事例報告をする際にカルテ型の事例とド
キュメント型の事例と２つにわけて説明してください

ました。カルテ型といいますのはいろんな小さな項目

がありまして、成育歴だとか観察とか食事の仕方と

か、そういうものに観察者のコメントカｌｆ寸けられてい
るのです。ドキュメント型というのは物語になってい

る。教師が付き添って誰々ちゃんと食事をしたときに

にこっと笑ったというようなことが書かれている。な

んかドキュメント型でいきますと、人間的な情感が伝

わってくるような感じがしてよさそうなのですが、両

者に共通する点というのは要するに良く教育したいと
いうことであると。観察し、そしてこの子をどうにか

してやろうなどと考える教育の営みそのものに対する

反省はあまり無い、という点を指摘しておられまし



た。つまり教育の目的とか方法とか指導とか評価、そ

ういうことそのものを今の時点で問い直していかなく
てはいけないのではないか、という問題提起をなされ

ていました。

野本さんは、ご自分の小学校の教ｆｌｉｌｊｌ寺代、そして児

童相談所の職員の時代を振り返りながら、この事例の

問題について考えておられるようであります。最初
の、若い教師として小学校に赴任した時に、子供が騒

いでしょうがないと。先輩に聞いたらぴしっとしなく

ちゃいけないなどと言われて、どうもピンとこなかっ

たというところから話を始めて、当時の若い教師の

サークルを作って、自分の悩みを話し合ったのカリト常

に良かったというようなことを報告されておりまし
た。ただそのころは教師の権力性とか、教育の営みそ

のものへの反省などというものはぜんぜん無かったと
いうことです。児相時代にいわゆる専門家の立場に置

かされる訳なのですけど、専門家の立場としてのマ
ニュアルといいますか、それは相談者の立場に徹底し

て立たなくちゃいけないということを研修で教えられ

たりして、当時はそのことに非常に感じ入ったりして

いたというようなことを話されました。ただ児相の

中で、診断会議、処置会識を経て決定する中で、やは

り決定は児相（Ｚ）１１Ｕ１がしてしまう。最後に決定を伝え

る、その中で相談者に伝えない部分もあるというよう

なことに気がついてくる。そこで彼の悩みが出て来る

訳なのですが、最終的に彼は相談者と地図を作るとい

うような過程の中で、する側とされる側との確執の問

題というものを解決出来はしないだろうかと。要する

に体験の共有と点検ということを今後考えていかなけ

；１１．ばいけないのではないかと、いうようなことで結ん

でおります。

浅野さんは長らく共同通信の記者として活躍なさっ

てきたのですけれども、彼はご自分の体験から冤罪の

ものを、有罪のごとくに書いた記事があって、その反

省から匿名報道の問題に関わっていくことになるので

す；６１、全世界的な立場から見ても日本の報道の匿名記

事というのが、非常に匿名性を守るということが遅れ
ているということを指摘なさいました。色々な事件の
、１１１介がありました。例えば自殺した人がいて母親が遺
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書を公開しないでくれというにもかかわらず、言論側

で遺書をあらかじめ公開するような手続をとりながら

了解だけを求めていったというようなことがあったり

したということ。それから３億円事件の実名報道をし

てそれが無罪であったわけです。ところがその３億円

事件で報道された人が２６年間も苦しみ続けたという
ようなことを紹介してくれました。その中で浅野さん

が示された一つの案でオンブズマン制度というのです

が、権力者というのは実名報道してよろしい、無名の

ものは匿名にすべきであるという提言をなされて、権

力であるとか、無名のものであるというのは誰がどう

判断するのかといいますと、３つの基準というのがあ
ると。１つは誰ということである。誰というのはＡＢ

Ｃに分けまして、Ａというのｌ；１：天皇とか知事とか非常

に高い地位にある人、それからＢというのは有名人、

Ｃというのは普通の人、この基準が１つあります。も

う１っは犯罪の性格が権力犯罪であるか、一般犯罪で

あるか。３番目には真実性というものがある。この３
つの要素をミックスしながら、これを審識しなくちゃ

いけないのですが、その審議するシステムとしてオン

ブズマン制度というのがあるのだと。それは中立では

なくて必ず弱者の立場に立つのであると、発言しえな
い人の立場に立って代弁するような機関というものが

あるのだと、いうようなことを説明されました。午後

は討論に入りましたが、３つの流れがあったように思
います。一つは教育の問題でありました。もう一つ

は、体験を共有すると野本さんが言いましたが、その

是非をめぐってです。そして最後はする側-される側

ということについて討論が行われました。最後に、昨

年度は事例の問題を考える時に、される側が発題者の

中に入っていたのｌこ、今年は入っていないのです。こ

の問題もどう考えるかというような発言がありまし

て、発言しえない人達の立場にどのようにして立つか

というのを考えながら分科会の持ち方をも考えていか

なければいけない、というような課題が残されており

ます。

こだわっていることをいくつか

司会：この全体会は分科会報告を受けて今後の社会
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臨床学会の課題を考えるという、大それたと言います
か大きなテーマで、およそ無理な話だと思いますが、

とにかく今の報告を受けまして、発言していただきた

と思います。どなたでもどうぞ。

篠原：ハ木さんが自我を守るために差別はあっちゃ

うという、そのリアリティをやっぱりきちんと凝視し
てゆこうという提起をされたといったようなこと、

従って自我が問題だと、自我カ唄われているというの

は、そしてそこを自我というものをどういうふうにこ

う自己切開してゆくかという、まさに自我に所属する

ういうテーマ、これ力呵Ｉきずっていく差別という

があるのではないかということで、今後も考えてみた
いと思いました。

それから２つ目の浜田さんの方、実はこのテーマは

僕もずっとこだわってきて、障害児の教育権、学習権

を保証するために普通学級へという運動があったとい

う、そういうとらまえ方で良かったのかというのが一

貫してあるわけです。つまり、学校という空間を言わ
ばどの子も学びうる空間としてどう考えていくかとい

う、そういう教育のテーマに考えていくと言うか、そ
この所が僕は違うということずっと言い続けてきた。

それを言葉として言えば、生活の場としての学校とい

うことで、言ったら教育を無化する出来ない・モＥＦ・供達が

そこに厳然といるという、そういうテーマとしてこだ
わってきたのでありますが、そういう点で今回も障害

児の教育権、学習権の問題としてこの共生教育の問

題、問われたということについては違うな、と思いま

した。

それから第４分科会の話、一つは当事者抜きの事例

研究、所詮事例研究というのはする側のためにあると
いうことで、もしここに当事者が、つまりされる側が

登場するとすれば、する側に一生懸命入れ知恵をする

というか、補完する、そういう構造にならないのだろ

うか。そういう点ではまさに問われているのは教育の

構造それ自体である、あるいは医療の構造自体である
と青木さんが出されたとすれば、まさに僕が言いた

かったことを言ってくださったと思いました。当事者

という言葉、第３分科会の中でも言われたことなので

すけれども、僕はとっても納得していない言葉なので
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す。僕も例えば、障害者問題との関係の中で生きる一

人の当事者としてそこにいるのではないか、障害者の

立場を代行しているといういう位置でしか自分が語れ

ないとすればそれはちょっと違うのではないか、つま

り私も当事者という文脈の中で考えることは出来ない

のだろうか、というのが当事者をめぐっての私のこだ

わりです。

これまでのやり方は幻想だったのか？

篠崎：僕は神戸市の教師をしています。第１分科会

についてですが、教育と運動と行政がその中で非常に

葛藤というか喧嘩は多かったと思いますが、少なくと
も大阪を見ていたら解放教育というのはかなり成果が

あったと思うのです。僕は神戸ですからそれに教えら

れるところカ琲常に多いです。そしてそれが障・ａｌ者解

放運動というのもやっぱりそういう部落解放運動に影

響されて、学ぶところも非常に多かったと思うので

す。もちろん今後はこれまでと同じやり方でいいとは

思いません。発展すべきところ、その他多々あると思

うのですけれども、それなりにやはりこれまでのもの
は解放という点では成果はあったと思うのですけれど

も、先程のまとめを聴いていますと何かこれまでのや

り方をすべ１：１浚綻したというのですか。確かにこれか

ら発展すべきところは多々あります、それは分かりま

すけども、そう聞こえましたがいかがででしょうか。

佐久本：大阪で障１！Ｆ者荊１１１５！：運動のわだち舎という所

をやっています。今大谷さんの方からずっと問題のま

とめお聴きしていて、最後に障害者像の逆転という

か、プラス概念として見れないかという提起が、本当

は話したかったとおっしゃられて、熔藤うちょっと

その辺が良く聴きたいなというのがあります。篠原さ
んが言われたように当事者という言葉、僕等もこだ

わってまして、障害者当事者の告発が運動の主流にな
るべきだとか、障ＩＦ者がいて健常者がボランティアと

かお手伝いするみたいな構造に、運動体で先頭切って
いるところ、なりそうなところもあって、ちょっと違

和感もあるのです。その中で障害者像の逆転というの

がどういうふうに使われていくのか。ホワイト・イ
ズ・ビューティフルだから次はじゃあブラック・イ



ズ・ビューティフルを対置すれｌれ功功ヽというと、そ

うでもないだろうなという気がして。その辺が僕ら自

身も考えていかなければいけないなと思うのですが。

何か大谷さんの方であれぱーつ欲しいなと思って、意

見を。以上です。

関山：大阪の枚方の小学校の教師をしています。第

２ｊ分・１！ト会自身はすごくいろんな意味で私も勉強させて
いただいたり、示唆される点が多くて良かったと思っ

ています。現場で障害を持った子を普通学級で受けと

めて長年やろうとしてきて、中学の問題も色々山積し

ているということは事実だと思います。しかし浜田先

生が、統合教育が幻想だったっていう感じでおっしゃ

る場合に、もちろんそのおっしゃる；視点というのは私

なりに掴んだつもりなのですけれども、それがそれ自

身として広がって行くという怖さを感じます。それは
そうだという部分を私白身も持っていますし、自分た

ち・７：）枚方・ｚ）現場見ても痛感しますが、統合教育は幻想

だったとされてしまうと、先程の第２分科会で語られ

ていた丁寧；な論議もちょっと飛ぶような気がします。

そういう意味で、センセーショナルな言葉、問題提起

かもしれないけども誤っが騨釈も含んで広カ１る怖さを

ちょっと感じました。

現実に生じていることを

谷奥：東大阪市教育研究所の谷奥です。篠原さんと

枚方の先生が言われたように、僕等は運動としては、

統合教育ということで入ってきてないのです。統合と
いう面の問題点、普通学級に障害児がやっぱり吸収さ

れていく問題といったことは言われてきたのですが、

統合教育運動という形では出してきたことは無いの

で、その辺で浜田先生のまとめられ方で言われたのだ

と思っております。それから篠原さん質問された学習

権、教育権いう言葉も使っておりません。特に障害児

に関しては幻想ということでは、現場の方もそうです

し僕自身も障害者の市民運動のグループでもあります

ので、幻想ということで終わるわけにもいきません

し、今も現在４、学校に入っている子供がおりますし。

僕等も別に教育権とか学習権いうだけでやっているわ

けじゃ無くて、生きていく場所としてそこしか無いと
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いうのを分科会でも言いましたように、やはり障害児

の場合は他に場所が無いです。フリースクールも障害

児の子供たちを受け入れている状況どころか、毎月３

万円なり払わないといけないようなことも指摘させて

もらいましたけれども。障害児の子供で最近、まあ

びっくりするかもしれませんけども、東大阪で一応学

童保育を保証させているのですね、！ｌｉｔ校終わってから
の場所いうことで勉強の場所じゃないので、割合喜ん

で行っている子供達多いのですけども、それ力１やはり

行政の方がそうい・う学童保育・７）組織に対して袖助金を

出す形で、それは今までのいわゆる民間委託の流れか

ら来ているのですけども。最近ある／ｊヽヽ学校で、女の子

が今度６年生になったのですけが、民生委員の８０歳

の運営委員長の方がお母さんに言われたことは、小学

校で障害児の子が生理がもしでてきたら、お母さんが

責任を持って休ませなさい、というようなことを言っ

て来た。高齢者の人がぜんぜん世の中分かってないと

か呆けてるとかいうことじゃあ無くて、そういう人を

運営委員長にして、学校（７；）教頭とか指導員とか話をし

なくてもいいと、やはりおかしいと。何でも母親に返

して来るという構造がまだまだ障害児を生んだ責任は

母親みたいな感じがあります。色んな差別的な問題が

出ますけども、それをどう取り組んでいくのかという
ことでやっているということ去分かって欲しいと思い

ます。それからあとは社臨の方でしゃべる機会が無い

ので、ちょっと希望しておきたいことがあります。と

くに大阪で不登校ゼロを目指してとかいうゼロ思想と
いったものが出てきています。これは障害児の時は、

日；２１・；１１ａｌ床心理学会の時も優生、思想の問題出てきたと思

うのですけども、学会としてもそういう問題にも取り

組んでいただきたいのと、社会臨床学会もやっぱりい

じめの色んな答申がどんどん出て来るので、なかなか

見解を出しにくいとは思うのですけども、やっぱりい
じめに関しても１汁論をして、それなりに゜また学会とし

て出せる部分は出していかないと、何かこう、行政が

最近はすごく先先動いてますので、そういったことも

取り組んでいただきたいと思いますのでよろしくお願
いします。
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解放されたのは何なのか？

司会：５人の方からご意見なり質問が出たので、そ

れぞれの分科会の報告者の方一言づつ関連することに

お答えいただくなり何なりして。あるいは分科会の出

席者で適当な方に答えてもらった方が良い場合は指名

していただくなり、そういう形で、第１分科会のハ木

さんの方から順番にお願いします。

八木：私の方にはお２人の方からの声がありまし

た。お１人は篠原さんで、自我がまさにポイントにな

るだろう。僕もそう思います。それで人間というのは

要するに自己のアイデンティティ管理に熱中するとい

うか、そういう存在だろうと思うのですが。そのアイ
デンティティコントロールの中の１つの非常に重要な

領域として差別というのがあると普通我々は考えてい
るのです。ですからそういう意昧での自我のありよ

う、もちろんこれは自我というのは何となく生れなが

らにあるという部分もあるのですけど、それと同時に

やっぱり関４系性の中での自我ということですから、そ

の辺で確かに僕はまたこれからも考えていこうと思っ
ております。あとは篠崎さんの発言です。成果があっ

たじゃないかと、それをぜんぜん無かったと言われた

のでは立つ瀬が無いというところも多分おありなのだ

と思うのですが、一体全体、解放との展望においてど

う評価するかというか、自分の持っている解放のイ
メージというのが多分おありだと思います。僕にもそ

れなりにあると思っています。そこから過去３０数年

の同和教育なり部落解放運動の軌跡を見てきた時に、

確かに言われる感じは分かりますし、僕もそのように

１００％信じていた時代もあります。しかし今ここで過

去を振り返って批判的に総括していくという時には、
かつて僕が成果だと信じ込んでいたことがそれ自体に

おいて陥穿というか、落ちこむ穴であったのではない

かと思うのです。問われていることというのは、何を

持って解放だと思っておるのか、ということだと思い

ます。ただ申し上げたいのは６５年の同対審答申に書

かれてあったこと、ここで言われていることは今ほと

んど終わっちゃったわけ。全部とは言いませんが、実

態的差別にあたる部分ではほとんど格差は是正され

た。残るは心理的差別の領域だから、教育啓発だとこ
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ういう話になっているのです。そうい・う路線でもって

同和教育をとらえてきたと、そのあげくどうなったか

というと、被差別部落の子供達が解放の主体として自

分をいきいきした活動的な舞台に登場させるように

なったのかどうかというようなことも含めて、そうは

なってこなかったのではないのか。よしんば少数者で

あってもちゃんと自立してみせるというようなことで

はなくて、いわぱ近代的市民として現代社会の中にと

け込んでいく、つまり同和すると。そしてわけが分か

らなくなるということをもって解放とみなすのであれ

ば、それが一体解放なんですかということです。

藤田：一つは、今八木さんがおっしゃったようにみ
んな全員でやってきたのですよ。３０人学級やったし、

複数担任制やったし、そして青少年センターでの学習

やったり解放塾やったり。そして人材養成を目指した

わけですよ。全部善意だったですよ。善意でやったか

らいいじゃないかという話ではなくて、解放教育が目

指してきたその成果というのが一体なんだということ
が丸ごと問われているところに来てしまっているとい

うのが１つ。僕は全同教の皆さんのお気持が分からな
いことは無いですが、部落差別の現実に学びというス

ローガンをいまだに、１９５０年代以来掲げているわけ

ですよ。だから５０年代末期なり、６０年代初期なり、

八木さんや僕等が学生時代に出会った都市部落の実状

というのは、この間の高度経済成長と同和対策事業の

中でも様変わりしてしまったわけです。つまりそれほ
ど大きな変貌があった中にもかかわらず、差別の現実

に学ぶという言葉だけがそこにあって、それこそ随伴

するような形の、教育の主体というのがそのまま問わ

れないままにやってきてるわけです。運動をよいしょ

してきたそういう随伴的な知識人が一番僕はやはり許
せないと思います。実際に学ぶものは何なんだと言っ

ても、生き様なんて僕の大嫌いな言葉だけども言うけ

れども、じゃあそういう生き様とかあるいは現実とか
いうことの具体的な中身は何だ、という話になってき

たらそこは問われない。対話が途切れているだけでは

なくて関係そのものが歪んでしまうという、捻じれて

しまうような状態がこうあると。だから僕は今のご質

問なさった方が、大阪の解放教育というものに学ぶも



のがたくさんあるとおっしゃるのは、ご自由だけれど

も、部落差別を無くすという中身そのものカ澗われ来

ている現実の中で、一体その成果というものカｔそれ程

学ばなきゃならない成果であるのかと、いうのが現実

だと思います。僕はそれが部落解放運動というものが

９０年代の現在向き合っている状況で、その困難さは

やはり共有してかなければいけないと思ってますよ。

だからそのオール否定ではないけれども、こういう成

果もありました、こういう問題点もありましたいうの
は並立的な議論の仕方をしている限りは、局面の展開

は図れないだろうと、いう気持ちがしているのです。

学校の重さを再確認するところから

浜田：篠原さんが言われた件ですが、歴史的；な経緯
ということで当初１９７０年代の中で行われていた議論

に関して、一般的にある人たちが学習権と主張してい

たところを入れて言いましたので、恐らくそこの所が

誤解されたのだと思います。私自身も学校というのを

単に学習の場というのではなくて生活の場として考え
なければいけないと。でなければ共生という形の理念

が実現しないだろうと思ってきましたので、その点で

は考え方は共通しています。もう１つですが、障害を

持ってい、る子供達が学校の中にインテグレートされて
いく件に関しては、統合教育が幻想だったとは言わな

かったと思います。そういう言い方ではなくて、障害

を持ってい；５子供達が入ることで、学校が変わるクラ
スが変わると思ってきたと。しかしこれは少なくとも

現実的には幻想だったと言わざるを得ないと。つまり

学校というのはそんなにやわなものじゃなかったとい

うことなのです。それは単１こ学校というものカ１我々の

外にあってやわな物ではなかったということではなく
て、学校教育の中で実際その中にある種の強制空間と

してあった。誰もが学校に行くものだという形で、子

供達がそこの中に巻き込まれていく。また教える一教

えられるという関係の中で完全にそれが出来てきて、

しかもそれを受ける側が学校には行かなければいけな
いものだというある種の強迫観念を抱くところまで来

てしまっている。だから不登校になっても、胸を張っ

て不登校になっているわけじゃないわけです。そうい
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う現実があって、そういう中に障害を持ってる子供達
が入ることでそういう強制空間を、我々は変質せしめ

ることが出来たかというと、それは出来てないという

現実をしっかり踏まえるべきだということで私は言っ

たわけです。そういう形での議論はあの中では共有さ

れたのではないかと思ってます。統合教育は幻想だっ

たといった乱暴な言い方は出来ないし、またすべきで

はない。かつての成果の上に次のものを積み上げてい

１’ｙばいいという話では無いだろうと思います。我々が

獲得したもの力ｔ４可であったのか、というところを改め

て考えていかなけれｌれ司’ない。学校教育をさして問

題意識も持たずにやり過ごしてきた我々自身の生活史

があるという話があったと思うのですけども、つまり

子供達に関わる立場だけではなくて、我々自身がそう
いうところをやってきたではないかと、何故なんだと

いうことをもう一１甕：反省し直していかなけれＳれヽけな

ｖゝ、学佼をもっと軽いものにしなければいけないと、

つまりやり過ごすという形で相対化しなければいけな

いという問題であると同時に、学校を重さとして感じ

続けている子供達がいて、それに対抗しきれていない

現実を我々はやはり認識しておかなければいけない。
こう私自身は思っています。

「される側」からＲＩＧＨＴＴＯＢＥＤＩＦＦＥＲＥＮＴへ

大谷：第３分科会については、佐久本さんから障害

概念の逆転というところに焦点をしぼって議論をした

らいいのではないかと出されました。阪神大震災など

の話の中で、よく災害弱者といった言い方がされま

す。障害者だから災害弱者になるというものじゃな
い。むしろｌ；１分達が支援する側にまわったり地域で自

立する障害者だからこそより強いネットワークで安否

確認、救出も自分達でやったじゃないかというのがあ

りまして、そういう意味で僕は社臨もされる側とぽっ
かり言うてる所にひっかかる。される側、される側と

言うといて、一体いつまで言うてんねん、いう感じが

あって言ったわけです。そういう意味では１１ぬ谷先生の

ＲＩＧＨＴＴＯＢＥＤＩＦＦＥＲＥＮＴを読んだ時に、これに近

かなと。８０年代にアメリカの障害者の連中はみんい

なユニークなんだという言い方をした。牧口さんとい
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うグラフィックデザイナーは、違うことこそ万歳とい

う言い方をしている。そういう意味で８０年代前半ま

で共に生きるということで、共にということを言っ

た。その共には、標準から外れるものを排除する共に

論になりかかっていたのではないかな、それブラス弱
い者対強い者みたいな感じで受け止められているので

はないかなということで、あえてちょっと逆転みたい

なことを言ってひっかけたと言いますか…。ただそれ

は篠原さんに言わすと個人主義じゃないかという話、

自己決定論じゃないかと言うと思いますが、僕はー変

それでいいのではないかと思っています。主体性を言

おうと自已、決定を言おうと１１１分達が左右されるの嫌や

と、わしらは自分の生活作っていくねんと言うのは、

そういう意味では障害者に関わる人も当事者だという

のは、そんな甘いもんとちょっとちゃうなと。そこに

関わっている我々も一緒に当事者だ、というようには

ちょっと言いにくいなと。その辺次のテーマとして残

しておきたいということです。

当事者性と事例と

小沢：当事者ｔ

う言葉を巡って、私と野本さんの間での議論だったの

ですが、野本さんは自分も事例なんだという形で、だ

から自分の事例性を展開したいと。だから、野本さん

は事例とい・う４既念を拡大されたのです。それに対して

私が事例をそういうふうに漠然と拡大するのは危いの
ではないんですか、ということを言って。やっぱり事

例という言葉を使わない形の縮小する方向を取りたい

といったように、そこは食い違っていて。当事者とい

うね、今の話と重なっているなあと私は思って聴いて
いたのですが、ぜひ野本さんの方にもマイクを差し上

げてください。

司会：先程は大阪の谷奥さんの方から社臨に対する

注文がありましたけども、取り敢えず全体・を視野に入

れたような、あるいは注文とか批判みたいなもの、先

程の事例でも、される側のような立場というか、そこ

ら辺欠いているではないかというような批判も出され

たということですが、まず野本さん、その次に岡村さ

んお願いします。
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野本：される側とする側というのは大変大きな問題
ですけども、要するに共通に見えて来るものが、一緒

に見えた時に初めて対等な関係で、それぞれの立場性

の中でいくんじゃないか、ということで。僕自身の

色々な問題も、自己切開をしていくということで、自

分自身を対象にしていく、事例にしていくというの
か、そういった形で発言をしたと思います。ここ力牡

会臨床という形で、個的な関係というのを、もう一歩

先に、１・！）の社会像といいますか、どうい・？Ｓ時代を作

るかどういう状況を切り開いていくのかということを

先に見ていくということを、実際にもやってるわけで

すけど、そこと個的な関係と現実とを往復するといい

ますか、全体性と個的な関係とを往復するという。そ
の辺の所を今言われた事例研究のようなものから、あ

るいは現場性といったとこから、どうやって築くかと
いうか、今後の課題にしたいという思いでいます。

学校のもつ差別性を広い文脈で問い直そう

岡村：先程浜田さんの方から、２度ほど報告を含め
てありましたけれど、僕はニュアンスが違います。や

はり今日の第；２分科会で・ｚ）基本軸は、浜田さんが設定

されたように学校・ｚ）現在を見る時に、不登校・ｚ）子供達

の問題とそれから障害を持った子供達の問題を巡っ

て、必ずしも学校に対する態度と、それを巡る問題に
ついては交錯していないのではないかと。狭間という

言葉を使われましたけど、そこにある問題が｛可かとい

うことを鮮明にさせていくことが、課題だと受け止め
ました。そういう点で、７０年代の養１１！菱学校義務化を

巡る状況の中で、差別的な構造を持っている学校に対

して、障害児がそこに就学するということ；が学校にお

ける現在のあり方を変えていくというエネルギーとし

て運動が行われてきたと思います。それと８０年代、

今おきている不登校を巡る問題は差別の問題という
か、学校が持っている不寛容というか、不自由な問題

に対しておきてると。そういう意味で７０年代の共に
生きるという意味での共生と今日のいわば学校が強制

の空間になっていると、そういう移行があって、同時
にそれは存在していると。我々は学校というものをど

ういうふうに受け止めていくのかという問題として立



てられるべきではないか、ということが１つあったと

思う。それから斎藤さんが言われた問題で、学会の課

題として出されたのは、やはり学校を変えるというこ
とは、社会を変えるというそういう広がり抜きには出

来ないという、そういう問題だと思います。もっと広
い文脈の中で不登校を巡る問題はあるのではないか

と。そういう意味においてまさに社会臨床学会は、そ

の課題として、学校を取り上げる時にもっと広い文脈

の中でもう１回据え直す、そういう視点：を立てるべき

ではないかというのがあったと思います。その２点が

自分でも持ち帰っていきたいなと思いましたので、浜

田さんのまとめ方に僕はもうちょっと足したいなと思
いまして発言させていただきました。

○こ）：私はー応壁校拒否の当事者です。今の方が非

常にきれいにまとめてくださったので、登校拒否にし
ろ障害児の問題にしろ、学校教育。・ｔ＝・子供だけの問題で

はなくて、社会全体の問題であるという点を強調して

くださったことは、本当１こ囃回獣を得たりというとこ
ろで、ちょっと細かい気付いたことをしゃべりたいと

思います。今回ので５俘ト会で報告者の中に、いわゆる当

事者がなかったという話があったのですけど、今度か

ら誰か障害児なり不登校児なりもやっぱり出てきて、

前に出て色々しゃべって欲しいと思いました。それか

ら当事者かどうかという議論があったのですけど、

やっぱり人間、自我というか自分と他人というのはあ

ると思うから、関わってたらみな当事者だ、共に生き

る関係性だという議論も分からないでもないけど、取

り敢えず周りにいる人は関係者としてものを言って、

お互いの欲求を出したりして調整していくしかないな

と思うのですけど。それから、「マザコン少年の末路」

という、かなりひどい社会学者が杏いた本があって、

それで自閉症児と登校拒否に関して、要するにそれは

母子密着という現象によるものだというような話をし

た。これ私も自閉症差別で訂正出版したんだという話

を聞いて、買って読んであほらしいと思いましたが、
この社会学者本当にひどいです。あと学校が本質的に

不自由さとか抑圧のようなものを孕むという人も、

私の前の発言の方がおっしゃられていたのですが、も

う１つ学校の持つ不！ｌｚ等性というのも指摘しておいた
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方カ１いいかと思います。やっぱり学校教育が階級性

別、健康の度合い、民、族等による差別を生み出す元に

なっているといった研究成果があって、そういったこ

とも取り敢えず確認しておきたいと。それからいくら

日本が単線教育だとか言ってもやっぱり登校拒否の子
のための学級を作るだの、障害児のための学級を作る

だのと言って分けているわけで、学校の持つ不平等僧Ｅ

というのも確認しておきたいなあと思います。

橋本：大阪から来ました。普段は音楽教室の講師を
しております。第；２分科会に途中から参加したのです

けど、まず第１にフリースクールと学校の関係です

が、これが発言者の話ではオルタナティブなものでは

ないかと私には感じられたのですけが、オルタナティ

ブであってはいけないのではないかと私は思います。

障害児問題にしても、特殊学級に行くのか普通学級に

行くのか、これｌ；ｌ現在では二者択一にならざるをえな
い。結局学びたいものとｇＥ９が吸収したいもの、それ

のソフト面とハード面というのは距離感の差というの

があってもいいのではないかと思います。私自身がも

のを教える身でありながらも、世間一般で言うと学校

から批判されてしかるべき機関、お稽古事、塾という

ところで教えている反面もありまして、距離感までを

画一化しようとするものを：・現在の教育そのものに感じ
ているので、フリースクールか学校か、普通学級か特

殊学級かという二者択一一的な考え自体を一度問い直し

て見てはどうかなと思います。

節目の総会として今後の学会活動を考えたい

司会：皆さん・ア）討論を聴いていて思ったことは、一
つにはもう２０年もあるいは場合によっては３０年も言

い続けてきていると、でもまだ足りないと、今後も言

い続けていかなくてはいけない問題が依然として存在

する。もう一つは社会臨床という言葉を巡ってですけ

れども、臨床というのはそもそも個人的なあるいは密

室の中でのものというか、それを社会的ｊな文丿派の中で

考えるといったことが原点としてあったと思うのです
が。例えば第１分科会にしても、社会的な運動として

の解放教育が結局今後どうしたらいいのかというとこ

ろで、やはり個別の関係とか、あまり大きな網を打つ

４７



社会臨床雑誌第３巻第３号｛’ＩＳｉ｝９６．３．）

よりも、現実に即して、１；１・体的な人間関係の中でと言う

か、そういうような話というのがあったと思います。
一つ行き着く所はアイデンティティ論みたいなものが

あるし、一つは学校を変えるためには社会を変えなく

てはいけないという、そこで言われる社会というもの

があって、やはり両方を自由に行き来出来るという

か、そういうような発想というか、それフ！、１必要なのか

なと。もしそこがうまく出来ればそれは社会臨床学会

でありえるのかなというような感想を２点目に持ちま

した。それから共同通信の松田さんがオウム真理教に
ついて語られた。横井さんは固有名詞は出されない

で、非常に禁欲的に語られたけども、明らかにオウム

の話を前提にして語られていた。横井さんもこのこと

について興奮しているし、世の中全体がそういうよう

なところがあるのだと思います。非常に乱暴な言い方

をすれば中世と現代というのが非常に良く似ていると
いうことです。どこから数えてか、つまり明治の近代

化から数えて１３０年なのか、戦後５０年なのか、ある
いは障害者運動といったところから２、３０年というか

たちでくくるのか、いずれにしても時代の変わり目に

来ている。それはいろんな制度というか装置といって
もいい、病院とか施設とか学校とかそういうもの自体

が疲弊している。そういう中で、やはり社会臨床学会
としての文脈の中で、我々なりの切り口で取り組んで

行きたいと思います。京都総会というのは日臨心時代

４８

からいつも節目になっていて、今回も何かの節目なの

かなと思いました。最後に今回の総会の準備委員長を

務められた花園大学のハ木さんから、閉会の宣言を頂

きたいと思いますけども、我々一同、花園大学の先生

方あるいは学生さんに、改めて感謝したいと思いま

す。（拍手）

ハ木実行委員長挨拶

ハ木：より頼り無い方が実行委員長をやりまして、

ともかく二日間大過なくというのは変ですが終わりま

した。ここで僕は花園大学の学生さんには本当に感謝

したいと思っています。どうも有難うございました。

それとこの学会開くにおいては花園大学執行部全面的
に協力してくれましたし、現に昨日の横井さんの記念

講演の時には副学長も顔を出していました。事務当局

も協力的にやってくれました。自分のいる大学の執行

部に有難うというのも変ですが、感謝したいと思って
います。それでは二日間大変お疲れ様でございまし

た。

＜お断り＞本記録は発言内容を二分の一程度に編集

委員会でカットしてまとめました。分科会（ァ：〉報告者を

含め’（：’各発言者の校閲は経ておりません。したがっ

て、発言の趣旨が正確でないとしたら、その責任は編

集委員会にあります。



共 生 の イ ン タ ーフ ェ イ ス
ー電脳福祉論によせてー

１ テ クノ ロ ジ の 誘 惑

目の中に超小型コンピュータを埋めこむことで視力

が再生できるかもしれない、というニュースカりい最

近米国の新聞に紹介されていた（ＳａｎＦｒａｎｃｉｓｏ

［］ｈｒｏｌｌｋｌｅ、０（ｌｏｂｅｒ１３）と、友人がＥ、ｍａｉｌを送ってく

れた。研究しているのは、医療機関としては信頼のあ

る「ハーバード・メディカル・スクール」。内容はお

よそ以下のとおりだった。

ハーバード・メディカル・スクールのジョセフ・

リッソ博士（ＪｏｓｅｐｈＲｉｚｚｏ）のチームが、目の中に埋

めこむタイプのコンピュータ・チップを開発してい

る。チップの大きさはわずか数ミリ。網膜に「そっと

のせる」ことで、視力を作りだそうという試み。使用

者は小型ＴＶカメラを内蔵したメガネを付ける。カメ

ラがとらえた映像はまず、レーザ光に変換される。こ

の光が角膜を通して埋めこんであるチップに当たり、

チップがこれを再び電気信号に変換して視神経に伝え

る。これである程度の「人工的な；視力」を作りだす。

チームは来年中に動物で実験してみる予定。試作品の

チップはミ５００、０００ドルだが、生産が始まれば５０ドル

（チップ単体）になるだろうと予想している。

こうした類のニュースを耳にすると、視覚障害者は

どのように感じると健常者は想像するのだろうか。じ

つは友人も、私（全盲）がきっと興味を・持つにちがい

ないと思ってわざわざ送ってくれたわけだが（実際私

は確かに相応の「知的」興味を抱いた）、じっは大方

の想像に反して、当事者の反応は案外クールなもので

ある。たしかに、なかには強い関心を抱く人もいるに

はち力ｔいないが、多くは実現可能・吐を冴って、さはど

の興味は示さない。「再生できるかもしれない」と

いった程度の不確実なニュースに興奮したりときめい

たりするほど、普段から障害者は自分の障害を悲観し
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石川准（静岡県立大学）

たり、悩んだり、もてあましたりしているわけではな

いからだ。

もっとも、これがどこかで人工網膜の開発に成功

し、実験の；ＩＳＥ験者となって人工網膜を埋めこまれた盲

人がおぼろげになりとも色や形が見えるようになっ

た、ということなら話は別だ。大半の全盲の視覚障害

者は踊り上って喜び、居ても立ってもいられない気持

ちになるはずだ。少なくとも私ならたぶんそうなる。
一般に、画期的なテクノロジは、障害を受け入れて

いると語っていた人びと、障害者としての体験を大切

にしたいと述べていた人ぴと、障害は自分の個性だと

標榜していた人びとをさえ、いとも簡単に自分の虜と

してしまえる。障害者だけではない。人工受梢、臓器

移植、迫：伝子操作などの新しいテクノロジに誘惑され

る瞬間は、遅かれ早かれ、多力ヽれ少なかれ誰にでも訪

れる。
いうまでもなく、先まｌｉｌ技術に期待するのは当事者だ

けではない。障害者や高齢者を救済する救世主として
のテクノロジの可能畦について語る議論は多い。いわ

く、インターネットやパソコン通信、バーチャル・リ

アリティ、コンピュータ・ゲーム、インテリジェント・
ロボットなどの福祉・医療分野への応用は欠損の大い

なる補完、癒しや生きがいの提供となるというような

議論である。

「コンピューターの次の革命は、電子ゲーム業界が、

福祉と医療の分野に本格的に進出するときに始まる。

電子ゲームと社会福祉を結び付けるもの、それが電脳

福祉論だ。考えてみてほしい。「電話」の普及によっ

て、どれほど多くの一人暮らしの高齢者たちが不安か

ら解放されたか。そして、電話でのおしゃべりによっ

て、どれくらい多くの慰めを得たか。「テレビ」の普

及によって、彼らがどのくらい孤独から解放された
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か。老人の暮らしている部屋に行くと、よくテレピが
一日中つけっぱなしになっている。あれは何を意味す

るのか。「電子ゲーム」や「マルチメディア通信」は、
これらと同じ慰めを、高齢者たちにの人生に追加する

のである」（１）

私はこうした議論を屈託ない楽観論とはいわない。
しかし人文・社会科学の立場からは、道具と人との

「インターフェイス」をめぐる社会的原理についての

哲学的考察を付け加え；Ξ、！１２１ヽ 要があると感じている。電

脳福祉機器の開発と普及は、様々な社会的要因、社会

的文脈のもとで成立する（あるいは、しない）ものだ

からであり、電１１１１福祉機器の導入；６１福祉の人間化をも

たらすか、非人間化をもたらすかも、社会的条件しだ
いだからでもある。

２障害者と蛍習技術

人が道具に働きかけ、道具がそれに反応し、人に応

答する方法や形式は、一般に「ユーザ・インターフェ

イス」とか「マンマシン・インターフェイス」と呼ぱ

れている。システムとシステムの接触の仕方、つま

り、インターフェイスの形式によって、人は快適に道

具とコミュニケートできることにもなれば、逆に文字

通り道具の前で立往生して途方に暮れることにもな

る。

「ヒトは道具を創り、それを操る動物である。そし

て言うまでもなく、道具とヒトカ１棲む世界の広がりに

は密接な関係がある。

ところで私たちはふつう、道具を「不便を便利に変

えるもの」という見方でとらえることが多い。しか

し、とくにコミュニケーションに用いられる道具と私
たちが造り上げていく意識の世界との間には、それ以

上に注目すべぎ感動的な関係”がある。

コミュニケーションのプロセスでは、渡したいさま

ざまな記号を部品として組み合わせ、解体するという

操作を繰り返しながら、表現や解釈を行なう。記号操

作の道具には、紙と鉛筆から始まってさまざまなもの

があるが、コンピューターは今世紀の生んだもっとも

純粋な記号操作の道具だといえる。
こうした言語的な道具はいろんなことができる“ゆ

５０

とり”・……ＳＵの言い方をすれ１；ｌｒ？ｉ！ａ通性、自由度を持っ

ている。だが、道具に利便陛だけ求める社会では、あ

らかじめ定められた使い方に従うこと７５１奨励される。

「この道具はこう使うものだ」と決められてしまうの

である。

しかし、道具の使い方がずっと同じままであるのな

ら、まったく新しい考え方の優れた道具とその使い方
は、いったいどこから出てくるのか？天才のひらめ

き？そして私たちはただ黙々と次から次へと新しい

使い方を覚え、効率アップに向けて努力するしかな
い？そう考えると、道具なんて融通のきかないモノ

になってしまう。さらに、その道具の助けを得て拡大

していく世界さえつまらないものに思えてくる。

実は道具の面白さは、使う側のアイデア次第で、当

初考えられたＪ２Ｊ、外の使い方ができてしま・う点にあるの
だ。

コンテンツが道具によって新たな装いをまとって姿

を現したとき、私たちのそれまでの思い込みを壊すよ

うな“新鮮な裏切り”を感じることがある」（今泉洋、
インターネットマガジン、ａｇＥ；。１０、ｐ．７４）

本物に手がとどかないときに他の物でまにあわせる
ことを「代用」という。ちなみに座右のＣＤ・ＲＯＭ版

「電子広辞苑」には「他のものにかえ’て’使用すること」
とある。では「流用」はどうか。再び広辞苑には「き

まった目的以外のことに融通して使用すること」とあ
る。

人は、目的を実現するための便法として、何かを流

用して別の何かの代用とする、という方法を駆使す

る。少し皮肉な言い方にはなるが、これをここでは

「蛍雪技術」と呼んでおこう。蛍雪技術＝流用と代用

の文化は、とりわｌ；１’本物へのアクセスが困難だった欠

乏の時代には豊かに開花していた。衣食住をはじめと

する生活のほとんどの領；１１ｊｌで流用と代用の技術が駆使
されていた。だが、流用し代用する人びとの能力は豊

かな時代には衰退する。本物があふれているのだか

ら、流用や代用を必死になって考える必要もチヤンス

もないからだ。

だが豊かなｌ寺代にも蛍雪技術に頼らざるをえない人

ぴと力ぢヽる。障害者である。大半の道具や制度やシス



テムが障害者という存在を考慮せずに作られている以

上、障害者はいつでも流用や代用を駆使せざるをえな
い。障害者の生活者として・フ：）実力は、このｉｊｉｉ１用や代用

の技術のことだといっても過言ではない。一見、無関

係とみえる物どおしを機転を効かせて関係づけ、どう

にか問題を切り抜けていくａ１１力が、その人の生？１！１技術

となるのである。

例を挙げよう。コンビュータはきわめて有用な道具

である。しかし、コンピュータはキーボードやマウス

で入力し、ディスプレイで表示して操作することを想

定して作られている。キーボードは押すことができな

ければならないし、ディスプレイは見ることができな

ければならない。マウス操作には目と手の両方力噫委

である。要するに、コンピュータは目の見えない視覚

障害者・や手の使えないｌｌ支体不自由者をユーザとして想
定していない道具だ、ということになる。マルチメ

ディアともなればそれはなおさらのことで、ユーザは

感覚機能、と運動機能を総動員してコンピュータを操作

しなければならない。
だが障害者、とりわけ視覚障害者は、この道具を使

いたいと切実に望んできた。使えヱ、か使えないかがそ

の人の情報処理能力に決定的な違いをもたらすから

だ。幸１／り更法はあった。一般のプログラム（ＯＳ、アプ

リケーション）に「介入」し、プログラム・乙）動作に連

動して、音声／点字出力・画面拡大機能を提供する働

きをするプログラム（「スクリーンリーグ」という）を

開発する、という手法である。
こうしてこの１０年間、多くの視覚障１１ｒ者ｉｅｌ、視覚

障害者のコンピュータ利用を可能にするブログラムの

開発に、ある者は開発者として、ある者はモニター
ユーザとして、別のある者は初心者へのインストラク

タとして積

視覚障害者用ソフトウェア開発は、大コンピュータ
メーカーでも優秀なソフトウェアハウスでもなく、ほ

かならぬ当事者が主導してきたと言っても、けっして

言いすぎではない。４１支術や知識は不足していても、問

題を解決しようとする意欲の圧倒性において当事者は

優っていたからだ。

「人間と機械の共生が最初に訪れるのは、老人・病

社会臨床雑誌第３巻第３号｛‘ＩＳ｝９６．３．）

人・障害者の方からだというのは、まさにその通りだ

と思います。そしてそれは、現に起こりつつあること

でしょう。病人・老人・障害者といった人々は、われ

われの従来の価値観からすると、社会の周辺部に隔離

され、保護されねばならない人たちです。ところが、

現代のテクノロジーは、彼らを機械文明のトップラン

ナーに押し上げてしまった。つまり、彼らは、いつの

まにか、人間と機械が融合していく、その先頭に位置

してしまっている。だから、未来社会の人間カ噫-と

する、機械との共生の知恵やノウハウやテクニック
は、現在、病人・老人・障害者たちが、自らの血を流

しながら作り上げているものを基礎として築かれるの

だと思います」（３）

コンピュータだけではない。障害者の利用を想定せ

ずに作られた道具や制度やシステムを、障害者は、そ
れら自身やそれらが置かれ犬二環境がたまたま弓＆散する

ノイズ（音とは限らない）を情報の手がかりとして流

用し、それらにアクセスしている。しかし、人知れず

流用している間は、流用する人ぴとの側に主導権はな
いから、道具や制度やシステムは、障害者ｃｚ）流用を知

らない人びとによって勝手に改訂されていく。ノイズ

が意味を持っていたのは、それを流用していた人びと

にとってだけなのだから、いままで使えていたノイズ

がこうした変更や改定に伴って突然消えてしまうこと

はよくあることなのだ。

たとえば、駅の改札口で駅員が乗客の切符にハサミ

を入れる際に出る音は、ハサミという道具がたまたま

発散するノイズだったが、視覚障害者はそれを捉えて

改札口の場所を確認するために流用していた。自動改

札へとシステムが変更されると、視覚障害者はやむな

く自動改札機のモーター音という新しいノイズを手が

かりにして、改札口の道程を行なうしかなくなった。

だが、古典的システムが発散していたノイズは、「入

口」を知る手がかりとなったのに対して、新しいノイ
ズは漠然と「改札口」を示すにすぎない。加えて、か

つては行き先まで、７：〉料金が不明であっても（それはし

ばしばあること）、改札口で駅員に不足料金を支払う

という便法が使えたが、最新のシステムではーつしか

ない（それも自動改札機のどちらサイドに置かれてい

５１



るかは不明）乗り降り兼用の有人改札で他の乗客と交

錯しながら梢算を頼まなけれぱならなくなった、とい

う具合である。

障害者は、システムが変更されてそれまでの便法が

通用しなくなるその度ごとに、気を取り直して新しい

流用の方法や代用の方法を編み出してきた。だが、流

用や代用だけをじっと行なっていても、問題は残りっ
づける。展望は開けない。道具や制度やシステムが発

散するノイズを、流用して、やりくりして、適応する
ことには限界がある。自ＩＸＭＪ改札システムの次は、タッ

チパネル式券売機への適応というほとんど絶望的な問

題が待ち受けている。障害者のｉ７１１用や代用を知らない

人びと（いや、知っていてもそうなのだが！）は、障

害者の流用や代用を置き去りにして、それに代わる別
の便法すら用意することなく、道具や制度やシステム

を「効率化」していく。道具や制度やシステムは、そ

れ本来の目的以外には流用できなくなり、想定された

使い方以外の使い方を許さなくなるという意味におい
て「純化」されていく。

このような理由で、蛍‘１１１技術は本質において、壊れ

やすく不安定であり短命である。だからこそ、障害者

の流用や代用の事実を、道具や制度やシステムが改定

される前に、意志決定権を掌握する人ぴとに辛抱強く

知らせていく努力が重要となる。それにもっと根本的

には、障害者の存在を前提とした道具や制度やシステ
ムづくり（アクセシビリティ、バリアフリーデザイ

ン）に、障害者も社会のー員としてはじめから参加

し、はっきり注文をつけていくことが大切であるのは

言うまでもない。

３ＧＵＩ問題への取り組み

パーソナルコンピュータおよびエンジニアリング・

ワークステーションの利用環境は、近年グラフィカ

ル・ユーザ・インターフェイス（ＧＵＩ）へと急速１こ移行

しつつある。この新しいユーザ・インターフェイス

は、すべてのユーザに対して快適な操作性を約束する

はずのものとして登場した。しかし、ユーザ・イン

ターフェイスのグラフィック化は、これまで以上に視

覚障害者ユーザを「コンピュータ弱者」としつつある。

５２

一般に、視覚障害者のコンビュータヘのアクセスを

可能にするには。

１．音声／点字出力・画面拡大機能を組み込んだ視

覚障害者専用アプリケーションを開発する方法「専用

プログラム・アプローチ」

２．一般のプログラム（ＯＳ、アプリケーション）に

介入し、ブログラムの動作ｌこ；杢動して、音声／点字出

力・画面拡大機能を提供する働きをするプログラム

（スクリーンリーグ）を開発する方法「スクリーン

リーグ・アプローチ」

という二つのアプローチがある。ここでは、このう

ちスクリーンリーグ・アブローチを中心に何がめざさ

れ、どのような問題が生じたか、どのような解決が模

索されているかを考察する。

欧米におけるＭＳ・ＤＯＳ用スクリーンリーグ開発の歴

史は８０年代初頭に遡る。これまで数多くのスクリー

ンリーグが開発され、より快適な操作性を視覚障害

者ユーザに提供するためにさまざまな工夫や改良力功口

えられてきた結果、ＭＳ・ＤＯＳ用スクリーンリーグはほ

ぼ成熟の城に違した。ＭＳ、ＤＯＳ用スクリーンリーグ

は、ＴＳＲまたはデバイス・ドライバとしてメモリ常駐

し、ＭＳ・ＤＯＳおよびＢＩＯＳが行なう入出力関連の割り

込みをすべてトラップし、操作の１虎れ、データの流れ

を常に監視し、入出力された文字情報を必・１に応じて

音声あるいは点字で表示する働きをする。具体的に

は、表示しつつある文字の読み上げ、すでに表示され

た文字の読み上げ（レビュー）、キー入力された文字

の読み上げ（日本語環境では日本語入力プロセッサヘ

の対応を含む）、ビデオ属性の変化に連動した表示文

字の読み上げ、カーソル移動にともなうカーソル位置

の文字の読み上げなどの機能を持つ。
一方、ＧＵＩ対応スクリーンリーグの開発は８０年代

後半に始まる。世界最初のＧＵＩ対応スクリーンリーグ

は、ＢｅｒｋｅｌｅｙＳｙｓｔｅｍｓ社が１９８９年に発表した

Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ用スクリーンリーグｏｕｔＳＰＯＫＥＮである。

１３ｅｒｋｅｌｅｙ町ｓｔｅｍｓ社のＯｆＳｃｒｅｅｎ・Ｍｏｄｅ１と呼ばれる

ＧＵＩアクセスソフト用データベース構築技術が、それ

まで困難と考えられていたスクリーンリーグによる

Ｇ Ｕ Ｉ アク セ ス に 一 つ の 有 力 な 解 決 策 を 示 し た 。



ｏｕｔＳＰＯＫＥＮとそのＯＳＭ技術によるブレイクスルーに

触発されて、数年後にはＭＳ・ＷｉｎｄｏｗｓやＯＳ／２対応ス

クリーンリーグも続々発表された（４）。
一般に、Ｗｉｎｄｏｗｓ用スクリーンリーグは、独立のア

プリケーションとしてプログラム・マネージャーと並

行動作し、ユーザに音声メッセージと点字メッセージ

によるウィンドウ操作環境を提供する。Ｗｉｎｄｏｗｓシ

ステムが提供するＡＰＩ（ａｐｐｋａｔｉｏｎｈｌｔｅｒｆａｃｅ）などを

利用して叱 -な情報を取得し、オブジェクトをツリー

構造に配置したＯＳＭを構築し、ＧＵＩ・ＣＵＩ（ｃｏｍｍａｎｄ

ｕｓａ・ｉｎｕ・ｒｆａｃｅ）変換を実現する。具体的には、ウィン

ドウ・アプリケーション操作領域では、Ｗｉｎｄｏｗｓの

ショートカットキーやキーポードによるマウス操作の

エ ミ ュ レ ー シ ョ ン に 連 動 し た 注 目 部 分 （ タ イ ト ル

バー、アイコン、メニューバー、リストボックス、ダ

イアログボックスなど）の読み上げなどの機能を持

ち、クライアント領域では、ＭＳ・ＤＯＳのスクリーン

リーグと同じ機能（出力中文字の読み上げ、画面レ

ビュー、キーエコー、カーソル移動にともなう読み上

げ、ビデオ属性の変化にともなう読み上げなど）を有

する。

米国においてＧＵＩ対応スクリーンリーグ開発がかく

も熱Ｊ６に行なわれてきた背景には、コンピュータは誰

もが使える道具でなければならないという思想を具現

する「リハビリテーション法５０８条」、および障害を

理由とする排除を差別として禁止する「障害を持つア

メリカ人法」（ＡＩｌｌｅｒｉｃａｎｓｗｉｔｈＤｉｓａｂｉｌｉｔｉｅｓＡｃｔ）という

二つの法律がある。ＩＢＭ、Ａｐｐｌｅ、ＳＵＮ、ＤＥＣといっ

た 大 手 の コ ン ビ ュ ー タ メ ー カ ー は 、 障 害 者 の コ ン

ピュータアクセスヘの自社（ｚ）攬１慮を社会的にアピール

する必價に迫られ、アクセシビリティ推進本部を設置

して、アクセシブルな製品開発、コンピュータ教育支

援、社会啓発などの活動に力を入れるようになった。

また、これまでソフトウェア会社はアクセシビリティ

に対して無関心だと批判されてきたが、最近になって

価鬘庭ｏｓｏｆｔ社はＷｉｎｄｏｗｓ９５をアクセシブルなＯＳにす

るために、スクリーンリーグ開発・Ｓ：・手掛けるサード

パーティ支援の姿勢を示している。

一方、欧州でもＥＵのＴＩＤＥ（Ｔｔ、ｃｈｎｏｌｏｇｙｈｉｔｉａｔｉｖｅ

社会臨床雑誌第３巻第３号（ＩＳ；１９６．３．）

ｆｏｒｔｈｅｌ）ｉｓａｂｌｅｄａｎｄＥｌｄｅｒｌｙｌ）（！ｒｓｏｎｓ）プロジェクト（５）

の一環としてシュツットガルト大学などが中心となっ

て進めてきたＧＵＩＢプロジェクトなどが実を結び、

Ｗｉｎｄｏｗｓ用スクリーンリーグの製品化が実現してい

る。米国のスクリーンリーグでは、主出力デバイスと

してもっぱらボイスシンセサイザーが用いられるのに

対して、欧州では、点字ディスプレイを主出力デバイ

ス、ポイスシンセサイザーを副出力デバイスとするス

クリーンリーグが主流である。実際、欧州ではスク

リーンリーグ開発プロジェクトの多くで、点字ディス

プレイメーカーが中心的な役割を担っている。

北米と欧州でこのような違いがみられることには、

視覚障害者の点字収得率の差の他に、福祉機器の中心

的な購入主体が企業や大学や個人であるのか、それと

もｉ攻府であるのかの違いが関係している。ボイスシン

セサイザーの価格はＳ１００からＳ１、０００と比較白！Ｊ安価

であるのに対し、点字ディスプレイの価格はＳ；５、０００

から１１；２０、０００とかなり高額である。ドイツやオランダ

といった国々では、政府が必要な福祉機器を購入し、

就労中の視覚障害者や大学等で勉学する視覚障害者に

提供しているのに対して、米国では、福祉機器を購入

し障害者の就労、勉学環境を整える責任は、すべて企

業や教育機関の側にあるものとされている。

今日、欧米や日本における視覚障害者の就労や就学

は、もはやコンピュータヘのアクセスということを抜

きにしてはとうてい考えられない。ワードプロセッサ

やスプレッドシートを独力で使えるようになったこと

で視覚障害者の文書処』里力は飛躍的に向上し、一般事

務職等へのｊｌ４；！１り・が可能になったし、商用ＰＣネットや

インターネット上の各種データベース、ＣＤ・ＲＯＭ辞

書、ＯＣＲ等の活用によって専門職、技術職に従事する

際の困難も軽減された（６）。このように視覚障害者に

とってコンピュータという道具は、この１０年ほどの

間、障害を禰う強力な道具でありつづけた。

だからこそ、１魏場や学校のコンピュータがわずかの

間に急速にＧＵＩ環境に移行した欧米で、視覚障害者

が、ＭＳ・ＤＯＳ環境でいったん実現したコンピュータヘ

のアクセスを再び阻まれつつあることに強い危機感を

覚え、「ＧＵＩパニック」とでもいうべき事態が起きた
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のは当然のことだった。その結果、活発なロビー活動

が転回され、そうした状況を受けて、ＧＵＩ対応スク

リーンリーグの開発とその製品化が急ピッチで進めら

れたため、ＧＵＩに対する視覚障害者の危機意識。・ｔ＝・抵抗

感は徐々に終息しつつある。だが、ＧＵＩはどこまで

いって・１、；視覚障害者には不便なインターフェイスであ

ることに変わりはない。ＭＳ、ＤＯＳというコマンド・イ

ンターフェイスにおいて可能だったこと、たとえば

ワードプロセッシング、データベース検索、通信、プ

ログラミングなどが、ＷｉｎｄｏｗｓというＧＵＩ環境でも

曲がりなりに可能になったというにすぎない。

４スペーシャル・アプローチとロジカル・アブロー

チの対立

ＧＵＩ用スクリーンリーグは、ＧＵＩそのものを脱構築

するアプローチに基づいて開発・改良されなけれぱな

らない。一例をあげれば、ウィンドウ・アプリケー

ション操作領域での操作では、画面のレイアウトに

沿った検索操作（スペーシャル・アプローチ）という

固定観念を捨てて、論理構造にｉ剌処した検索操作（ロ

ジカル・アプローチ）を；隨供するほうが有効である。

この点で参考になるのは、点字ディスプレイを主出力

デバイスとする代表的スクリーンリーグのＶＩＲＧＯ

（Ｂａｕｍ社）である。ＶＩＲＧＯは画面のレイアウトを無視

し、オブジェクトを論理的関係に従って階層化して管

理し、テンキーおよび点字ディスプレイのキーパッド

により、ツリー構造から目的のオブジェクトを選択で

きるように設計されている。

視覚障害者は画面を見ることができない。それは大

きなハンディキャップである。だからこそ従来の発想

は、いかにすれば視覚障害者は障害鬘克服して画面検

索を行なえるようになるのか、というものであった。

しかし、クライアント領域でこそ画面のレイアウトは

意味を持つが、ウィンドウ・アプリケーション操作領

域では、ウィンドウの大きさ、画面上の位置、他のウ

インドウとの重なりなどの情報は、画面というハード

ウェアの制約とのかかわりでのみ意味を持つもので

あって、けっして本質的なものではない。
一般に、視覚障害者は障害の特性との関係で、論理

５４

的操作、言語的操作を得手とし、非論理的操作、非言

語的操作を不得手とする。また、記憶負担より検索負

担が重荷となる人ぴとである。ＧＵＩが想定するユーザ

の特性とはまったく対照的だといえるだろう。した

がって、視覚障害者に空間や平面上での検索を要求す

るようなインターフェイスはインターフェイスの名に

も値しない。そのことをはっきりさせるために、ここ

で検索負担について分析するための一つの思考実験を

試みよう。
ここに一冊の英和辞典がある。”ｉｎｔ（、Ｉ・ｆａｃｅ”という単

語を検索したいのだとしよう。私たちは日常どのよう
な方法を用いて目的の単語に到達しているのだろう

か。私たちの行動を分析するとこうなる。

まず、辞書を手に取って、辞書の中ほどのページを

開く。“ｉｎｔ；ｅｌ・ｆａｃｅ”という単語は開いたページより前に

あるのか後ろにあるのかを調べる。その結果、前にあ

るということが分かったら、辞書の後ろ半分は検索外

として捨てて、前半分だけを対象として検索を続け

る。再び辞書の残り半分のうちの中ごろのページを開

き、“ｉｎｔｅｌ・ｆａｃｅ・が開いたページの前後どちら側にある

かを調べる。この手続きを目的のページが現れるまで

繰り返す。

総ページ数１０２４ページの辞書なら、最悪でもこの

検索を１０回続ければ必ずめざすページに到達でき
る。あるいは辞書に載っていないことが分かる。これ

は二分検索と呼ばれるもっと１皿１本的な検索方法に相

当するが、どうしてこのような検索が可能だったかと
いうと、それはあらかじめ単語がソートされていたか

ら、つまり、アルファベット順という論理１１１り秩序の配

下にすべての単語が置かれていたからであり、そし

て、私たちが、二分検索とｘ／ゝ・う概念を知っていようと

知るまいと、自然にこの方法の合理吐を知っていたか

らである。

それでは次に、人は空間上のどこかに偶然置かれた

対象物（オブジェクト）を、どのようにして検索して
いるのだろうか。この場合は対象群の位置関係に論理

的な関係はない。だが、その空間が一望できる範囲の

広がりしか持たない場合、検索は容易だ。検索は瞬時
に完了する。一瞥すれば対象の方から視覚に飛び込ん



でくるからだ。もっとも識別すべき対象物力侈くなれ

ば、カルタ取り・・ｔ＝・こ１診棚から本を取り出すときのように

検索は手間取ることになるのではあるが、ウィンド
ウ・ィンターフェィスでは識別すべきオブジェクトの

数はそれほど多くはないから検索負担は大きくない。

少なくとも、コマンド・インターフェイスにおけるコ
マンドを記憶するという記憶負担や論理的演算を行な

うとい・う思考負担に比べれば、それはものの数ではな
１／％

きるのでは、と発想する技術者にしばしば出会った。

もちろん、ＧＵＩでなければできないこと、たとえば

ＷＹＳＩＷＹＧ方式のデスクトップパブリッシング、ハ

イパーテキスｌヽ操作などを、視覚障害者が独力で行な

えるようにするための努力に価値がないわけではな
い。だがそれ以前に、従来達成されていた水準の操作

性、１１ＳＩ能性を、Ｗｉｌｌｄｏｖ、ｓ環境で実現することがまずめ

ざされなければならない。

では、空同上に偶然置かれた対象物の検索を、視覚５おわりに

障害者に要求したとすればどういうことになるだろう繰り返しになるが、障害者ユーザヘの１１己慮がなされ
か。たとえば、部屋の真ん中で紙を一枚落として、そていない一般のアプリケーションやＯＳに介入して、

れを盲人に拾わせるとしたらどうなるだろう。盲人は

手で床を探るという方法で検索を行なうしかない。さ

きほどの辞書検索とは違い、この場合の検索は困難を

きわめる。なぜかというと、手で床のー点を触って検

索するという方法によっては後続の検索・７：）対象範囲は
限定できないからだ。検索が収束するためには検索と
いう行為によって検索範囲がそのつど限定されていく

必價がある。検索ヽ、６１収東しない場合は、検索は無限に

続けなければならないかもしれない。探す物；６叉存在し
ないということはいつまで検索を続けても確定できな

い。対象のｊｌ￥：在場所は不定であり、論理的に指定され

うるようなものではなく、検索の網羅性を証明するこ

とができないのである。

空間スキヤン能力に依存した非論理的検索という行

為の持つ意味は、このように健常者と；１１１覚障害者とで

は大きく異なる。障害を克服するアブローチを捨て

て、障害を生かすアブローチに基づくソフトウェア設

計がなされなけれぱならないのはこのためだ。ところ

が、私の体験からいっても、健常者の技術者は、この

ような単純な事実にさえなか；なか気づきにくい。ディ
スプレイの代わりにタッチパネルを置いて盲人に触ら

せ、アイコンやウィンドウに指がぶつかったらそのオ

ブジェクトの名前や状態を音声などで通知してやれ

ば、盲人もウィンドウ・インターフェイスをなんとか

操作できるようになるはずだと考えたり、三次元音場

技術を利用して視覚空間を模倣（エミュレート）し、

グローブ操作でオブジェクトを捕まえさせることがで

警覚障害者が使えるように、音声出力・や点字出力機能

を付加する働きをするのがスクリーンリーグである。

そのため、スクリーンリーグは否応なくトリッキーな

技巧を駆使せざるをえない。それでも、スクリーン

リーグのそうした介入が功を奏する保証はどこにもな

い。ＭＳ-ＤＯＳ用にしてもＭＳ・Ｗｉｎｄｏｗｓ用にしても、ス

クリーンリーグはＯＳに進入し、情報の手がかりとな

るものをｉｔ用して、視覚障害者のコンピュータ・アク

セスをどうにか実現しているにすぎない。実際、欧米

におけるＷｉｎｄｏｗｓ用スクリーンリーグの開発は困難

をきわめた。

そこで、音声／点字出力・画面拡大機能をあらかじ

め組み込んだ、視覚障害者専用（もしくは健常者、障

害者両用）アプリケーションの開・発が重要になってく

る。とくに多くのユーザが頻繁に使う種類のアプリ

ケーション（具体的にはワードプロセッサ、ＯＣＲプロ

グラム、自動点訳プログラム、点訳エディタ）では、

専用・両用アプリケーションヘの期待は高い。アプリ

ケーションの機能が等しいと仮定すれば（投入される

マンパワーがまったく異なるのでこの仮定は非現実的

ではあるが）、一般向けアプリケーション十スクリー

ンリーグという組、；匁合せと専用アプリケーションとで

は、後者のほうがより快適な操作性を提供できるのは

当然である。

しかし、こうした分野のアプリケーション開発に

は、視覚障害者自身が、デザイナーとして、プログラ

マとして、中心的な役割を担っている場合が少なくな

５５
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い。こうした開発への視覚障害者自身の参加を可能に

するためにも、高性能のＧＵＩ対応スクリーンリーグが

利用可能になっていなければならない。加えて、同じ

職場で視覚障害者と健常者が共同作業を行なう場合

も、専用ではなく、一般に使われているアプリケー

ションをアクセシブルにするスクリーンリーグは重要

である。

日本において、ＭＳ・ＤＯＳ用スクリーンリーグの開発

カ始まったのは、ようやく８０年代後半のことである。

このことからもわかるように、この分野における欧米

と日本の実力差やコミットメントの違いは歴然として

いる。日本語ｌｉｔ境におけるｗｉｎｄｏｗｓ対応スクリーン

リーグは、残念ながら依然として存在していない。し

かし、日本での、視覚障害者のＧＵＩアクセスを可能に

しようとする取り組みが最近ようやく始まった。通産

省は昨年秋、「視覚障害者対応マルチメディアシステ
ム」プロジェクトを発足させた。１９９４年度から５年

間で５億円をかけて行なうプロジェクトで、新エネル

ギー産ョ９９１モｌｊｌ：術総合開１随機構（ＮＥＤＯ）が窓口となり、企

業へのモ１１１託研究の形で開発を行なう。このプロジェク
トでは、視覚情報の非視覚化技術や新たな聴覚／触覚

デバイスの開発により、ＧＵＩやマルチメディア文書へ

の視覚障害者のアクセスを可能にすることをめざして

いる。ＣＤ・ＲＯＭ等により提供される百科事典などの大

規模なマルチメディアデータを検索するためのシステ
ム、インターネットなどで流通するマルチメディア情

報（ＷＷＷのようなハイパーメディア的な情報空間

をターゲットにする）へのアクセスを支援するシステ

ム、電子化されていない印刷物へのアクセスを支援す

るＯＣＲシステムなどへの応用が予定されている。

筆者はこのプロジェクトに開発委し員として参加して
いるが、プロジェクトが成功するためには、発想の大

きな転換を、開発を発注する行政の側にも、開発を受

注する企業の側にも、辛抱強く説得していく必要があ

ると痛感している。日本のこれまでの同種のプロジェ

クトでは、とかく新技術開発、とくに専用ハードウェ

ア開発の「実験的」な試み童畷先されてきたことに加

えて、自国や自社（７）技術力を過信して欧米の先進的な

試みに学ぶことを怠ったり、ユーザによ；Ξ、評価を軽視

５６

したために、「実践的」な成果をあげることに失敗し

てきた。ユーザはそれを４丑促たる思いで見つめてき

た。しかし、ユーザは確実に成熟してきており、不完

全なアウトプットではもはや通用しない時代が来てい

る。
コンピュータには、障害や老いにともなう制約を補
・う強力な道具ともなりうる可能性が備わっている。だ

から、障害者の多くはこの道具に熱い期待を寄せてい

る。高度情報社会においては、コンビュータヘのアク

セスは権利であるという考えが先進的な国々で成熟し

制度化されてきた。日本に４、ｉ垂産省の「情報処理機器

アクセシビリティ指針．ｊ（１９９５年改訂）というガイド

ラインがある。スクリーンリーグや専用アプリケー

ションの自主開発という障害者の「蛍額懲術」だけで

は、障害者のコンピュータアクセスは保障されない。

今後は、ＯＳメーカーのアクセシピリティヘの積極的

関与がなんとしても望まれる。多様なユーザの要求に

応えられるような柔軟性（ｍｕｌｔｉｍｏｄａｌｉｔｙａｎｄ

ｃｕｓｔｏＩＩｌｉｚａｂｉｌｉｔｙ）を、あらかじめ備えたＯＳやユーザ・

インターフェイスが開発されなければならない。

以上、本論文が扱った視覚障害者のコンビュータア

クセスというテーマは、あるいは特殊だったかもしれ

ない。だが、これは人と人、人と社会、人と道具を接

合するインターフェイスのあり方に関すミ〉基本原則＝

哲学の問題であることを強調したい。人間の特性を一

元的に想定して、ユーザ・インターフェイスを一方向

に純化していくやり方は、インターフェイスと不整合

を起こすユーザのアクセスを排除するのみならず、便

法による適応をも拒絶する。それは、人権という倫理

的視点からしても、ユーザの多様化という時代状況に
おける資本制の論理からしても、すみやかに解決され

るべき事態であると筆者は考える。

障害者に使いやすい道具は高齢者にも使いやすく、
ひいては健常者にも使いやすいはずだ、という常套句

がある。しかしそれは誤りである。多様ｌｉｌＥは調和的で

あるとは限らない。ある糠吐を持った人には使いやす

い物が、別の特僧

がむしろ普通である。そのことを踏まえつつ、イン

ターフェイスは設計されなければならない。パーソナ
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ルコンピュータのようにユーザの多様性を、マルチモＩ）ｒｏＴａｌｋｆｏｒゝ ７ＳｒｉｌｌｄｏｗｓＢｉｏｌｉｎｋＣｏｍｐｕｔｅｌ・Ｒｅｓａｒｃｈａｎｄ

ダリティによって解決できる場合はむしろ例外的であＩ）ｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ杜（加）ＭＳ・Ｗｉｎｄｏｗｓボイスシンセサイ

る （ な ぜ な ら 一 台 の 「 パー ソ ナル 」 コ ン ピ ュ ー タ を 複 ザー

数のユーザが同時に使うことは考えなくてもよいかＷｉｎｖｉｓｉｏｎＡｒｔｉｃＴｅｃｌｌｎｃ、ｌｃ）ｇｉｅ・ｓｌｎｔｅｒｌｌａｔｉｏｎａｌ社（米）

ら）。ところが、；ｌｌ路や建物となると、多様な特性をＭＳ・Ｗｉｎｄｏｗｓボイスシンセサイザー

持つ人びとが、異なる特性のインターフェイスを要求ＷｉｎｄｏｗＭａｍｒＢｌａｚｉｅＥｎｇｉｌ１（、ｅｒｉｎｇ社（米）ＭＳ・Ｗｉｎ・

しつつ同時に利用しようとする。この場合のインターｄｏｗｓボイスシンセサイザー

フェイス（マルチユーザ・マルチモーダル・インターｏｕｔＳＰＯＫＥＮｆｏｒＷｉｎｄｏｗｓＢｅｒｋｅｌｅｙ５；ｙｓｔｅｍｓ社（米）

フェイス）設計は困難を極める。同じ障害者でも、視ＭＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓボイスシンセサイザー

覚障害者は歩道の段差を維持するように求め、車丿陪子ＪＡＷＳｆｏｒＷｉｎｄｏｗｓＨｅｎｔｅｌ・・Ｊｏｙｃｅ社（米）ＭＳ・Ｗｉｎ・

の障害者は段差を削ることを求めるといった具合であｄｏｗｓボイスシンセサイザー

る。どのようなブレイクスルーが可能かを徹底的に考ｖｉｒｇｏＢＡＵＭ社（独）ＭＳ；・Ｗｉｎｄｏｗｓ点字ディスプレ

え 、 妥 協 や 譲 歩 の 可 能 性 を ぎ り ぎ り ま で 考 慮 す る こ と イ

しか、さしあたり方法はない。協調や相互譲歩のため１；ｃｒｅｅｎＰｏｗｅｒｆｏｒＷｉｎｄｏｗｓＢＡＵＭ社（独）、

のインターフェイス＝共生の作法を、この社会はもっ’ＩヽｅｌｅｓｅｎｓｏｒｙＳ；ｙｓｔｅｍ社（米）ＭＳ；・Ｗｉｎｄｏｗｓ点字ディス

と真剣に設計し、組織していく叱-がある。

注

（１）森岡正博、１９９４、ｉｉｉから引用。また、これに関連

して、太田茂。１９９１、および、太田茂編、１９９２参照。

また、

（２）□幅ったい話だが、筆者も社会学の研究のかた

わら、「自！肋点訳プログラム」「スクリーンリーグ」「音

声・点字エディタ」などの視覚障害者用コンピュー

タ・ブログラムを開発してきた。視覚障害者が使える

エディタがないため、エディタを作ることから私は始

めたが、そもそもエディタにせよ何にせよ、ブログラ

ムと名の付く物を作るにはエディタカ１必ヽ要だという大

いなる矛盾がそこにはあった。

（３）森岡正博前掲書、１２５

（４）「ＧＵＩアクセス・プログラム製品一覧」

製品名開発元対応ＯＳ対応出力デバイス

ｏｕｔＳＰＯＫＥＮＢｅｒｋｅｌｅｙＳｙｓｔｅｍｓ社（米）Ｍａｃｉｎｔｏｓｈボ

イスシンセサイザー

ＳｃｒｅｅｎＲｅａｄｅｒ／２ＩＢＭ社（米）ＯＳ／２ボイスシンセサ

イザー

ＳｌｉｍｗａｒｅＷｉｎｄｏｗＢｒｉｄｇｅＳｙｎｔｈａ-ｖｏｉｃｅＣｏｍｐｕｔｅｒｓ社

（加）ＭＳ・Ｗｉｎｄｏｗｓポイスシンセサイザー、点字ディス

プレイ

プレイ、ボイスシンセサイザー

ＷＩＮＤＯＴＳＰｌｌｐｅｎｍｅｉｅｒ社（独）ＭＳ；・Ｗｉｎｄｏｗｓ点字

ディスプレイ

ＢＬＩＮＤＯＷＦｒａｎｃＡｕｄｉｏＤａｔａ社（独）ＭＩ；・Ｖｉｎｄｏｗｓ

点字ディスプレイ

「ＵＮＩＸ用ＧＵＩアクセス・プログラム開発ブロジェ

クトー覧」

プロジェクト名開発機関対応ＯＳ対応出力デバイス

ＧＵＩＢプロジェクト（ＴＩＤＥプログラム）シュツット

ガルト大学（独）他Ｘ・Ｗｉｎｄｏｗ特殊点字ディスプレ

イ、ボイスシンセサイザー

Ｍ。ｒｃａｔｏｒブロジェクトジョージアエ科大学（米）他

Ｘ・Ｗｉｎｄｏｗボイスシンセサイザー

ＤＡＣＸ印ｉｓａｂｉｌｉｔｙＡｃｔｉｏｎＣｏｍｒｌｌａｔｅｅｆｏｒｘ）ブロジェ

クトウィスコンシン大学Ｔｒａｃｅｌｌ（、ｓｅａｒｃｈａｎｄＤｅｖｅｌｏｐ・

１１１ｅｎｔＣｅｎｔｅｒ（米）他Ｘ・Ｗｉｎｄｏｗボイスシンセサイザー

Ｓ（：ｒｅｅｎＲｔ、ａｄｅｒ／Ａ【ＸＩＢＭ社（米）ＡＩＸボイスシンセ

サイ ザー

ＵｎＷｉｎｄｏｗｓプロジェクトレンセラーエ科大学（米）

他Ｘ・Ｗｉｎｄｏ、ｖ拡大画面

５ＴＩＤＥについては以下のＷＷＷサーバーから入手

できる。

５７
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ＲｏｙａｌＮａｔｉｏｎｉｌｌｌｎｓｔｉｔｕｔｅｆ（）ｒｔｈｅＢｌｉｎｄ-ＨｏｍｅＰａｇｅ

h t t p /www .ｒｒｌ . o r g .ｕｋ/

６ 電 子 福 祉 機 器 に 関 す る 国 内 お よ び 海 外 の 情 報 は 、

た と え ば 以 下 の Ｗ Ｗ Ｗ サ ー バ ー か ら 入 手 で き る 。

’ＲｏｙａｌＮａｔｉｏｎａｌｌｎｓｔｉｔｕｔｅｆｏｒｔｈｅＢｌｉｎｄ-ＨｏｍｅＰａｇｅ

h t t p / www .ｎｉｂ . o r g .ｕｋ/

‘ＴｒａｃｅＲｅｌ；ｅａｒｃｈａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＣｅｎｔｅｒ

ｈhttp://www.ｔｒａｃｅ.ｗｉｓｃ.ｅｄｕ/

’ＩＢＭＳｐｅｃｉａｌＮｅｅｄｓＳｏｌｕｔｉｏｎｓ

http/www.ａｕｓｔｉｎ.ｉｂｍ.com/ｐｓｐｉｎｆｏ／ｓｎｓｈｏｍｅ．ｈｔｍｌ

‘Ａｐｐｌｅ’ｓＤｉｓａｂｉｌｉｔｙＳｏｂｔｉｏｎｓ

http/www..ａｐｐｌｅ.com/ｄｉｓａｂｉｌｉｔｙ／ｗｅｌｃｏｍｅ．ｈｔｍｌ

‘ＫｏｋｏｒｏＲｅｓｏｕｒｃｅＢｏｏｋｈｅｎｓｙｕｓｙａ

h t t p / w w w . ｂｍ . c o . j p / ｋｏｋｏｒｏｗｅｂ／ｍａｉｎ／

ｈｅｎｓｙｕｓｙａ．ｈｔｍｌ

‘ＫｏｋｏｒｏＷｅｂｔｏｐｐａｇｅｉｎＥｎｇｌｉｓｈ

http/www.ｉｂｍ.co.jp）/ｌ（ｏｋｏｒｏｗｅｂ／ｉｌｌｄｅｘｅｎｇ．ｈｔｍｌ

’ＡｃｃｅｓｓＲｅｓｅａｒｃｈＧｒｏｕｐ

ｈｔｔｐ：／／ｂｕｒｉ．ｓｆｃ．ｋ・：・ｉｏ．ａｃ．ｊｐ／゙ｋａｄｏｔａ／ｉｎｄ（・）（．ｈｔｍ１

°ＨａｎｄｉｃａｐｌｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＲｅｓｏｕｒｃｅｓ

http/www.ｄａｉｓ.ｉｓ.ｔｏｈｏｋｕ.ａｃｊｐ/｀ｉｗａｎ／

ｈａｎｄｉｃａｐ＿ｒｅｓ．ｈｔｍｌ
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「先号の『らい』問題を読んで」に触発されて

篠原睦治（和光大学）

松浦武夫さん、先号には、島比呂志さんへのぼくの伴っていないという問題が残っている。もう一つ、

インタビュー「いま、なぜ、らい予防法を問うのか」「ハンセン氏病」は、「らい菌」を発見してひとつの伝

と浪川新子さんの「らいの本を読む」（いずれも第３染病であるとした、医師ハンセン氏の功績を称えて、

巻第１号）に丁寧な応答をしてくださり、ありがとう付けられた名称だが、それに伴う結果に問題がある。
ご ざ い ま し た 。 つ ま り 、 そ の 分 、 い よ い よ 、 「 癩 病 」 者 は 、 元 「 癩 病 」

実は不思議な事態が起こりました。松浦さん・ｚ）文章者も含めて、近代医学と医者の支配・管理のもとに置
の直後に、「松浦武夫さまへ」という拙文を載せたつかれ続けることになる。

もりでしたが、それがいつの間にか消えていました。こうして、「らい」者は、近代国家の成立以降今日

特に、最後に載せた「注」二つは、ぼくが無断で付記まで、「癩病」と「ハンセン氏病」という名称のもと

したもので、それを松浦さんにも１脆者にも断っておかで、通して「隔Ｓ１１１収容」の時代を生きてきたのである。

なくてはならないと思っていましたのに失礼しましその意味で、二つの名称は、（松浦さんが言うように）

た。ここでは、そのことをお断りし、松浦さんの文章同様の文脈で合わせ・！：：｀想起され続けられなくてはなら

読みながら触発されたことを記します。をないと改めて気づいた。

「癩病」も「ハンセン氏病」も「隔離収容」のもとでらい学会見解は「らい予防法」廃止の動きに対する処

世ではないか

確かに、ぽくは、「ハンセン氏病」と言わずに、「癩

病」と言い続けて、その歴史と現実に対面し続ける必ところで、日本らい学会は、「らい予防法」の存続

要がないかと発言した。松浦さんは、「癩病」、そして、に自ら加担してきたことを述べ、そして、その廃止を

「ハンセン氏病」と二度意識す；Ξ、必要があると述べて提言している。松浦さんは、国家と医学・医療の結合
い る 。 を 支 え て き た 、 民 衆 の 意 識 の 解 明 を 提 言 し て い る 。 そ

ぼくは、「癩病」者自らが、全患協運動の中で、「強して、らい学会の自己批判もそこへの入口にすぎない

１１１１ｊ収容反対」とともに、「ハンセン氏病という正式名と述べている。そこでは、この見解に対する松浦さん

称の採用」を訴えた事実を・想起する。つまり、「癩病」の詳しい感想はいまだ述べられていない。この際、ぼ
が「強制収容」と結びついてきた名称であったためくの感想を記してみる。

に、「強制収容反対」は、新しい名称「ハンセン氏病」；なぜ今ごろになってようやく、らい学会は、昔から

とセットになって、主張されなくてはならなかったの分かっていたことを自己批判したのであろうか。彼ら

だ 。 は そ の 理 由 を １ １ 月 快 に 述 べ て い る 。 学 会 の 中 枢 を 療 養 所

ところが、今日、名称「ハンセン氏病」は一般化し関・ｔ恥昔が占めていたからであり、らい学会の中枢に彼
つつあるが、その「強制収容」はあり続けているし、らがいなくなって、やっと、彼らへの批判が可能に

それを正当化・合法化する「らい予防法」や「日本らなったからであると。とすれば、この見解は、らい学
い学会」は存在している。つまり、名称替えが実質を会内における、療養所の内と外の対立の結果、外が勝
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利したと述べているにすぎない。この見解は、その印

象をカバーするかの如く、「救癩の旗印を掲げて隔離
を最善と信じ、そこに生涯を賭けた人の思いまでを、

私たちは踏みにじる権利がない。」とわざわざ断って
いる。

こうして、らい学会見解は、「らい予防法」を成立

させ推進した光田健輔ら、らい強制隔肖ｌｌ論者の立場を

自分たちの外に置き、しかも、彼らが同じ医療従事者

である点で、その分かばうという形になっている。か

くて、らい学会は、新たに、外来治療を原則とするハ
ンセン病治療への努力を宣言している。こう読むと、

ぼくには、この見解は、らい予防法廃止の動きに対応

する、らい学会防衛の処世のように思われてくる。

対話の中で気づいてきたのだが、今日、「らい予防法」

の廃止は、「らい」者の現状の充実・改善というパラ

ドックスを同時に引き受けていかなくてはならないほ
どに、「らい」者隔離は余りにも閉鎖的だったし、長

きに渡ってしまったのである。

ぼくは、この事態を日本ファシズムの歴史の中で考

える。つまり、ここにも、戦争責任と戦後補償という

今日的テーマがある。兵庫解放教育研究会の人々は、

「らい」園における在日朝鮮人の歴史と現在にそって、

聞き取りを重ねているが、それらを読むにつけても、

そのテーマの重畳・ｌ生と遍在性を思わないわけにはいか
な１／％（１）（２）（３）

（松浦さんが提言する）国家・社会とらい医学・医宗教や科学と差別や偏見の関係をさらに探る

療の結合を支えてきた民衆意識の解明の第一歩は、医

学・医療に対する（ぽくらの）幻想を剥ぐ作業から始
まるのかもしれない。

「よりよい施設」論の強制隔離性と現実性

松浦さんは、「明るく、広々とした」らい療養所と
いったぼくの初印象に言及して、「よりよい施設は強

制隔離の条件」と批判している。インタビューを文字

化してからも、この点については、気になっていたの
で、そのことを指摘していただいて有り難かった。

例えば、「現行法」の成立（１９５３年）に先んじ
て、光田長島愛生園園長は、国会で、強権的隔離を強

調したのに対して、林多摩全生園園長は「近来；１３陰様

にて逃走の患者カりＩＥ常に減少しております。・・・療養所

のすべてのことに、住居の問題とか、その他文化的方

面にも一層の改善を加えたならば、患者は落ち着いて

療養すると思います。」と証言しているが、この証言
に照らしても、ぼくがこのような初印象に留まるのは

不十分、不適切といよいよ思う。

「人権の尊重」に立った療養所の改善が「らい」者
の管理・支配をソフト化し、つつがなくしていくとい
・モ｝指摘は、今日いよいよ£ヽ要である。だが、「らい」者

隔離の現実は、この指摘に留まるにしては手遅れに

なっている。そのことについては、ぽくは島さんとの
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松浦さんは、「らい」者に対する差別と偏見の根源
を宗教・・やｊ吽学のあり方に求めているぽくなどの考え方

に疑問を呈している。例えば、「らい」者の異形に対

する；ｆ；快やｌｉｌ：怖は仏教思想における業や因果応報に
よって解釈されるかもしれない。しかし、問題は、不

快や恐怖を体験する人々の生活世界そのものにあり、
そのようｌこ解釈して自らを正当化する人々・フ：）心性にあ

る。とすれば、逆に、宗教や科学のあり様によって、

それらは、人々の差別や偏見を問い直す契機になるか

もしれない。

しかし、一方で、宗教や科学の内実やシステムは社

会や状況の流れや場の中で、それらに抵抗したり規定

されたりして成立してきたことも事実であり、その結

果や過程としての宗教や科学そのものが差別や偏見を

あえて作り出してきたということもある。
ぼくは、松浦さんの指摘を受けながら、宗教・科学

と差別・偏見の関係をめぐる二つの立場を念頭に入れ

て、今後とも考え続けたいと思った。ただし、科学や

宗教は本来正しい、それらが誤用、濫用されることが

ある、問題はそこに関わる人間の問題だ、として、科

学や宗教を批判の対象から外して免罪してしまうこと

には警戒的でありたい。

ところで、松浦さんは、「断種の思想」は、「呪われ

た病」といった宗教的言説と「遺伝子医療」といった



先端医療の一見相対立するそれぞれの場で、成立して
いることを才ｔｌ摘し、そのもとにある共通した人間観を

示唆している。そして、篠原は、「出会い続ける日常

を生き合うこと」に、その出口を見いだそうとしてい

ると述べている。その通りだが、松浦さんは、「生き

社会臨床雑誌第３巻第３号（‘１９９６．３．）

て気づいたこと、考えたことを記した。最後のことな

ど、いくつも自信のないことを書いた。今後とも一緒

に考えていただけることを願っている。感謝。

合う」とはどういうことかと自他に問い掛けている。〈注〉

とりあえずで言えば、いつでもどこでもどんな関係

でも「生き合う」ことではないか。例えば、らい療養（１）「らい」園の医療と人権を考える会編「「らい予

所の職員が職員の立場でそこで患者としての「らい」防法」を問う」１９９５年、明石書店。特に、「Ⅲ

者と出会い続けてきた。そして、そこでも、（部分的

にしろ）、人々の「らい」者に対する差別と偏見は気
づかれてきた。そして、隔離批判も生まれてきたので

はないか。特に、近代以前の社会における「らい」者

と周囲の人々の関係に、近代における「らい」者隔離

を越える生活のイメージがないか。ぽくはそんな関心

を持っている。

松浦さんの指摘に反省し、多く共鳴しながら、改め

「らい」園における在日朝鮮人の一側面」参照。

（２）金南甲遺歌集「母恋情」１９９４年。

（３）金南甲「忘れ得ぬ日一一九四〇年四月一八日」１
９９４年

（２）、（３）に関しては、発行者畝本常宏（神戸市

長田区宮川町８-４-７）に問い合わせて下さい。
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＜「映画と本」で考える＞
「 シ ョ ー シ ャ ン ク の 空 に 」

- も う ひ と つ の 「 カ ッ コ ー の 巣 の 上 で 」 -

新垣多恵（東京足立病院）

結局彼は終身刑を言い渡されショーシヤンクの刑務所

に送られる。インテリっぽく、他の囚人が雰囲気が異

なる彼か次第に仲間を作り絶望とあきらめ垣他領する

刑務所で「心の豊かさを失っちゃだめだ。心の巾には

誰にも奪えない物がある。」と静かに語り出す。きっ

と性的虐待をうけ、看守たちの非人間的な扱いに打ち

ひしがれた自分を奮い立たせるためにもそうせざるを

えなかったのだろう。やがて彼は圧倒的な管理のな

か、銀行で培った能力と駆け引きで刑務所に図書室を

作り、無機質な生活のなかに少しでも潤いを与えよう

とする。同時に何の可能性もない毎日の繰り返しのな

かに少しでも可能吐を兄出だそうとするのだ。そんな
ー方でやはり管理のなかで人間としてのエネルギーを

吸い取られた故におこる悲劇もある。それは年老いた

長期服役者が仮釈放で外にでるが、すっかり浦鳥太郎

になってしまい塀の外では生きられない孤独と絶望の

なか自ら命を落とすというエピソードである。管理さ

れた生活が４０年５０年と続くと自由は不自由とな

り、解放よりも閉鎖された生活をもとめてしまうとい

うパラドックスが切なかった。またこの点はそのまま

梢神病院に置き換えて考えることができる問題だと思

えた。変化のない規則どおりの生活の繰り返しは人間

から多くのものを奪ってしまうのだろう。そんなあた

りまえのことがあたりまえでなくなる世界で必要にな
るのは伜を打ち破る行動である。だからこそアンディ

が看守遠の裏をかき、刑務所内にオペラ「フィガロの

結婚」を響き渡らせ、そして皆カ町乍業の手を止め音楽

に聞き入るシーンはなんとも爽快であった。

またこの物ａ即）ストーリーテラーであり２０数乍堺

の中で過ごしているレッドがどんな逆境にあっても希

瞥 ｉ ３ 融 ｌ ｀ 喝 Ｐ ・ ’ Ｊ - ， - 雫 ゜ ’ ｊ ° ｉ ｉ ： ： Ｉ Ｉ ● ． Ｊ ・ ｀ 喝 Ｐ ‘ ’ Ｊ
６２

この映画に興味をもった理由はあの「フォレストガ

ンプ」同様にアカデミー賞７部門にノミネートされな

がらも１部門しか受賞できなかったという点である。

様々な問題を抱えた現代のアメリカで［フォレストガ

ンプ］のような優等生映画がヒットし、マスコミに絶

賛されアカデミー賞を独占する。それは何か問題のす

りかえのように思え、ひねくれ嗇の私としてはなんと

なくうさん央い印象をもっていた。だから私は同じよ

うな評価を受けながらも肩透かしをくらったこの作品

に興味をもったのである。そんなきまぐれから観に

いった作品なので正直いって地味な映画だろうとしか

思っていなかった。しかし見終わってみれば、ここ数

年私のなかの印象に残った映画ベスト３に常にランク

インしている「カッコーの巣の上で」を彷佛させる秀

作であった、「カッコーの巣の上で」は梢神病院を舞

台に患者であるジャック・ニコルソン演じるマクマー

フィという荒くれ男が人間性を剥奪する管理体制に命

がけで抵抗していく物語だった。「カッコーの栄の上

で」がそうであったように、この映画も、人はどんな

絶望的な状況でも人間らしさを取り戻そうとし、その

ためにしたたかに生き抜いていくということを仁じさ

せてくれる作品だった、ここには圧倒的な力に管理さ

れていてもなんとかもがいてみる「生きるジタバタ」

が表現され、またそれを演じる俳優たちも素晴らし

かった。ストーリーは一見よくある刑務所映画だが、

そのありふれたプロットを使いながら、巧みな構成で

最後まで飽きさせず、２時間３０分という長さを感じ

させない。

主人公のアンディは妻とその愛人殺しの容疑をかけ

られた若き銀行副頭取である。、無罪の叫びも空しく、
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望をすてない主人公に惹かれていく姿は、チーフがマアカデミー賞５部門を受賞した。それに対して同じよ

クマーフィに魅了され、力を与えられて行く姿と重なうななテーマをかかげながらも「ショーシャンクの空

る。チーフは「カッコーの果の上で」に登場するインに」はアカデミー賞ノミネートという形で評価されな

ディアンである。彼は開発のために故郷を奪われ、父がらも結局は肩透かしをくらってしまった。この違い

やー族も消滅させられた彼は何にも反応せず、口をつはなんであろう。確かに梢神病院を舞台にしたという

ぐ み 梢 神 病 院 の な か で 無 気 力 な 生 活 を 送 っ て い た 。 点 で は 「 カ ッ コ ー の 巣 の 上 で 」 の 方 が 斬 新 で あ り

チ ーフ が そ う で あ っ た よ う レ ッ ド ｍ 也 凱 れて い る こ 「 シ ョ ー シ ャン ク … 」 は 二 番 煎 し 的 な 映 画 か も し れ な

とに甘んじ、刑務所のなかで希望をもつことは危険だい。しかしこの２つの映画に対する評価の差はそれだ

と考えていたのだろう。そんな彼に対してアンディはけではなく、やはりそこには時代の違いがあるのだろ

人 間 が 人 間 で あ る た め に 何 を すべ き か 間 い か ける 。 う 。 「 カ ッコ ー の 巣 の 上 で 」 の 時 代 は 管 理 す る 力 が 目

も ち ろ ん ア ン ディ と マク マーフィ ー は キ ャ ラ ク タ ー に 見 えて い た し 、 何 と 戦 う べ き か も わ り と 明 確 だ っ

的にはかなり異なった面をもっているが、外からの圧た。しかし現在のように、一見非常に自由に見え、そ

力に屈しない強靭な梢神力をもっているという点は共れこそ選択肢の数が無数にあるように思える世の中で

通している。しかし彼らが強くなれたのは彼らを理解私たちの管理に対する感覚はどんどんマヒしているの

し 見 守 り 、 そ し て そ の 行 動 に 心 を 動 か さ れ た 存 在 が で は な い だ ろ う か 。 そ ん な 時 代 の 流 れ の な か で

あったからだと思う。確かに人間はしたたかで、そこ「ショーシャンクの空に」がいい映画だがインパクト

知れない力を秘めていると思が、しかし一人でその力のないものとして流され、「フォレストガンブ」のよ

を保ち続けることは難しい。互いに影響し合うことでうに時代の流れに身をまかせるという映画が評価され

支 え ら れて い る 面 が あ り 、 マク マーフィ に と っ て は る の か も し れ な い 。

チ ーフ が 、 ア ン ディ に と っ て は レ ッ ド の 存 在 が 不 可 欠 し か し 、 私 か ら み れ ば 私 自 身 が 生 活 して い る 世 界

だ っ た の だ ろ う 。 た だ 二 つ の 映 画 が 似 て い る か ら こ も 、 周 り を 見 回 せ ば 八 方 塞 が り だ と 思 わ ざ る を え な

そ、 ア ン ディ が 自 ら の 免 罪 を 証 明 で き そ う に な っ た の い 。 見 え にくく な って い る ガ ラス の 壁 に 突 き 当 たる

に、脱税のために彼の力を必價とした所長に自由へのと、あきらめや無力感が波のように押し寄せてくる。

道を潰され懲罰房に入れられた時、マクマーフィがロ保護と隔離が蔓延している現状はそう簡単には変えら

ボトミー手術を受けさせられ人形のようになってしれないだろう。しかし何か方法があるのではないか？

まった場面を思い出し、嫌な予感がした。懲罰房から全てがひっくり返るような大きな変化は期待できなく

で て き た ア ン ディ は すっ か り 変 わ り 果 て、 レ ッ ド はそ て 乱 ガ ラス の 壁 に 小 さ な 風 穴 ぐ ら い は 開 け ら れ る の

んな彼を心配する。しかしアンディは「希望は永遠のではないか。正攻法ではないかもしれなが、したたか

命」という言葉を信じぬくのだ。ラストシーンを観たに根気強く穴を掘り続けよう。「ショーシャンクの空

時 は 物 語 だ か ら こ ん な に 上 手 く い く ん だ と 思 い つ つ に 」 は 私 にそ ん な 気 持 ち を お こ さ せ て く れ る 映 画 で

も 、 や は り 感 動 せ ず に は い ら れ な か っ た 。 あ っ た 。

「カッコーの巣の上で」はあの当時高い評価をうけ、

；ｉｌ圖・ヽごー｜’・．゛ｌ！ｌ・・●．゛・．．眉腫ヽご●｜｜｜’．．¶・・-●．゛、．月｜羅・ぐ１❼；フ
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＜「映画と本」で考える＞

『学校カウンセリングと心理テストを問うｊ（社臨シリーズ第２巻）をきっかけに

原田牧男（神奈川県立高校教諭）

「カウンセリング」というと、私はいつもあの教会

の懺悔を思い出してしまうっ誰にも言えない心の膏脳

や秘密を神父に打ち明け、神の許しを乞うことによっ

て、魂を良導されろというあの佻式とどうしてもダ

ブッてしまうのだ。この本の中の中島浩御があげてい

る、敦師にカンニングしたと誤解され反抗的になって

いた中学生の例でも、教師が何でも話してみて下さ

い、とにかく何の指示も批判もしないで聞いてあげま

すからという受容的態度に包まれる中で語らされたの

は結局、自己の弱さの自党、自己の卑少さの自覚で

あった。そしてこの止徒は、自己の卑少さを自覚する
ことによって、自分で自分のやさしさに出会ったよう

な気分になり、そのことによって自分を収り戻せたよ

うな錯覚に陥っている。そこからは、反抗心も暴力性

も蒸発させられ、外に向かって表出される力強い自己
は、完全に出口を塞がれてしまっている。もしかけが

えのない自分というものがあるとしたら、それはこの

錯覚の中に消えてしまったのかもしれない。
しかし、こうしたことも現在では稀なケースではな

いだろうか。いくら受容的態度で待ち受けていても、

悩みを相談に来るような内省的な生徒はほとんどいな
いからだ。例えば不登校という現象がある。現実には

様々なケースがあるだろうが、私の考えでは、不登校

というのは曜１本的には、自己形成不能もしくは自己形

成拒否という小態であって、当人は恐らく苛立ちと倦

怠の渦咎く無限退行循環ともいうべき状態の巾に居
て、それが実はあらゆる粉飾や色づけを収り去った時

の学校の、人を脱力させると同時に支えている、空疎

な自明性の再生産の循環をそのまま映し出していると

思われるからだ。平たく言えは、不登校の子供はあら

ゆる虚飾を取り去った時の学校の無意昧さを身体で直

に写し取って表現していると言ってもいい。こうした

子供は、学校によって自己形成そのものを不能にさせ

られている。自らの悩みを自覚する内省的自己が存在

しないところでは、カウンセリングなど何の役にも立

ちはしない。言い換えれば、弁証法的対話関係によっ
て内省的自己が止揚されるという図式が成り立たない

ところでは、カウンセリングは原理的に無効なのだ。

実は現代のほとんどの子供がこの内省的自己を有し

ていないのではないかと私は考えている。つまり自己

の内で自己と対話する、ある領域の広がりとしての自

己イメージを持っていないのである。だから悩みに悩
んだ末にその状態を止揚できないで身体の変調をきた

すというのではなく、思い悩むよりも前に身体の方が
おかしくなってしまったり、自分で自分を支えられな

くなると、ポロッと自分からこぼれ落ちてしまって、

自分そのものから退却するように、不登校や引きこも

りという状態になってしまう。
では、中鳥浩獅が問題としている産業柵造の変化の

中で求められる生涯学習体系は、どういう能力の育成

を目指しているのであろうか。私か思うには、それは

浮遊状態に耐える自己をどこまで維持できるかという
ことではないだろうか。派遣会社に上前をはねられ、

自分の能力を切り売りしながら次々と変わる職場でそ

れなりに人間関係をこなしていく、あるいは数カ月で

変化するマニュアルに適応し続ける、場合によっては

リストラや転職にもこだわらない変わり身の早さを示

す‥・これらはまさに浮ｉ詮状態に耐える能力であり、
言い換えれば、いかに自分自身の中身や対人関係が稀

薄であって伝自己の輪郭だけはそつなく維持し続け

甑 ： ． ｀ 琴 ” Ｊ ７ ： ｀ ● 、 - １ ｀ 嘱 Ｐ ‘ ’ Ｊ ７ ： Ｉ Ｉ ● ． Ｊ 、 叩 ． ‘ Ｊ
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る能力と言ってもいいかもしれない。この能力は、自の結果を生み出すものと思われているが、実は何もな

己へのこだわりを捨てる能力であって、佐々木賢も指い空白に原因を作り出しているのかもしれない。佐々

摘するように、なまじの活訪性や自主性などはかえっ木賢も言うように、意味のない空白は形容詞によって
て邪魔になる。だから暗く思い詰める自己内省型は勿充たされなければならない。だから学校の様々な教育

論、自分にこだわる自己表出型の人間も、こうした現的指導は、箆味があるから行われるのではなく、無意

実 に 適 応 で き な い 。 味 に 直 面 さ せ な い た め だ け に 行 わ れ て い る と 見 た 方 が

ところでこの本の中で佐々木賢は、教師か亡ヽ理テスいいのかもしれない。最近の生徒が心理テストや占い

トを介して生徒の進路を誘導した多くの例をあげ、例が好きなのも、切実に自分自身を知りたがっていると

えば小さい頃からデパートの店員になりたがっていたいうよりも、空白を形容詞で充たしてほしいと思って

少女の進路を教師がねじ曲げてしまったことを非難しいるからではないだろうか。「活動性において優れて
ているが、私には、本人が望みどおりデパートの店員いるが、自立性と創造性に欠ける」などと言われれ

の道を選ぽうが、心理テストによる誘導によって方向ば、何か自己という空白が充たされたような気分にな

を変えようが、そのこと自体どうでもいいように思わるではないか。

れてならない。一つの仕事を続けることがその人間の佐々木賢の言う、指導心性や通ｆ谷価値といったもの

生き方の偏りに大きな影響を持っている場合、進路のを取り除かれ、無媒介の生の関係になったとしても、

決定は切実でリアルな問題になりうる。だがここには教師と生徒は無意味の空白に直面させられて、ただ戸

沓かれていないので、これは私の想像にすぎないが、惑うだけではないだろうか。私は生の直接性の回復に

心理テストによって進路を変えられた多くの生徒は、ついてはとても悲観的である。もはや今・フ：）-ＥＩ：-供は、何

そのことに恐らく何のこだわりも違和感も感じていなも言わないでただそばにいてくれる隣のおじさんさ
いのではないだろうか。だからといって、ここでは心え、必要としていないのかもしれない。人間に対する

理テストを介した教師と生徒の対話という物語の中に飢餓感覚さえ、稀薄化しているように思われてならな
この少女が組み込まれてしまっていること自体が問題いからだ。むしろ子供たちは、新しい社会に適応しつ

というわけではない。恐らくそのことも含めて、全てつあるのかもしれない。かけがえのない自己へのこだ

がどうでもいいのだ。つまり生徒の進路がどのようにわりなんかとっくに捨て去って、与えられた体制をは

作りかえられたとしても、もしその生徒の中に立ち返み出すことなく、浮遊状態に耐えながら、柔軟に変身

るべきリアルな自己が存在しないなら、それ自体は良し続けられる子供、まだ数は多くないかもしれない
いとも悪いともいえないのではないだろうか。ここでが、そんな子供たちが確実に生み出されているように

はこだわらなければならない問題自体が消失してし思われてならない。

まっていることの方力咽題なのだ。心理テストは一つ
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＜「映画と本」で考える＞

『他者への眼差し「異文化」」と「臨床」』を読む

新原道信（横浜市立大学）

日本社会臨床学会編「他者への眼ざし「異文化」と

「臨床Ｊ」（社会評論社、１９５５年）は、横浜市立大学に
ておこなわれた第二回総会の記録であり、本の構成

は、第１部「異文化」問題の現在、第ｎ部学校化

社会のゆらぎの中で、第ｍ部Ｆ臨床」を問う視線、と

なっている。
どうして「異文化」と「臨床」というテーマを立て

たのかについては、第二回横浜総会の実行委員長で

あった野本三吉氏より、［人は、関係の中で作られ、自

分なりの価値観や文化を作り出す。関係の総和が個人

であるとすれば、個人は、個人でありなから同時に一
つのフィールドでもある。それぞれに異なった関係と

文化を包みながらすべての人は出会うことになる。し

たがって、「異文化」という言葉は、外国人にのみむ

ける言葉ではなく、人と人との出会いの中に含まれて

おり、「臨床」行為は、必然的に「異文化」との関わ

りを前提にしているのではないか。」（ｐ．４）という説明

がなされている。野本氏の提起を真摯に受けとめ、

「異文化」と「臨床」というニつの言葉にこだわるも

のたちに共通の思いについて考えたい。

１．本書の中では「臨床」にかかわるもっとも大き

なテーマ＜臨床Ｃ心理〕の専門家としてトータルな人

間を分節化された対象として見る＞の問題性が繰り返

し問われている。つまり、観察者、実験者として人間

の発達過程を見ようとする時は、いつもその生命過程

を外から見て（浜田寿美男、ｐ．２１２）おり、そこでは、
一人の「少年は、私の実験の枠組みに区切られた実験

対象であり、装置であった。彼は見られ続け、測られ

続けていたことになる。」（篠原睦治、ｐ．１３８）かくして、

複数のことなった水脈を内包しっっもひとつのまとま

りをもった社会的・文化的存在としてあるはずの人間

が、類型化されうるＦ一つの「事例」として『総合的

に評価・判定』され」、当人のリアリティとはかけは

なれた「「専門家による虚像」が作られてしまう」（徳

見康子、ｐｌミ５８-１５９）。

当事者が語れないもの、語られなかったものを、調

査者カ可吾るとはいかなる営為であろうか。当事者と距

離があり、しかもその距離が権力関係を伴うものであ

る場合、当事者が考えていることを、強引に調査者の

思考・言語体系の中に押し込めてしまう危険がある。

すなわち「相手の感じ方や、考え方が理解できない時

に、それを相手の劣性に帰着させ」（花崎皐平、ｐ、５５）、

混乱した言葉を発する精神分裂病は、「了解不能」（赤

松晶子、ｐ．１９０）なものとなる。あるいは「学校化して

いる居場所」（島根美枝子、ｐ．７８）や「家庭の兵舎化」

（保坂展人、ｐ．８６）に直面しているものたち身体表現

は、治癒の対象となる。

しかし、他者とのコミュニケーション能力は、個人

の 芯 、 能 力 と して 決 ま る 要 素 で は な い （ 竹 内 章 郎

、ｐ．２０８）。個々人が“うっすらと感じていること

（ｙｌｈｎｕｎｇにそこで直観的にではあれとらえられてい

るはずのリアリティがあるはずだ。個々人の内面の奥

深くで進行しつつある事態を、当事者がぎりぎりのと

ころで表し出そうとして出てきた言葉。あるいは言葉

にならない表現。言葉は時としてこわれる。他者には

「錯乱（Ｔａｕｍｅ１）」として映る。個々人のリアリティ、

そ れ は 個 々 人 の “ 記 憶 ” ど 経 験 ’ の 中 に 内 包 さ れ て

いるところの歴史と社会であるはずなのだが、このリ

臨 ： 魚 甲 ． ’ Ｊ ７ ： ｀ ● ， Ｊ ｉ ： ！ 亀 甲 ． ’ Ｊ ７ ： ｀ ● ， Ｊ ｉ 魚 撃 ” ｊ ・-一一一一‥
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アリティをとらえるための学問的認識さらにはその認そのものが強化されるという視角である。この視角に

識をささえるところの学問性がまさに問われている。よって認識されている異質なものの多様吐は、あくま

完全に自立した佃人などどこにいよう。一個人内でで“一様な（ｅｉｎｆａｃｈ）多捨ｒ（すなわち「様々な文

もー社会内でも、様々な要素が交錯している自分を感化」「様々な個人・集団」ということでオペレーショ

じて岐路にたたずむ。「いながらの出郷者」（石牟礼道ンの対象として一括されているという意昧での多様

子）は、「現在を生きる遊牧民」（メルッチ）として、性）である。それは学校の中に国際学級と障害児学級
“混乱 ”や “交錯 ”時にぱ ’錯乱 ”が「かえって常態」が隣り合わせになって端っこにある（豊住マルシア

であるところの自己をうっすらと感じる。共生の関係、ｐ．３２）ような多俵性だ。

をひらくというのは、自分へのこだわり、固執をといこれに対して、互いの異質性を意識しつつある個人
て、自分を傷つけられやすい、ひらいた状態に出来るや集団の側から見るなら、形成されるべき地域社会

かどうか、「こわれものとしての人間」である自己とは、質的に位相のことなるち力へ嗜もった個別のエレ

他者、「私の闇、私の痛み」にまっすぐ向き合（花崎メントによって構成される社会である。別の言い方を

皐平、１３．４５／５４）うことであろう。するなら、「個人が、「私はこれこれが出来ない」と思
２．ジョン・Ｇ・ラッセル氏が指摘されているようい得ないようなあり様、例えは、関係の巾で「移動で

に、［異文化］を考える意味は、外国の文化とその国きない」のであって、「“私が”迷惑をかけている」と

の文化との違いのみならず、男性の文化と女性の文いう発想が障害者の方からも山てこないあり方が「能

化、「健常者」の文化と「障害者」の文化など、様々力の共同性」であり、「能力」がそのように構成され

な位相にあるいろいろな文化を考えることにあるている社会・文化」（竹内章郎、ｐ．２２０）である。

（ｐ．１１）。つまり外側にある他者を見ることではない。この立場から見るなら、個々のエレメントのそれぞ

対象として設定される時の「異文化」は、「差別されれが、もうひとつの横浜やもうひとつの学校を構想

る○○」「復権されるべき○○」となることが多々見し、その結果として日本社会を予想もし得ない方向へ

られる。こうした理解は、文化的多元主義へとむかわと導いていく可能畦をも有している。既存の枠におさ

せる。しかしながら、多元的であること、異質であるまりきれない矛盾した諸要素としていくつもの「もう
ことの立体性、多方向性は、静態としてはとらえられひとつの地域」が顕在化することによって、日本社会

ない。いろいろなものがあることを認めようと判断しは内実をともなった形で具現化するのである。日本社

た時点で他者理解が止まるという側面がある。いろい会と日本人を見直すという試みは、日本社会の内なる

ろなものがあり、その違いはなかなか乗り越えられな異質性を収集し羅列することでは実を結はない。日本

いが、どうちがうのかを理解しようとしたり、自分を社会の中にあってコンフリクトを生じさせつつ生きる

わからせようとする過程の内に存在する動態的な関係ヘテロジーニアスな個々の要素が、自己を表し出して

付け、たゆまぬ異質性の認識過程こそが重要だ。自己輦新することと、ロ本社会と日本人の自己革新。
ラッセル氏がほう意昧での［いろいろな異文化］を再発見は、緊張関係を有しつつも同時に止揚されるべ

認めつつ社会を創っていくという営みは、私見によれき課題として、われわれの眼前に投げおかれているの
ば二つの相異なる方向性か内在している。すなわち、である。

ひとつは社会をより効率化していくためにはむしろ多３．課場は地域社会の形成、「異文化」と「臨床」に

橡畦をシステム内部に収り込むことによってシステムついて行きつもどりつしながら現場をもって考える人

．ｊｌ纏羅・ヽ．１❼；．．●・●．゛・、．層圖‘ヽ ご１圖【．．｀！・・・●．゛ｖ層謹・ヽご●｜｜ｒ／
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間の形成へとかえってくる。さいごに私事にかかわっ爆剤となるはずだ。会議の栗備にかかわった学生たち

て恐縮であるか、筆者にとっては、日本社会臨床学会の中に残った記憶、経験、様々な現場にかかわる人達

の総会が横浜市立大学で行われたことはとりわけ重要と、くひとの出会いの場をつくるということ白体がひ

な意味があった。というのは、野本氏と筆者（新原）とがつくられることだ＞と考える“大学に集うもの

は、それぞれがかかわってきたイタリアと横浜での経（教師という立場であれ学生という立場であれ）”と

験の比較と交流をおこないつつ、横浜市立大学においが、それぞれ別の水脈をもちつつも、ひとときではあ

て学部をこえて、大学の枠をこえて、「社会のオペれ、一同に会する場となったこと。また別の方向にそ
レーター」すなわち地域社会形成の担い手、＜地域社れぞれが歩んでゆくにせよ、小さな小さな起爆剤にな

会を形成する学＞を只体化する人間の育成の試みを始るべきものとしてこの集会はおこなわれた。だから、

めたところである、この観点からするなら延べ６００名表面上び）性急な変化ではなく、水脈のわずかな流れの

の集会として成功したこと以上に、そこにはもうひと変化を見る限をもって、ひきつづきこの問題とかかわ
つの試み７ｙかくされていた。そこに参加した人に、報りたい。自分の巾でこれまで当然と思っていたことが

告者のパトス７㈹己憶されること。それは、実際的な情ゆらぐことをうっすらと感じつつ…。

報よりもｆ似こ自分で鯛べたり探したりしていく時の起

- 叩 ’ ・ 『
＿ ＿ ＿ 、 ＿ ． ＿ ＿ ＿ ． ＿ ＿ ＿ ・ ．
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＜「映画と本」で考える＞
ｒ茉菓と荒海』（武田秀夫著，雲母書房）を読んで

私が武田さんに初めて会ったのは今から約２０年

前、ある大学新聞紙上で対談した時のことである。当
時、中学や高校の底辺校が荒れだし、シンナーを吸う

生徒カｔいて、暴走族が活発に動き、校内暴力か流行っ

ていた。武田さんは中学教師、私は定時制の教師、と

もにその［荒れ］の渦中にあった。

対談しながら、ふと「こんな繊細な神経の持ち主

は、遅かれ早かれ教師を辞めるのではないか」と予感

した。というのも、武田さんが次のような話をしたか

らである。

中学１年の時からつきあってきた生徒カｒいて、その

男の子が中２中３となるにつれ、目がっり上がってい

く。でも、そうなる理由が武田さんにはよく分かる。

ある日その子が屡れだし、鎌のようなものを振り上

げ、同僚教師に向かい「ぶっ殺してやる」と叫んでい

た。

武田さんはその子に、「落ちつけ、落ちつけ」とい
いながら、後ろからだき抱えるようにして座り込む。

彼に止められると、その子は怒りで体をブルブル振る

わせながらも、そのままじっとしている、誰かが用事
で武田さんを呼びにきても、彼は手が離せない。生徒

を抱えたまま、口頭で用事を済ませる。そんな役割を

演じた後、職貝室に戻ると、同僚教師たちは何もいわ

ない。その敵意とも羨望ともつかぬ不安な眼差しに囲
まれて、彼はどっと疲れが出て、涙も出てきたとい

う。
「敦師であること自体がつらい」と辞めてしまった

武田さんが、そう感じなくても済むと思うようになっ
た頃書いたのがこの「茉英と荒海」という本である。

「私こと、思いおこせばはずかしき教師生活。はずか

佐々木賢（日本心理センター）

しきことの数かず。いまはただ、反省の日々をひとり

過ごしておりますれば、お嬢様には他事ながらお忘れ

くださいますよう、ひれ伏して、お願い申しあげます

る」と過去の自分を茶化すことができるようになった

のだ。

その中の一つの話。ツッパリ君たちが武田さんの家

にバイクでつれだって遊びにきた。和気あいあいと語

りあっていたのだが、何かの弾み在日朝鮮人との喧嘩

の話になる。「チョーセンのやつらって、ほんとうに

すごい」とか「なんであいつら日本にいるんだ」とい

うので、武田さんは黙っておれず、植民地化と震災時

の虐殺、強制連行と今なお残る差別の数々について話

し始める。と、一人の少年か「奇妙な、尖に奇妙な笑

いを□もとに浮かべて、ｒ先生、おれたち、そろそろ

帰らしてもらいたいのですか」といいだす」。

Ｆこんな帰り方をしたら先生が傷つくのではないか」

と、こちらをいたわるような優しさと、「光生の大演

説につきあうのはやっぱりシンドイから、かんべんし

てください」という両方の意味がこもった徴笑なの

だ。「人と人とのあいだに流れる上下わけへだてのな

い親和的気分、それにまさる貴重なものはないはずな

のに。すべてはそこから始まるはずなのに、おれはそ

れをぶちこわした」と武田さんはその時の自分を反省

する。

武田さんは霞国謡教室という私塾を経営している。

そこで子どもたちと一緒に本を読んだり、彼が朗読し

たりする。感想文などは求めない。ただ読むのだ。小

学生の子どもたちが、「先生の、涜むのを聞いていると、

なんだかこわくなってくる」といったりする、同じ朗

読でも、録音テーブではうまくいかない。テープでは

・’ａｌ圖・ヽご１❼；．、｀！・・・●．゛、．ｊ圖・ヽＪ圖｜；．．●・●．゛、．１羅・ヽＪ❼；．．‘
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［いかに名調子でも、子どもたちの心とひびきあうおンネのギャップがもたらす目に見えない腐敗が、子ど

な じ 『 生 き も の 』 と しての ふ る え が ふく ま れて い な も の 若 い 魂 に ど れ ほ ど 破 壊 的 に 作 用 す る か 、 私 た ち は

い 」 か ら だ 。 そ れ を 深 く 思 っ て み る 必 要 が あ る と 思 い ま す 。 そ し

今、親と子、おとなと子どもの語りの場面が極端にて、私たちはいま、そうした言葉にかわって、『夢』や

少なくなっている。親や教師や大人たちが、その数少にわいお話』がもつ、ｒ教化』とは無緑の、アモラル

ない語りの場でも、「ただ教化的で、一方的で、したにして純粋な浸透力・迫力・ふくらみを子どもたちに

がって、語りおわったあとにカタルシスを得てにっこむけての語りにとりもどしたいものだと思います。

りほほえみあい、ふかぶかとたがいに、ｅＪ、をつくといっ「教化のことは」によってすっかりおおわれ、窒色

た お 嶮 に 、 決 定 的 に 欠 け て い る と し か 思 え ま せ 寸 前 の 私 た ち の 日 常 の こ と は に 、 そ う つ と め る こ と に

ん」と彼はいう。そうなのだ。「・‥すべきだ」「‥・よって、少しでも風がとおるようになったとき、「親

せねばならない」という教化のことはがあまりに多すの価値観」「子の価値観」のギャップという問題にも、

ぎ る の だ 。 新 し い 地 平 が ひ ら け て く る の で は な い で し ょ う か 。 こ

私の場合、学校化論や教育否定論やヒドウン・カリの私ですら、学校の教師をやめ、「教化」の意識から

キ ュラム を 論 ず る こ と で カ タルシス を えて、 な ん と か 解 放 さ れ た と き 、 ず い ぶ ん 新 し い 世 界 が ひ ら け て き

定年間際まで教師をやってきた。それに比べ武田さんた、わが子や塾にかよってくる子どもたちとのあいだ

は、『○○論』などと肩をはらずに、私のいいたかっに新しい関係が生まれてきた、そういう目のさめるよ

たその同じことを、何とスマートに、この本の中で語うな経験を貧しいながらしています。解決のかぎは意

り尽くしていることだろう。最後にもう一度彼のこと外に身近なところにあるらしい、それカｉいまの私の実

は を 引 用 し た い と 思 う 。 感 で す 。 」

「「教化のことば」「正義のことは」のタテマエとホ
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＜ “ こ こ の 場 所 ” か ら ＞

ガ ン バ リ ズ ム の 虫

高石伸人（直方市社会福祉協議会職員）

あればと父はせっせと働き、母は夜食作りもいとわな
Ｖゝ。

世渡り人生の落ちこぼれにならないために、「のぞ

み」が駄目なら「ひかり」を選びたいし、それが無理

ならせめて「こだま」にだけは乗り遅れないでと、ど

こまでも「新幹線人生」にこだわっていたりする。

国のゴールドプランに倣って、市町村老。ｊｘ、、？福祉計画

なるものが策定され、、直方市においても「人がまんな

か」をキャッチフレーズに、少しずつサーピスメ
ニューが増え、昨年１２月からは２４時間巡回ホーム
ヘルブサーピスも始まった。

そうした一連の動きに伴って、「医療、保健、福祉

のネットワーク」が強調され、サービス調整や情報交

換の場に、社会；福祉協議会からも参加の機会を与えら

れ、「ガンバる社協マン」の私も一層忙しくなってき

た。

実務者を中心に構成される会議では、例えば「ノー
マライゼーションの理念」や「共に生きる」は、言わ

ずもがなの論識の前提とされ、「オレ共に生き切らん

もんなあ」などと呟こうものなら、辺りの冷やかなま

なざしに、射し貫かれかねない。

特に専門職とされる保・ＩＳｉｌ！婦や看護婦、作業療法士な
どの資格を持った人は、今をときめく引っ張りだこの

存在で、「しっかりと」「ガンバって」「いきいきと」「美
しく」などの言葉のバーゲンセールで、「老いの尊厳」

を飾りたてる。私はどうもその場の雰囲気になじめず

に、一人鼻白んでタバコなど吸っていたりもするもの

だから、いよいよ煙たがられるというしだいである。

それは、これまでの身の内のガンバリズムが、少し
は自覚されるようになってきたからであり、もう「進

， - Ｉ Ｊ 。 ・ - - 」 - - - 一 重 一 一 - ， ‥ ｊ - Ｊ - 』 ＿ Ｊ - - - Ｊ - - - ， - ｆ - Ｊ - 』 ＿ Ｊ - ｊ - 』 - ｊ - Ｊ ＿ 』 一 一 一 一 - １ ． 一 一
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先日、友人が代表をしている「登校拒否を考える

会」のシンポジウムに足を運んだ。こどもの問題と言
えば、すぐに「健全＝育ｅ成」という言葉が返ってくるよ

うな１１１１場にいて、「イイ加減にこどもを育成や保護の
対象としてだけ見るのは止めようや！」と思っている

私にとって、最近の「いじめ自殺」や不登校などの問
題提起は関心事のひとつであるから。

シンポジウムの中で、中学の２年生からほとんど学

校に行かず、やっと一枚の；！９Ｓ：ヨ輩Ｅ証書と引き換えに義務

教育から解放されたと、ある母親が涙を拭きながら

語っていた。「今は家でブラブラする訳にもいかない

から、私・１、手伝いながら牛乳配達をしています。でも

時々朝起きるの回章いようで、そんな時は私が保育所
への出勤前に配っています。これから先のことを考え

ると、このままでいいのかと迷ってしまうんです」。

母親のガンバリにこうべを垂誓諺獣ら、義務教育の
ハードルを越えたつもりが、新たな「働く」ことの強

迫観念に縛られてしまうという堂々巡りの背後に、私
はガンバリズムの虫を見ていた。

「お宅のお子さんは、いま何していらっしゃるの？」
というお節介な周囲のまなざしは、もう一人の母親を

してこうも語らせる。「やっと無理に学校にやること

もない、！：気付いて、今ｉ；ｊ：学校に行かせてないんですけ

ど、でも、いつになった・ｌ、学校に行けるようになるん

だろうかと思うと不安で…」。

「‘健康で文化的な生活」を送るために、できるだけ

幼い時から、いい学校で多くの知識を身に付けて有名

大学を目指し、少しでも給料の高い会社に就職をする
ことが、幸せな人生なのだと私たちの多くは思わされ

ている。わが子の「幸せキッブ」を手に入れるためで
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歩のベクトル用語」を並べるのはやめようと、自戒しライフスタイルがこの人たちの前では、滑けいに感じ

ているためでもある。私にそう思わせたきっかけは、られてしまうということもある。

６年前のわが子、衆（ひろ）との出会いに始まったといま「虫の家」に住んでいる４４歳になるＫさん

言 え そ う だ 。 は 、 物 販 に 出 か け た り 、 高 校 の 文 化 祭 に 遊 び に 行 っ た
この子は、ちえ遅れとして生を受け、一歳の前に肺りして若い女性を見つけると、いきなり「結婚し

炎から心不全を・併発して生死の境をさまよった。集中て！」と迫る裏技の持ち主で、ちょっと危いけれど、

治療室で円形脱毛症になった彼は、私に「いのちがまうらやましくもある。自己紹介では、なぜか「高石隆」
んなか」のもうひとつの人生を指し示した。彼の発信を名乗り、「虫の家」の編集局長の肩書きを自認して

する「ちえ遅れの知恵」とでも呼ぶべき声に促され続いる。

けることで、「発達」「進歩」「発展」などの語が、さもちろん、この人のことは分からないことだらけだ

らに「いきいき」や「ガンバル」という形容に込めらけれど、石けん作りの「労働」時間になると「年休」

れた、人間の人間に対する価値づけが、鼻につくようを決め込んで、コタツにもぐり込んでいたりするのを
に な っ て き た 。 見 る と 、 怒 り が 超 特 急 で 通 蓉 莞 曇 て 、 つ い 笑 っ て し ま

テレビの前にしがみついて、「目（が近い）！」とう。まあ、他人様から見れば、そうした「虫の家」の

注意されると、「メー」と応じてホヤホヤと笑いなが日々は、およそ不健康で、退屈な所なのだろうが、こ

ら、母親を時に「オバチヤン」と呼び、私を「パッパッのゆったりした時の流れは、縁側の日なたぼっこにも
パ」（「パッパラパー」と聞こえたりする）と指差し、似た心地良さを感じさせてくれる。

友人の赤ん坊が泣き出すと一緒に泣きじゃくっていた衆の大好きなビデオが、この秋に親馬鹿で撮った

りする。そんなこの子に付き合っていると、前頭葉中「大運動会」。その中の校長あいさつが「勝ち負けは

心の人間観がとても身勝手で；ＩＥ３粗末なもののように思やってみないと分かりません。大切なことは全力を出

え て く る の だ 。 し 切 る こ と で す 」 と い う 決 ま り 文 句 で 、 ４ ６ 年 間 、 全

１０年前から、友人たちと一緒にやっている「虫の力を出したという記憶に乏しい私は、教師という職業

家」という障害者の地域ｆｌ！ｉ動拠点には、「ゆっくり」やの辛さに深い同情を覚える。一糸乱れて、友人とのや

「グズグズ」や「スカブラ」（怠け者の意）という言葉りとりに興じているこの子も、やがてこのシヤバの

がよく似合う個性たちがたまっていて、時々波長が合「発達強迫観念」から、さまざまな困難の矢を放たれ

わずに腹を立てながら、しかし、とてものんびりとしることになるのだろうが、鈍行列車の車窓から見える

た気分に引き戻される。長い間に私の中に浸み込んだ風景を「虫の家」の懲りない面々と共に、少しでも楽

「一方通行」や「はみ出し禁止」や「駐停車禁止」のしんでいけたらと思っているのだが…。

」 」 」 １ ＿ 」 」 」 」 １ ‥ 」 」 ＿ ｌ 」 」 - 」 １ 」 。 １ 」
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＜ “ こ こ の 場 所 ” か ら ＞

マ マ チ ャ リ 、 街 を か け ま わ る

秋本まち子（東京・練馬）

「ここの場所から」というテーマをもらったけど、くばらん」のゼロ号が刷り上がって届いていた。

い っ た い 私 は ど こ に い る の か 、 ど ん な 場 所 か ら 他 人 ◆ １ １ 月 ２ ０ 日 こ の 日 の 午 前 の 欄 に は 、 実 は 「 社

（ひと）に語りかけているのか、考えこんでしまった。臨原稿」とある。その１週間前に頼まれたときにそう

多分、依頼人の方は「なゆた」（学校へ行ってない子いう予定で香きこんだのだが、朝寝坊したり、家事を

どもたちを中心としたフリースペース）の場所を「こノロノロしたりで、たちまち午後に突入。１時からの

この場所」と想定してたのかもしれない。私も一応、バイトもキャンセルになって、今日の予定は４時にな

その線を考えてみたけど、「そこ」から話をすると、最ゆたへ行けばいいだけ（原稿はあるにしても…）。昨

近とても気分が悪くなってしまうのだ。それで、いま日のメンバーと約束したぎんなんを届けに近所の友人
一番気分良く話ができる場所はどこだろうかとさがし宅へ出かけ、かわりに柿・りんごを頂いて帰る。なゆ

て み る と 、 そ れ は と り も な お さ ず、 私 自 身 の 家 で あ た で 会 う は ずの ２ 人 の 友 人 に あ げ る た め 、 お み や げの

り、たくさんの仲よしたちが１／ゝて長年すみなれたこのしいたけと従兄弟の作ったラ・フランス、母のお味

ｊ１１１１馬・大泉の街であるということになる。そこで（ど噌、生協の卵などを自転車に積み込んで出かける。

こ で だ ？ ） 手 幔 を た よ り に こ の 一 週 間 を ふ り かえ って ３ 時 半 頃 な ゆ た に 着 く と 、 Ｍ 君 （ １ ３ 才 ） は 待 って

み る こ と で、 私 が ど こ に い る の か 伝 え ら れ れ ば い い ま し た と ぱ か り に 話 し か け てくる 。 な ん か 腹 を た て て

な ー と 思 っ て 害 き 始 め た 。 る み た い 。 ２ ・ ３ 日 前 に 出 た 「 な ゆ た 新 聞 」 の 記 事 に

◆ １ １ 月 １ ９ 日 奥 秩 父 の ひ な び た 温 泉 宿 の 一 室 つ いて 「 問 題 が あ る 、 何 で あ ん な 記 事 だ し た の さ 」 と

で、いつもより少し早めの時間に目ざめた。苔藍鵬泉矢継ぎ早にしゃべってくる。帰りかけてたＫさんも思

旅行の二日目の朝である。となりにねていた友人は、わず座り込んで、議論は白熱。Ｋさん、自分の用事を

かなり前から目がさめていたらしく、私が布団をめく思いだして慌てて帰ったのをシオに、この件はお互い

ると、すぐに「散歩にいこう」と小声で話しかけてき宿題ということで一鴇轟める。入れ替わりに仲良しの

た 。 コ ー ト を は お っ て そ お ー っ と 部 屋 を で る 。 Ｙ さ ん 登 場 。 財 布 を な く し た ば か り の 私 に 同 情 し て 。

この日は２年１１１ど前から始めたアルバイト・有償家５千円のカンパをくれた。おチビのＲくんと遊んでい

事援助グルーブ「つくしの会」の慰安旅行で、おぱさた学生ボランティアのＳさんは、私たちの議論をずっ

んぱかり１１人のカタマリができているのだ。日頃、と静かに聞いていた。彼女は先日社臨の学習会でばっ

それぞれの生活の合間をぬって老人家庭の家事サーピたり会ったばかり。子供達が帰った後、手配師とあだ

ス に か け ず り ま わ って い る 元 気 な お ぱ さ ん た ち は 、 こ な さ れ る Ｙ さ ん は 、 こ の 日 も な ゆ た の 移 転 先 の 話 を

こでも他愛のないことにガハハーと笑いころげている持ってきてくれて（そんな予定は全くないのだが）、

の で あ っ た 。 ４ ・ ５ 分 歩 い た と こ ろ の 物 件 を ２ 人 で 見 に い く 。

帰 り は 途 中 の 農 園 に た ち よ っ て し い た け 狩 り を して ◆ １ １ 月 ２ １ 日 午 前 中 の 区 役 所 へ 行 く 予 定 は バ ッ

タ方６時に家にたどりつくと、；地域ミニコミ紙「ざっになっているから、本業「いわゆるシングルマザーの
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私の仕事は写植オペレーターなのだが、ＯＡ化と不況りがけなゆたを通りかかったので、フラフラっとまた

のナミに沈没しそうなのだ）の仕事でもしていたのだ寄ってしまった。こどもと大人がこたつにはいってト

ろうか。午後１時から３時はなゆたの担当で、近くのランプをしてたが、先週ポランティアセンターから紹

教会へ「地震写真展」とインド舞踏のセットを見に行介されてきてくれた２４歳の青年Ｓ君は、少しかたい

く予定。２時から舞踏が始まるので、車を動かせるＹ表情で緊張気味。その後エネルギッシュなおチビたち

さん（お金をくれた人）に子供達を教会に運んでもら二人ともつれあっていたが、外へいこうと誘ってくれ

い 、 私 は 後 か ら 自 転 車 で 追 い か け る 。 て 石 神 井 公 園 へ 出 か け て い く 。 結 局 、 終 り 頃 ま で い

４ ・ ５ 年 前 ま で こ の 教 会 の と な り に 住 んで い た の て、 暗 く な って き た の で あ わて て 帰 る 。

で、 顔 な じ み の な つ か し い 人 々 に も 会 う こ と が 出 来 家 に つ く と 、 「 お か あ さ ん 、 い な げ や （ スーパー ） か

た 。 実 は 私 が イ ン ド 舞 踏 の フ ァン で、 踊 り 手 は ブロ の ら 電 話 で、 サイ フ あ っ た よ 」 と 言 う の で、 自 転 車 で

舞踏家。クラシックバレエをやっているＭ君にぜひ見すっとんで行ってみる。アッタ、アッタ。１１日ぶり

せたかったこともあって、無料だし、ついでに写真展にお目にかかる私のおサイフたち。中味もみんなある

もと子供達に声をかけたら４人参加。インド舞踏は初みたい。メデタシメデタシ。関係諸氏に電話をかけま

めてみる人にとってはかなりインパクトの強いもの。くる。

ジャラジャラと飾りのついたハデな衣装といい、奇妙◆１１月２３日ま３休みだというのに、あさから会

な 手 つ き 、 目 つ き 、 首 ふ り な ど … 。 議 。 ね り ま ・ 教 育 ネ ッ ト ワ ー ク の 打 ち 合 わ せ で 、 友 人

◆ １ １ 月 ２ ２ 日 午 前 ９ 時 か ら １ ２ 時 ま で、 近 くの の 古 本 屋 の ２ 階 に 集 ま っ た の は 女 ５ 人 。 朝 か ら お 茶 と

おばさん（といっても６０代の方）の家でおそうじのお菓子で、言いたい放題。脱線しつつも来年２月１１

アルバイト。大きくて立派なお家なので、掃除だけで日の集会についての話はトントンまとまってお昼でお

３時間はたっぷりかかる。この日は玄関前のタイルもひらきに。私はその足で女 ’ｌ生センターに印刷にいく。

洗ったのでぐったりして家にもどると、リリーンと電これから配る地域ミニコミ紙のよぴかけ文を印刷する

話。「グットタイミングね」というと、「あんたの行動のだ。

パ タ ーン、 だ い た い よ め る よ う に な っ た 」 と の こ と 女 性 セ ン タ ー の う ら に は 、 柿 の 木 の あ る 友 人 が い る

（そーか？日替りメニューだぜ、こっちは）。今からので寄ってみると、チェコ人のインドラさんというの

田中屋のラーメン食べにいく、との誘惑に、財布をながいてチェコ語とドイツ語がとぴかっていた。いつ

くしてから「外でたべない、できたものを買わない」行っても外国人のいる不思議な家だ。柿をもぐのは時

運動をしてきた私もついフラフラとでかけてしまうの間がかかるので、あとで寄ることにしてとりあえず大

だ 。 急 ぎ で 教 会 へ 。 写 真 展 は 今 日 ま で な の で も う 一 度 イ ン

ラーメンをたべながら［サイフをなくした話をしてド舞踏を見に行くのだ。知り合いが１町人かいたのでミ

も、アンタみたいにお金くれる人いないよ。娘にも、ニコミ紙のお金千円をあつめまわる。もう一度柿の木

もらうアンタもアンタだねっていわれちゃった」「なのある家に引き返して隣から借りたスグレモノの柿取

んでだろ？お金なくした時は、お金もらうのが一番り機？で高いところの柿をとる。うれしいね。インド

うれしいよね」［お金そのものをあげるのって、なんラさん力１赤城村からもらってきたという大きなりんご

か抵抗あるんじゃないのー？」などとお金の話で盛りと柿を自転車に満載して家路につく。

上 が る 。 そ の 後 彼 女 の 仕 事 場 に 寄 っ て 、 ワ ープ ロ で ◆ １ １ 月 ２ ４ 日 １ ０ 時 ３ ０ 分 か ら １ ２ 時 の お じ い

「ざっくばらん」の申し込み書を打ってもらう。かえさんの昼食作りのアルバイトの前に、共同保育所ごた

」 １ 」 」 」 ‥ 」 」 」 」 Ｊ Ｉ 」 ‥ - 一 一 １ ＿ Ｊ Ｉ ＿ 」 」 」 ｜
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ごた荘による。「ざっくばらん」のタイトル・カットしゃれに余念がないところが実にすぱらしい。長時間

をかいてくれたＴさんに柿とりんごをお礼に持って行なので少しつかれるが、週に一度はこんな日があって

く。友人のＭさんの子、さらちゃん（１歳）は私のこもいいか。

とをはっきりと識別できるようになって、寄ってくる

のでうれしい。
この日の昼食作りは、バイトの中でも一番楽しいも

のだ。献立は任されていて、買物をして２日分のお昼

を作るのだ。このおじいちゃんは麺類が好きなので、

たいていうどんかそばにしている。今日は老人デイケ

アの話を聞いて２人で大笑い。彼カ１言うには、「娘が

手配して先週から行き始めたんだけど、最初はとても
いやだった。けどあそこでは年寄りが集まってバカっ

話してるんだよね、要するに。」だって。

◆１１月２５日１１時から５時は２ヵ月ほど前か

ら始まった、おぱあさん（８６歳）のお相手のバイト。

その前に本業をかたずけに印刷屋を２軒回り、頼まれ

た名刺を届けに友人宅へ。さて件のおばあさん、非常

にぜいたくで我がままだカ１私は好きだ。はっきり物を

言うし、こき使わないし、耳が遠いので時どきトンチ
ンカンだが年の割にはしっかりしている。なによりお
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と、これが私の一週間なのだが（ロシア民謡じゃな

いんだよね）、ふっと気がついてみるとゲッー、この

一週間ぜんぜん本業やってないぞ、ヤバイ！！

こんな調子で走り回ってて、よく食っていけるよ

ねー。これ力ｔいけちゃうんだよね、どういうわけだか
●●●●●●

「なゆた」から話がしにくいのは、どーしてか。こ

の一週間もよく行ってるし、子供とつきあうのはたい

カ１い楽しいことが多い。だけど親たちは違う。腹立た

しいことが多いし、自分がだんだんエラソウになって

きて、しまいには「ああー、こんなとこ私の場所なん

かじゃないわ！」と叫び出したくなるのだ。この自分

がエラソウになっていき、相手がアホにみえてくると

いうあたりが、私のこれからの課題といえば課題なの

かもしれない。
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＜ “ こ こ の 場 所 ” か ら ＞

無 為 ・ 自 然
一 大 地 に 生 か さ れ る 酪 農 -

小松光一（グローバル地域研究所）

北海道の根１１１１１ｊｔｋ域にマイペース酪農交流会というの
が、各地に６グループある。

根１１１１１地域というのは、かつて根釧原野とよばれ、北

海道のなかでももっとも開拓のおくれた、原野であ

る。しかも、冬は厳しく、夏は曇天がつづき、ときに

冷たい霧までが立つ。

およそ、穀物などはできず、牧草を数十センチのぱ

し、牛に食わせるという農業のやりかたが試みられ

た。酪農パイロット事業と、１；ｌ；ｌｒれ、ようするに。、Ａ、ｊ体実

験みたいなものだったにちカｔｌ／功
かくて、るいるいと離農、脱農がつづいた。マイ

ペース酪農というのは、こうした状況のなかから生ま

れた。「まかたする」と北海道では言う。つまり、も

うけがなくても食っていける、というような意味であ

り、もとがとれれｌｆｘ／４叱でもいう言い方だ。
まかたする酪農でいいじゃないか、なにもむきに

なって優等生のような牛飼いをめざさなくてもいい、

という牛飼いたちの集まりだ。

先日、根室の集まりに参加させてもらった。集まり

のもちかたは、近況報告が主だ。内容は一見、なんと
いうことではないように見える。「やっと草刈りが終

わった」とか「野菜つくりもけっこうおもしろい」と

かだ。

先生も生徒もいない、まかたする酪農だから一見梢

緻をきわめた技術のやりかたがあるわけでもない。

しかし、交流会という名の近況報告会の方法に侯は

ものすごくまぶしいものを感じたのだった。
一見たんたんと語られる言葉だ。「ことしはやっと

草刈り一回でやってみたよ」。

これは、いままで２回も３回も草を刈り、刈ったと

思ったら雨が降ってくさらせてしまう、気１１、滅入って
しまう、ということをやめたということなのだ。

そのかわり放牧にする。放牧ならぬれた草でも牛は

食う、草が生きてるからだ。刈った草は死ぬ、だから

早く乾燥させ、サイレーロジなどにしなければならな
１／ゝ。

もちろん、放牧にすると牛の乳ｊｉ１がおちる。おちて

もかまわない。ついでに、ｉ農厚飼料といわれる、高タ
ンパクのメーズなどの配合飼料を思いきってへらして

しまう。

ということを決断したという話なのだ。たんたんと

話ながらも、互いにその話の背後にある苦闘や決断、

悩みをじっとおしはかる。「育成は結局何頭にしてる

の」という質間がでたりする。これも思いきって後継

牛を育成するのを減らしてしまおうというわけだ。
「’大地に生かされる酪農ですよ」と、その夜の宿を

提供した伊藤さんは言う。
つまり、牛を大地にとき放ってしまう。放牧主体に

すると牛は草を沢山食べることになるから、牛の頭数

をへらすことになる。大地の間尺にあわせて牛を飼う

のだ。

そして、牛の間尺にあわせて乳をしぼる。優秀農家
は９０００ｋｇもしぼるが、彼らの牛は６５００ｋｇ程

度しか乳が出ない。放牧主体になるとそうなってしま

う。
しかし、乳が出ない分、濃厚飼料のエサ代の支出が

へる。

しかも、放牧主体の牛の飼いかたをすると牛は健康

になる。これまで、おｊ！ｌｌ程度で次々と牛がだめになっ

てきたのに、牛が長持ちすると後継牛の育成が少なく
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なるから、さらにエサ代がへる。

ということで、牛１１）乳量もへらして、経営が黒字と

なってしまうというマカ不思議な酪農なのだ。

自然に生かされ、大地に生かされている。というこ

との試行錯誤を、近代的な方法、仮説をたて、実験を

くりかえしながら、１１Ｅ？術。・１＝・経営の精度を高めていくと
いうようなことをいっさいやめ、ゆったりと近況報告

をじっくりとしあっている。

チーズもつくってパンも焼こう。

牛が自然に生かされるようになると牛飼いたちはヒ
マができる。交流会でチーズづくりの話がでると、

さっそく新しいチーズづくりの勉強会が始まる。何人

Ｊ →←１
』………

二二二．ｊ．Ｊ

・ 』 レ レ

＿ こ ＿ ＿ 」

Ｔ Ｉ ム

かがチーズづくりにはまってしまってつくり始める。

「簡単なんですよ」と見せてくれたゴーダチーズは、

香りもバツグンでとてもうまそうだった。パンもいま

焼き始めているという。

北の大地・７）食文化が、本当に根のあるものとして芽

生えかけている。

僕はっと、タイの農村で見た農村開発の交流会を思
い出していた。

えんえんとことこまかに、くちぐちに農民たちは自

分たちのやってきたことを語り、みんなはじっとそれ
を聞いているのだが、その語りが１、ヽかにも詩をうたう

ような語りだったのを想い出した。
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編集後記

今回も雑誌の発行がいささか遅れた。本号の編集をしながら、すでに次号の原稿依頼をしたり、次号用の
原稿に目を通したりしていた。そうしたなりゆきになった理由のひとつに、最近、投稿してくださる方岩礁
て、それらの原稿を本号掲載にするか、次号掲載にするかで迷ったりしてぃたということがある。投稿しミ｜
下さった方々には申し訳ない言い方をしてしまったけど、編集委員としては、これはうれしく楽しい迷いで
はある。
いま、ベランダに続く窓をガタガタ鳴らす強い風が吹いている。明日、いや今日はとても寒くなるらし
い。襖の向こうから、鼻にかかったようなくぐもった妻の寝息がかすかに聞こえる。持病の喘息のためだ。
妻にとって冬の寒さは大敵で、冬の夜は心細そうにしている。だから、冬の夜、ぼくもしごとをすることを
ためらう。そんな迷いもある。
「先に休むね」とだけ言って、彼女は床に入った。
「 ど こ か 暖 か い と こ ろ を 旅 し よ う 」 と 、 今 日 、 彼 女 に 話 そ う と 思 う 。 （ 三 輪 ）

仕事はぎりぎりになるまでやらない、という自分でもほとほといやになってしまう性分のため、またも編
集作業が遅れ、発行予定が大幅に遅れてしまいました。みなさん、申し訳ありません。今号の発行を後にの
ぱしたため、シリーズ「カウンセリングと現代社会」を考える・通信の作業と重なってしまいました。ウー
ン、仕事はすぐやらなければいけない‥・。
が、やっと終わりました。パソコンの画面をジッと見たり、プリントアウトされた小さい文字を間違いは
ないか見つめるという作業からしばらくは解放されます。さあ、身体を思いっきり動かそう。でも、自分で
動かすのは面倒なので、ダンスのような躍動する身体を見てみたい。あ、先号の後記でも同じようなことを
書いていました。
先号が発行された後、すばらしい舞踏を見ました。岩名雅記という人で、愛好家からは高ｘ／ｉｌ‘Ｆ価を受けて
いる舞踏家です。大学のゼミの先輩なんです。裸にちかい状態で、音楽もほとんどなく、観客や場との関係
の中、不思議な緊張感や躍動する力をつくりだしていくのです。もう５０歳になっているはずなのですが、青
年の身体にしかみえません。もっとも動き出すと、男性なのか女性なのか、青年なのか百歳をこえた身体な
のか分からなくなるのですが。
Ｉそれにひきかえ私は‥、と比較しても仕方ないのですが、パソコンの画面に向かい、身体を丸めている

となんとなくそういう気分になってきます。さて、自分の身体を普段とは違うように動かしてみよう‥。
（中島）

｜中島さんよりもっとぐーたらな私は、締め切り間近にならないと働こうとはしません。しかし、いつも追
い込みの頃になると、決まって風邪を引いて寝込んでしまいます。賃金を得る「仕事」の方は簡単に休める
のですが、社臨の「仕事」（私はアンカー）の方は締め切りがあるのでそうはいきません。幸運にも風邪を引
くことにより得た時間で社臨の「仕事」ができます。風邪のおかげで雑誌は出せているのかも…。（平井）
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